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総合計画の進行管理の概要 

 
１ 総合計画の進行管理について 

相模原市総合計画進行管理実施方針に基づき、全５０施策について市が施策進行

管理シートを用いて内部評価を行い、そのうち約３分の１の１６施策について総合

計画審議会進行管理部会による第三者評価を行いました。 
また、昨年度施策評価で改善を要すると判定された９施策の改善工程表について

は、市が進捗状況について確認・自己評価を行った後、その取組内容や実施状況、

その効果などについてモニタリング評価（総合計画審議会評価）を行いました。 

 
 
２ 評価の結果について 
 

（１）平成３０年度実績に基づく評価 

 

  

  

１次評価 

（内部評価） 

左記の内、２次評価 

対象施策の 1 次評価 

２次評価 

（第３者評価） 

施策数 割合 施策数 割合 施策数 割合 

Ａ 26 52％ 9 56％ 8 50％ 

Ｂ 23 46％ 6 38％ 6 38％ 

Ｃ 1 2％ 1 6％ 2 12％ 

合計 50 100％ 16 100％ 16 100％ 

Ａ … 施策の目標達成に向けて十分に事業の効果が現れている 

Ｂ … 施策の目標達成に向けて一部の事業の取組に改善が必要 
Ｃ … 施策の目標達成に向けて事業の取組に大幅な改善が必要 
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（２）本年度評価対象施策ごとの評価結果 

 

基本 

目標 

施策 

Ｎｏ． 
施策名 

1 次評価

結果 

2 次評価

結果 
所管局 

Ｉ ３ 子どもを生みやすい環境の整備 Ａ Ａ こども・若者未来局 

Ｉ １０ 健康づくりの推進 Ｂ Ｂ 健康福祉局 

Ｉ １２ 保健衛生体制の充実 Ａ Ａ 健康福祉局 

Ｉ １４ 災害対策の推進 Ｂ Ｂ 危機管理局 

Ⅱ １７ 家庭や地域における教育環境の向上 Ｂ Ｂ 教育局 

Ⅱ １９ 生涯スポーツの振興 Ａ Ａ 教育局 

Ⅱ ２０ 文化の振興 Ａ Ｂ 市民局 

Ⅲ ２９ 人と自然が共生する環境の形成 Ａ Ａ 環境経済局 

Ⅲ ３０ 生活環境の保全 Ａ Ａ 環境経済局 

Ⅲ ３２ 雇用対策と働きやすい環境の整備 Ａ Ａ 環境経済局 

Ⅲ ３７ 魅力ある観光の振興 Ｂ Ｃ 環境経済局 

Ⅳ ３９ 広域交流拠点都市にふさわしい都市拠点の形成 Ａ Ａ 都市建設局 

Ⅳ ４０ 新たな産業拠点の形成と地域の拠点の活性化 Ｃ Ｃ 都市建設局 

Ⅳ ４５ 安全で快適な住環境の形成 Ｂ Ｂ 都市建設局 

Ⅳ ４６ 基地の早期返還の実現 Ａ Ａ 総務局 

Ⅴ ４９ 行政サービス提供体制の充実 Ｂ Ｂ 市民局 

 

  
（３）改善工程表のモニタリング対象施策 

 

基本 

目標 

施策 

Ｎｏ． 
施策名 

前年度 

1・2 次評価 

前年度 

３次評価 
所管局 

Ⅰ １ 地域福祉の推進 Ｂ Ｂ 健康福祉局 

Ⅰ ９ 障害児の支援 Ｂ Ｂ 健康福祉局 

Ⅱ ２２ 人権尊重・男女共同参画の推進 Ｂ Ｂ 市民局 

Ⅱ ２３ 世界平和の尊重 Ｂ Ｂ 総務局 

Ⅲ ２４ 地球温暖化対策の推進 Ｂ Ｂ 環境経済局 

Ⅲ ２８ 水源環境の保全・再生 Ｂ Ｂ 環境経済局 

Ⅲ ３３ 地域経済を支える産業基盤の確立 Ｂ Ｂ 環境経済局 

Ⅲ ３６ 都市農業の振興 Ｂ Ｂ 環境経済局 

Ⅴ ４８ 皆で担うまちづくりの推進 Ｂ Ｂ 市民局 
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３ 相模原市総合計画審議会（進行管理部会）委員一覧 
 

 氏   名 所 属 等 備 考 

１ 朝山 あつこ 
認定ＮＰＯ法人 
キーパーソン２１ 代表理事 

 

２ 今岡 英一郎 公募  

３ 金森 剛 
相模女子大学 
 人間社会学部 
 社会マネジメント学科 教授 

審議会副会長 

４ 隅河内 司 
田園調布学園大学 
人間福祉学部 教授 

 

５ 長野 基 
首都大学東京 
 都市環境学部 
都市政策科学科 准教授 

 

６ 松平 菜保子 公募  

７ 山口 正子 公募  

８ 横田 樹広 
東京都市大学 環境学部 
環境創生学科 准教授 

 

９ 吉田 民雄 総合政策プランナー 審議会会長 

10 渡邊 健一 公募  
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「施策の実施状況に関する建議書」における総合計画審議会か

らの評価・意見に対する本市の対応方針について 

 

１ 施策別評価に対する対応方針等 
 
 令和元年度（平成３０年度実績）２次評価対象施策     

■対応方針について  ⇒ ２次評価対象施策全ての１６施策について作成 

■改善工程表について ⇒ ２次評価対象施策のうちＡ評価でなかった８施策について作成 

施策 

Ｎｏ． 
施策名 所管局 

１次 

評価

結果 

２次 

評価

結果 

対応 

方針 

（様式Ａ） 

改善 

工程表 

（様式Ｂ） 

３ 子どもを生みやすい環境の整備 こども・若者未来局 Ａ Ａ ○  

１０ 健康づくりの推進 健康福祉局 Ｂ Ｂ ○ ○ 

１２ 保健衛生体制の充実 健康福祉局 Ａ Ａ ○  

１４ 災害対策の推進 危機管理局 Ｂ Ｂ ○ ○ 

１７ 家庭や地域における教育環境の向上 教育局 Ｂ Ｂ ○ ○ 

１９ 生涯スポーツの振興 教育局 Ａ Ａ ○  

２０ 文化の振興 市民局 Ａ Ｂ ○ ○ 

２９ 人と自然が共生する環境の形成 環境経済局 Ａ Ａ ○  

３０ 生活環境の保全 環境経済局 Ａ Ａ ○  

３２ 雇用対策と働きやすい環境の整備 環境経済局 Ａ Ａ ○  

３７ 魅力ある観光の振興 環境経済局 Ｂ Ｃ ○ ○ 

３９ 
広域交流拠点都市にふさわしい都市

拠点の形成 
都市建設局 Ａ Ａ ○  

４０ 
新たな産業拠点の形成と地域の拠点

の活性化 
都市建設局 Ｃ Ｃ ○ ○ 

４５ 安全で快適な住環境の形成 都市建設局 Ｂ Ｂ ○ ○ 

４６ 基地の早期返還の実現 総務局 Ａ Ａ ○  

４９ 行政サービス提供体制の充実 市民局 Ｂ Ｂ ○ ○ 
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 平成３０年度（平成２９年度実績）改善工程表モニタリング評価対象施策     
■改善策検討シートについて   

⇒ 平成２９年度実績に基づく平成３０年度総合計画進行管理においてＡ評価以外の施策につ

いて作成 

施策 

Ｎｏ． 
施策名 所管局 

１ 地域福祉の推進 健康福祉局 

９ 障害児の支援 健康福祉局 

２２ 人権尊重・男女共同参画の推進 市民局 

２３ 世界平和の尊重 総務局 

２４ 地球温暖化対策の推進 環境経済局 

２８ 水源環境の保全・再生 環境経済局 

３３ 地域経済を支える産業基盤の確立 環境経済局 

３６ 都市農業の振興 環境経済局 

４８ 皆で担うまちづくりの推進 市民局 
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（１） 総合計画施策進行管理 ２次評価に対する本市の対応方針 
 

基本目標Ⅰ 誰もが安全でいきいきと暮らせる安心・福祉都市          

施策番号 ３ 施策名 子どもを生みやすい環境の整備 

１次評価 Ａ 施策所管局 こども・若者未来局 

２次評価 Ａ 局・区長名 菅谷 貴子 

 

Ｎｏ． ２次評価 意見（check） 対応方針（act） 

１ 

成果指標「合計特殊出生率」は、施策の

最終的な成果として「こども・若者未来局」

が自ら設定し、その達成を市民と約束した

ものであり、また人口減少のペースを遅ら

せるためにも目標達成は重要である。現在

の実績値１．２４は、現在の全国値１．４

２、あるいは国の目標とする希望出生率

１．８０を考慮すると低水準にあり、しか

もこれまで９年間１．２台のあまりにも低

い実績値で推移している。実施するさまざ

まな事業は、成果達成のための手段という

位置づけにあり、事業実施の結果としてど

れだけ成果を達成したかが問われるとい

うことを十分に留意されたい。子育てなど

保育分野にとどまらず、優れた学習環境を

提供する教育、若者世代を呼び込む産業、

快適な暮らしを提供する都市計画分野な

ど、庁内横断的に連携して出生率を向上さ

せるための抜本的な支援・改革、新たな事

業展開を検討し、その目標達成を図られた

い。 

成果指標「合計特殊出生率」の目標値は、

平成２７年度に策定した「相模原市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」に設定された値を

総合計画で引き継ぎ、再設定したものであ

る。 

具体的な対応策としては、平成２９年度に

創設されたこども・若者未来局では、これま

で実施されてきた妊婦健康診査の充実や保

育所等の待機児童対策等を引き続き推進し、

子育て環境の充実を図っている。また、新た

に「子ども・若者未来基金」を創設し、総合

教育会議をはじめとする庁内横断的な連携

によって、子育てや教育等の観点から課題を

抽出しながら、基金の活用により、子どもの

貧困対策や学力保障の充実を図り、子どもが

生まれた環境に左右されることのないよう、

子育てがしやすい環境づくりを進めてきた。 

次期総合計画においては、分野横断的に取り

組む重点テーマとして、「少子化対策」を掲

げ、企画部門や雇用施策等との庁内横断的な

連携を一層推進し、若者が子どもを生み育て

たいと思うまちづくりに取り組んでいく。 

２ 

施策を構成する事業が多数あり、問題を

抱えた人がどのサービスを使うとよいの

か分かりにくいため、市民の視点に立った

情報伝達を図られたい。 

市広報や子育てガイドによる周知に加え、

「さがみはら子育てきずなメール」や電子母

子健康手帳アプリ「さがプリコ」による電子

媒体での情報発信、さらには子育て世代に向

けたホームページの機能を充実することに

より、子育てに関する情報を取得しやすい環

境を整備するとともに、各区子育て支援セン

ターを拠点とした、妊娠期から子育て期にお
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ける様々な相談に対応するなど、子育て家庭

への切れ目のない支援に取り組んでいく。 

３ 

成果指標「子どもを生みやすい環境であ

ると感じている市民の割合」及び業績評価

指標「乳幼児の健康状況把握率」、業績評

価指標「妊婦届出時に保健師と面接してい

る割合」はいずれも目標達成されている

が、達成率が低下傾向にあり、目標値の達

成を維持するように努められたい。 

達成率の向上へ向け、今後も妊娠届出時の

保健師面接率の向上を目指し、子育て支援セ

ンターにおける母子健康手帳の交付に努め、

妊娠期からの支援の充実を図っていく。 

また、乳幼児健康診査事業においては、未受

診対策の充実を図り、対象児の健康状況の把

握率の向上に努める。 

４ 

子どもを生み育てやすい環境にはなり

つつあると思うが、今後、夜間保育の確保

にも取り組まれたい。 

本市では、夜間保育所として１施設が運営

を行っているが、今後の夜間保育所の設置に

ついては、保護者の働き方が多様化している

ことから、保育需要などの地域バランスに配

慮しながら、検討していく。 

５ 

依然として「子育ては母親の仕事」とい

う考え方が残っており、現状を打開するた

めには、既存の枠組みに囚われない工夫が

必要である。“母子保健”を“親子保健”

と改名するなど、意識の改善に向けた取組

を検討するとともに、父子家庭に対する支

援も推進されたい。 

母子保健法に基づき事業を実施している

状況ではあるが、既存事業においても、父親

への支援を含めた事業の展開を検討し、ま

た、母子だけでなく、親子が意識できるよう

周知の際の表現方法を改善し、意識の改善に

努める。 

６ 

病児・病後児を受け入れる施設の利用状

況の把握を引き続き行い、計画的な対応を

図られたい。 

病児・病後児を受け入れる施設の利用状況

を把握し、需要に応じた受入ができるよう取

り組んでいく。 

７ 

医学的なチェックと子育て支援の両方

を行う必要があることから、行政や医療機

関、関係機関の連携による支援体制の整備

を検討されたい。 

相模原市内の産科医療機関と行政の間で

実施している継続看護連絡会の充実、及び医

師会と共通の課題を解決するための検討ワ

ーキング会議を実施するなど、連携による支

援体制に努める。 

８ 

保育の無償化に伴い、質の高い保育提供

をするため、民間企業などを利用し保育士

のスキルを高める事業展開を期待する。 

平成３０年度から実施している「相模原市

保育者ステップアップ研修」の充実を図ると

ともに、民間企業などの第三者評価を活用

し、客観的な評価に基づき、より質の高い保

育提供ができるよう保育士等のスキルアッ

プに取り組んでいく。 

９ 

施策を構成する主な事業が重複してい

るため、削除あるいは再掲とするなど、目

的・手段の関係を明確にされたい。 

次期総合計画においては、事業の掲載内容

や方法について精査、工夫し、施策と事業の

関係性がより分かりやすくなるよう検討す

る。 
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施策番号 １０ 施策名 健康づくりの推進 

１次評価 Ｂ 施策所管局 健康福祉局 

２次評価 Ｂ 局・区長名 小林 和明 

 

Ｎｏ． ２次評価 意見（check） 対応方針（act） 

１ 

業績評価指標「ゲートキーパー養成研修

修了者数」、「精神医学基礎研修参加者の理

解度」、「野菜 350ｇ摂取の必要性について

普及啓発を受けた人数」が補完、あるいは

達成すべき成果指標が設定されていない。

どのような成果を達成するために業績評

価指標が設定されているのかが市民に分

かるように目的・手段の体系の明確化を図

られたい。 

次期総合計画において、「心の健康づくり

と自殺総合対策の推進」という取組の方向に

ついて、「ゲートキーパーの養成数」及び「精

神疾患や心の健康に関して市に相談窓口が

あることを知っている市民の割合」の増加を

新たな成果指標として設定することにより、

目的・手段の明確化を図る。 

また、「野菜 350ｇ摂取の必要性について

普及啓発を受けた人数」については、業績評

価指標として達成すべき成果指標との関連

がわかりにくいものであったため、次期総合

計画における指標の設定に当たっては、成果

指標である「健康のために取り組んでいるこ

とがある市民の割合」の達成に向けて、設定

の理由や関連が市民によりわかりやすいも

のとなるよう、目的・手段の体系について明

確化を図る。 

２ 

成果指標「自分が健康であると感じてい

る人の割合」、「日常生活で健康づくりに取

り組んでいる市民の割合」及び業績評価指

標「６５歳未満の心疾患及び脳血栓疾患の

死亡率」の３指標がＢ評価で目標未達成で

ある。特に重要評価指標である２つの成果

指標について、「自分が健康であると感じ

ている人の割合」は９年連続、「日常生活

で健康づくりに取り組んでいる市民の割

合」は７年連続と、長期にわたり未達成で

推移している。実施する様々な事業は、成

果達成のための手段という位置づけにあ

り、事業実施の結果としてどれだけ成果を

達成したかが問われるということを十分

に留意してそれらの目標達成を図られた

い。 

成果指標の目標を達成するため、様々な事

業を実施しているが、事業の目的・成果目標

を十分認識して実施するよう努める。 
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３ 

「無関心層や壮年期の運動習慣定着」

は、これまでの方法だと大きな改善が見ら

れないため、達成に向けた具体的な対応策

を検討されたい。また、対応策の検討にあ

たっては、健康増進の取組における民間と

の役割分担を明確化し、「ウェルネスさが

みはら」という保健・医療・福祉の連携拠

点の有効活用を図られたい。 

健康無関心層や壮年期の運動習慣の定着

に向け、民間との役割分担を意識し、また「ウ

ェルネスさがみはら」等の拠点の有効活用を

踏まえた具体的な対応策の検討に努める。 

４ 

「こんにちは赤ちゃん事業」等による出

産・子育て支援施策について、これまでは

庁内横断的な取組が可能な直営方式によ

り事業を実施しているが、今後、新たな事

業展開が求められた場合には、丁寧かつ素

早い対応が必要とされる。他市では業務を

アウトソーシングしている事例もあるた

め、社会需要に応じて、望ましい事業推進

体制について検討されたい。 

「こんにちは赤ちゃん事業」は、母子健康

手帳交付時面接、４か月児健康診査事業等の

母子保健事業、医療機関等と密接に連携を取

り、保健師等の専門職が従事する直営方式に

より的確な事業推進が図られている。今後も

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない

支援へ向けて、望ましい事業推進体制の維持

に努める。 

５ 

食育フェアに学校給食センターが参加

し、地場野菜を取り入れた、季節の食材を

使った給食をアピールするような取組も

検討されたい。 

食育フェアには、学校給食センターを統括

している学校保健課が参加しており、相模原

の地場農産物を取り入れた「さがみはら大好

き給食」について紹介するパネル展示を既に

実施しＰＲしている。 

今後も、健康増進に資するＰＲ活動等に引

き続き、取り組んでいく。 

６ 

日本の女性は、マンモグラフィ検査だけ

では見つけられない高濃度乳房という乳

腺の密度が高い方が半数以上という報告

があるため、補完的に超音波検査も行える

ような制度を検討されたい。 

 現在、国において、市町村がん検診への乳

房超音波検査を含めた新たな検査項目の導

入検討が進められている。今後、乳房超音波

検査が検査方法として認められた際に本市

のがん検診でも導入していけるよう、国の動

向を注視し、情報の収集に努めるとともに、

関係団体と情報の共有を図る。 

 また、乳房超音波検査の導入にあたって

は、受益者負担等を踏まえて検討を行ってい

く必要があると考えている。 

７ 

ゲートキーパーの数は増加しているも

のの、自殺者数は減少していない。経済的

困窮だけでなく、人間関係や心身の状態な

ど様々な問題が複合していることから、全

庁的に取り組まれたい。 

自殺者数は減少傾向にあるものの、継続的

な取組は必須であることから、現在実施して

いる新採用職員及び新任副主幹を対象とし

た階層別研修のほか、自殺対策に関連する幅

広い部局を対象とした自殺対策庁内会議に

おいて、各部署の業務と自殺対策の関連性や
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取り組むべき課題の理解を促進することに

より、自殺対策の必要性の共有化が図れるよ

うに取り組んでいく。 
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施策番号 １２ 施策名 保健衛生体制の充実 

１次評価 Ａ 施策所管局 健康福祉局 

２次評価 Ａ 局・区長名 小林 和明 

 

Ｎｏ． ２次評価 意見（check） 対応方針（act） 

１ 

業績評価指標「収容した犬の返還・譲渡

率」、「収容した猫の譲渡率」、「浴槽水等検

査実施率」が補完、あるいは達成すべき成

果指標が設定されていない。どのような成

果を達成するために業績評価指標が設定

されているのかが市民に分かるように目

的・手段の体系の明確化を図られたい。 

次期総合計画において、動物愛護管理を推

進するための成果指標として「ペットの所有

明示を行っている飼い主の割合」を、生活衛

生関係営業施設の衛生的な生活環境の確保

を図るための新たな成果指標として「公衆浴

場等における改善率」を設定していく。 

２ 

成果指標「結核患者数」及び業績評価指

標「収容した犬の返還・譲渡率」、「収容し

た猫の譲渡率」はいずれもＡ評価である

が、しかし目標値を実績値が大きく上回っ

て推移している。市民からすれば次年度の

目標値がなぜ今年度の実績値よりも低い

のかという疑問が生じる。しかも、業績評

価指標「収容した犬の返還・譲渡率」及び

「収容した猫の譲渡率」は、これまで５年

間連続で平成３１年度の最終目標値を上

回って推移している。設定した目標値を再

検討し、その根拠、その妥当性を明らかに

されたい。 

次期総合計画において、結核については成

果指標を「結核罹患率」（人口１０万人あた

りの新規結核患者数）とし、罹患率の低い指

定都市の値や過去の推移を踏まえて、目標を

設定していく。 

また、動物愛護については「ペットの所有

明示を行っている飼い主の割合」を成果指標

として設定し、市民アンケートの結果による

基準値と、社会的な動向を加味した目標値と

していく。 

３ 

感染症に関して、市は、予防策や感染の

状況などをいち早く市民へ伝えられるよ

う状況の把握に努められたい。 

平成３１年１月に衛生研究所内に開設し

た「感染症情報センター」において、地方衛

生研究所全国協議会が開発したソフトを導

入し、従前に比べて１週間早く感染症情報を

提供している。 

また、本市の感染症の動向に関する情報を

分析し、感染症ごとの報告数の増減を可視化

した「週報」を市ホームページで提供するほ

か、インフルエンザ等の注意報や警報発令時

等には「ヤフー防災」を活用した情報提供等

を実施しており、引き続き、迅速かつ的確に

感染症情報を提供するよう努める。 
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４ 

業績評価指標「浴槽水等検査実施率」に

ついて、目標を下回っているのは問題であ

り改善を図られたい。 

浴槽水等検査については、抜き打ちで検査

を実施している。 

検査の性質上、施設の状況により検査が実

施できない場合があることから、業績評価指

標を見直し、次期総合計画において、生活衛

生関係営業施設において衛生的な生活環境

の確保が図られていることを見るため「公衆

浴場等における改善率」を新たな指標とし

て、適切な目標管理を行う。 

５ 

感染症について、他市では流行期になる

と小学校や中学校で「感染症防止係」を決

め、生徒自ら役割を持たせて予防に取り組

んでいる事例があるので、本市でも教育委

員会を通じた実施を検討されたい。 

学校における感染症の予防については、学

校医と連携しながら、必要な対応を適宜、実

施しているほか、保健だよりなどを活用し、

児童生徒及び保護者への啓発を行っている。 

また、保健委員の児童生徒が手洗いやうが

いの励行等の感染症の予防に取り組んでお

り、保健所では、手洗いチェッカーの貸出し

も行っている。 

今後も、引き続き、教育委員会との連携に

より主体的な感染症の予防策を講じるよう、

取り組んでいく。 
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施策番号 １４ 施策名 災害対策の推進 

１次評価 Ｂ 施策所管局 危機管理局 

２次評価 Ｂ 局・区長名 古井 隆一 

 

Ｎｏ． ２次評価 意見（check） 対応方針（act） 

１ 

成果指標「災害対策をしている市民の割

合」がＡ評価からＢ評価に落ち、目標達成

されていない。Ａ評価を維持するように取

り組まれたい。 

協働事業提案制度「防災意識の普及啓発、

持続可能なエネルギーと人の繋がりの活性

化事業」により、災害時に役立つ知識や防

災・減災に資する知識、自助や共助の重要性

などについて幅広い世代へ普及啓発するた

め、イベント等への出展やワークショップを

実施する。 

２ 

業績評価指標「災害に対する家庭での事

前対策を行っている市民の割合」は３年連

続でＢ評価であり、業績評価指標「土砂災

害対策の認知度」もＡ評価からＢ評価に落

ちている。実施するさまざまな事業は、成

果・業績達成のための手段という位置づけ

にあり、事業実施の結果としてどれだけ成

果・業績を達成したかが問われるというこ

とを十分に留意して目標達成を図られた

い。 

災害に対する家庭での事前対策を行って

いる市民の割合を増やすため、防災マイスタ

ーによる防災講座等の内容を見直す。 

３ 

今般の台風１９号による災害に見られ

るとおり、河川災害や土砂災害は地域性に

依存する割合が大きいため、災害対応改善

策の推進は区別対応の必要性を認識し、地

理的条件など地域に密着した検討を進め

られたい。 

市民が地域の災害リスクを認識し、災害に

備えていただけるよう普及啓発を行う。 

４ 

「雨水流出抑制の機能を高める」ための

具体的な取組を検討されたい。「雨水流出

抑制の機能を高める」ためには流域レベル

での取組が必要であり、公有地における対

策と合わせて、上流域の中山間地域におけ

る防災対策の観点から、市民の住宅建築時

における対策やインセンティブを設ける

ことについて検討されたい。 

雨水流出抑制の機能を高めるため、宅地内

に降った雨水を地下に浸透させる雨水浸透

ますの設置を住宅建築時に指導する。また、

市が認定した雨水浸透ますを設置する場合

の費用の一部助成を引き続き行い、イベント

等での更なる PR に努める。 
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５ 

成果指標「避難路整備率」について、「広

幅員道路＝避難道路」とされているが、単

に幅員が広い道路を整備すればいいとい

うものではなく、緊急時に避難路としての

機能が担保されるかという道路の質が重

要である。また、達成率はＨ２７年度以降

継続して１００%を超えており、施設のメ

ンテナンスの重要性が高まっている背景

を踏まえ、目標値の妥当性や、「避難道路

の長さ」を継続して指標とし続けている点

の妥当性が不明確であるため、見直しを検

討されたい。 

成果指標「避難路整備率」については、ア

ウトプット指標であることから、次期総合計

画においては、施策推進の効果を適切に測る

ため、「防災意識の向上」などのアウトカム

指標を設定していくこととしている。 

なお、緊急時の避難路としての機能を高め

るためには、避難路の整備率だけでなく、予

防保全による効果的・効率的な維持管理など

の老朽化対策を含めた、総合的な対応を行う

ことが必要であることから、次期総合計画に

おいては、「公共施設マネジメントの取組の

推進」において着実な推進を図っていく。 

６ 

成果指標「災害対策をしている市民の割

合」、業績評価指標「災害に対する家庭で

の事前対策を行っている市民の割合」で

は、地域防災組織活動そのものを的確に把

握することが難しいため、見直しを検討さ

れたい。 

地域防災組織の活動について、防災対策の

充実状況を適切に測る指標を設定すること

が困難なため、次期総合計画においても、引

き続き、市民の自助の取組状況を測る指標と

して「防災意識の向上度（災害対策をしてい

る市民の割合）」を設定することとしている。 

７ 

成果指標「災害対策をしている市民の割

合」が、年々低下傾向にあることに対して、

具体的な分析と課題設定を行われたい。 

大規模災害の発生から時間が経過すると

防災意識は低下する傾向にあると考えられ

ることから、被災経験に基づいた災害対策の

重要性について、防災に対して関心の低い市

民を含め、幅広く普及啓発を行うことで指標

の改善に努める。 

８ 

防災・減災プログラムについて、災害種

別やケース毎に具体的な検証を実施され

たい。 

現在、対象となっている事業の適切な進捗

管理を行うとともに、市民の防災知識の向上

が図られるような事業を推進していく。 

９ 

河川改修工事において入札不調であっ

たとのことであり、将来的な労働力不足な

どのリスクも踏まえた、事業発注の長期プ

ランを検討されたい。 

次期総合計画を踏まえた長期的計画に基づ

く、継続した事業の実施を推進していく。 

１０ 

防災対策普及啓発推進事業について、

「自助及び共助の考え方」や防災マイスタ

ー制度は市民にはあまり知られてないた

め、更なる周知に努められたい。また、防

災マイスターについては、マイスター同士

の繋がりを支援するとともに、要援護・要

支援者に対する学習プログラムに取り組

市内事業者を含め、防災マイスターの利用

対象者へ制度周知に努めるとともに、マイス

ター同士の連携や活動が活性化するよう情

報共有等の仕組みづくりを支援していく。 

また、要援護者の積極的な避難行動の一助

となるよう警戒レベルや緊急放流に関する

スキルアップ研修を実施する。 
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まれたい。防災意識の普及啓発など、ソフ

ト面での防災対策を創意工夫し、一層推進

されたい。 

１１ 

災害時要援護者避難支援事業について、

高齢化に伴う一人暮らしの増加や外国人

への支援など現状を踏まえ、要援護者支援

の取組は所管だけでなく庁内横断的な取

組、民間活力や地域の独自性を活かした取

組として更なる強化を図られたい。 

災害時要援護者避難支援に関して、各自治

会へアンケート調査を実施することにより

取組状況の確認を行い、その結果を踏まえ地

域の実情にあった取組が促進されるよう、各

区役所まちづくりセンターと連携し、避難支

援体制の構築を支援する。 

１２ 

避難やケースごとの支援を伴う場面を

想定した防災訓練を実施する際には、障害

当事者とともに避難所や避難経路に立ち

会いながら実地検証を行うなど、連携・協

働しながら実態に即した視点で取り組ま

れたい。 

今年度実施した風水害対策訓練において、

市職員立ち会いのもと、要配慮者利用施設の

職員及び利用者を対象とした避難訓練を実

施し、避難経路の検証等を行った。今後も、

要配慮者を対象にした避難訓練等を実施し

ていく。 
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基本目標Ⅱ 学びあい 人と地域をはぐくむ教育・文化都市       

施策番号 １７ 施策名 家庭や地域における教育環境の向上 

１次評価 Ｂ 施策所管局 教育局 

２次評価 Ｂ 局・区長名 小林 輝明 

 

Ｎｏ． ２次評価 意見（check） 対応方針（act） 

１ 

成果指標「地域における子どもの育成活

動に参加した市民の割合」は４年連続で目

標達成しておらず、また業績評価指標「家

庭教育事業へ参加した保護者の割合」は２

年間連続で目標達成されず、しかも最新年

度でＢ評価からＣ評価に落ち込んでいる。

また、成果指標「地域行事に参加している

子どもの割合」は９年連続Ｂ評価で目標達

成されておらず、業績評価指標「青少年を

対象とした事業への参加人数」はＡ評価か

らＢ評価に落ちており、いずれも目標達成

されていない。これらは、施策の最終的な

成果としてその達成を市民と約束し、「教

育局」自ら設定した指標及び目標値であ

り、市民に対する説明責任を果たすために

も、その達成を図られたい。実施する様々

な事業は、成果達成のための手段という位

置づけにあり、事業実施の結果としてどれ

だけ成果を達成したかが問われるという

ことを十分に留意してその目標達成を図

られたい。 

「地域における子どもの育成活動に参加

した市民の割合」及び「地域行事に参加して

いる子どもの割合」については、目標達成は

されていないものの、数値は前年度から微増

しており、引き続き、参加しやすい事業内容

や開催時期、時間帯等の検討を行う。 

「家庭教育事業へ参加した保護者の割合」

については、駅から近い公共施設で開催する

など参加しやすい環境づくりに努めている

が、新たに市ホームページへ情報を掲載する

など多くの方が参加できる事業となるよう、

周知方法や事業内容、日程、会場などについ

て検討する。 

「青少年を対象とした事業への参加人数」

については、清新公民館の大規模改修が終了

し、平成２９年度と同程度の事業数となるこ

とから、目標達成は可能と考えられる。 

２ 

成果指標「地域における子どもの育成活

動に参加した市民の割合」、「地域行事に参

加している子どもの割合」の改善策とし

て、小中学校の部活動の顧問に地域の有志

に参加してもらう、または地域の有志が行

う活動に小中学生を参加させることを検

討されたい。 

顧問として地域住民等を活用する仕組み

である部活動指導員について、人材確保が課

題となっており、資格要件の緩和などを検討

する。 

また、小中学生の地域活動への参加につい

ては、コミュニティ・スクール等の場を活用

して、学校・家庭・地域が地域活動に関する

情報を共有するなどの方策について研究していく。 
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３ 

地域学校協働活動の円滑な推進のため

にも、「地域で子育てをする」という意識

の醸成に向けた事業を検討されたい。 

現在、策定を進めている次期相模原市総合

計画基本計画において、学校・家庭・地域の

連携による教育力の向上を図るため、「地域

全体で子どもの成長を支える取組を推進す

る」こととしており、地域学校協働活動につ

いては、今後策定予定の次期相模原市総合計

画実施計画において位置付ける予定として

おり、具体的な内容については、実施計画の

策定に合わせて検討する。 

４ 

児童虐待相談件数を６年間の推移でみ

ると、Ｈ２５年度の１，３５９件からＨ３

０年度の２，３３２件と急増しており、「泣

き声通告」などへの丁寧な対応や保護者と

の信頼関係の維持に努めるとともに、より

一層丁寧な対処に向けて、可能な範囲内で

民間活力を活用するなど、体制整備の充実

について検討されたい。 

増加する児童虐待に迅速かつ的確に対応

するため、改正児童福祉法や「児童虐待防止

対策体制総合強化プラン」に基づいて、児童

相談所職員の適正な配置を図るとともに、令

和２年度からは、児童相談所内に３つの課を

新設し、各所管分野において、これまで以上

に専門性を発揮できる体制を構築する。 

また、担当区域が広範囲に渡る緑区内のケ

ースへの迅速な対応や、継続的な相談で来所

される市民の利便性向上のため、緑区を担当

する職員を緑区合同庁舎内に配置する。 

さらに、警察や関係機関との連携強化や、

民間活力を活用した平日夜間及び休日にお

ける児童虐待に関する電話相談の継続実施

及び一時保護専用施設の開設などにより、よ

り一層丁寧な対処に向けて体制整備の充実

を図る。 

５ 

家庭教育事業の参加を増やすため、講演

内容の精査や開催日時の再検討を図られ

たい。 

家庭教育事業については、駅から近い公共

施設で開催するなど参加しやすい環境づく

りに努めているが、新たに市ホームページへ

情報を掲載するなど多くの方が参加できる

事業となるよう、周知方法や事業内容、日程、

会場などについて検討する。 

６ 

子どもの登下校時における安全確保は

重要な課題であるため、子ども安全見守り

活動に携わる方々への助成・支援は継続さ

れたい。また、子ども安全見守り活動の啓

発と更なる普及を推進されたい。 

見守り活動団体に対して活動費助成を継

続するとともに、広報による活動の周知、団

体への表彰や意見交換会を通じて、活動の支

援を行う。 

また、見守り活動の更なる普及・啓発につ

いて研究し、参加者増加につながる新たな取

組を推進する。 
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７ 

学校と地域の協働推進事業について、学

校支援のみならず、今後は学校と地域がパ

ートナーとして教育に携わる人材を地域

に求めるという趣旨を念頭に、地域人材に

対する適切な支援を図られたい。 

地域人材に対する研修などの支援につい

て、地域学校協働活動と併せて実施すること

などを検討していく。 

８ 

年次の教育課程に組み込まれる活動に

継続して携わる地域人材の人選には、教育

的責任の一端を講師にも共有していただ

く意味からも、学校を巡回する新たな講師

委嘱制度のような人員確保施策も含め、事

業名称を「地域教育力活用事業」から「学

校地域パートナーシップ事業」とするな

ど、配慮と工夫を図られたい。 

地域人材の活用方法について、効果的な手

法を研究していく。事業名称については、事

業内容により適切に対応していく。 

９ 

平成 29 年度改正の地方教育行政法にお

ける「学校運営協議会（コミュニティスク

ール化）」をすべての学校で目指すべきと

の規定を踏まえ、現モデル校を含む市内小

中学校での更なる取組を推進されたい。 

現在、市内各区に１つずつ設置している中

学校区単位でのコミュニティ・スクールモデ

ル校の成果・課題の検証結果を踏まえつつ、

今後、学校単位でのコミュニティ・スクール

の設置とその効果についても研究する。 

１０ 

地域学校協働活動推進員の質的向上に

向け、学校の支援や社会教育について専門

的な知識を有する人材育成に努められた

い。 

地域学校協働活動については、次期相模原

市総合計画実施計画において位置付ける予

定としており、地域学校協働活動推進員に関

することなど、具体的な内容については、実

施計画の策定に合わせて検討する。 
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施策番号 １９ 施策名 生涯スポーツの振興 

１次評価 Ａ 施策所管局 教育局 

２次評価 Ａ 局・区長名 小林 輝明 

 

Ｎｏ． ２次評価 意見（check） 対応方針（act） 

１ 

成果指標「スポーツを定期的に行う割

合」が８年連続でＢ評価であり、目標未達

成である。この目標値・指標は「教育局」

が自ら設定し、その達成を市民と約束した

ものであり、施策の成果を示すために目標

達成を図られたい。実施するさまざまな事

業は、成果達成のための手段という位置づ

けにあり、事業実施の結果としてどれだけ

成果を達成したかが問われるということ

を十分に留意されたい。 

成果指標「スポーツを定期的に行う市民の

割合」については、２０～５０歳台の働き盛

り・子育て世代における割合が低迷している

ことが、実績値を押し下げる要因となってい

る。 

そのため、親子をターゲットとしたスポー

ツ教室や親子で楽しめるイベントを充実し

ていくとともに、健康づくり部門と連携し、

健康な職場づくりに関する普及啓発や通勤

時間、休憩時間等に簡単に取り組めるスポー

ツの普及啓発を推進し、働き盛り・子育て世

代のスポーツ実施率の向上を図っていく。 

２ 

スポーツクラブの創設支援など積極的

に取り組まれているが、各種のスポーツ支

援サービス提供にとどまらず、活発なスポ

ーツ活動を次世代に引き継いでいくため

にはスポーツの経済的効果を視野に入れ

てスポーツ産業の集積を図る方策を検討

されたい。 

スポーツの経済的効果を視野に入れた施

策の推進について、現在、策定を進めている

令和２年度からを計画期間とする「スポーツ

推進計画」に新たに位置付ける予定でおり、

スポーツをきっかけとした市外からの来訪

を促進し、交流の機会を創出するとともに、

経済の活性化を目指していく。 

具体的には、湖水や山なみなどの地域特性

を生かした大会、大規模スポーツ施設やホー

ムタウンチームを活用した集客性・話題性に

優れたイベントや大会の開催を中心に、地域

の魅力的なスポーツ資源を生かしたスポー

ツツーリズムを推進していく。併せて、スポ

ーツを核としたにぎわいやコミュニティの

創出など、スポーツによるまちづくりの取組

を推進していく。 
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３ 
高齢者のスポーツ参加率が低下してい

るため、具体的な対応策を検討されたい。 

高齢者のスポーツ実施率は、平成３０年度

は低下したものの、直近５年間では、毎年増

減を繰り返しつつも増加傾向にある。 

健康志向の高まりから、健康づくりとして

のスポーツに対する需要が高まっていると

考えられ、引き続き、高齢者のニーズに応じ

たスポーツ教室を充実していくとともに、ス

ポーツや健康に関わるイベント・事業の実施

に当たっては、健康づくり部門と連携した取

組を推進していくことにより、高齢者のスポ

ーツ実施率の更なる向上を図っていく。 

４ 

学校現場の働き方改革が求められてい

る中、学校体育施設開放事業の手法につい

ては、学校や教員の負担軽減に向けて積極

的に検討されたい。 

学校体育施設開放事業については、学校現

場の負担を軽減できるよう、利用団体の対応

や学校への情報提供等を行っているが、今後

も学校現場の負担軽減に留意しながら、事業

に取り組んでいく。 

５ 

将来、オリンピック・パラリンピックを

目指す人材の発掘と育成および施設の整

備に期待する。 

トップレベルで活躍する人材について、引

き続き情報収集に努めるとともに、技術・競

技力の強化に取り組むスポーツ団体への支

援や全国大会等への出場支援に取り組んで

いく。 

日本水泳連盟による国際公認を取得して

いるさがみはらグリーンプールや、全国でも

数少ない設備を備えた小山公園ニュースポ

ーツ広場は、練習拠点としている選手の中か

ら、国際レベルで活躍するトップ選手を輩出

しており、今後もトップレベルの選手の育成

のために、維持・保全を行っていく。 
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施策番号 ２０ 施策名 文化の振興 

１次評価 Ａ 施策所管局 市民局 

２次評価 Ｂ 局・区長名 樋口 一美 

 

Ｎｏ． ２次評価 意見（check） 対応方針（act） 

１ 

成果指標「文化・芸術に親しんでいる市

民の割合」及び業績評価指標「市民文化祭

への参加者数及び入場者数」は３年連続Ｂ

評価、業績評価指標「文化財普及活動への

ボランティア参加者数」は２年連続Ｂ評価

で、いずれも目標達成されていない。「市

民局」が施策の最終目標として自ら設定

し、その達成を市民と約束した目標値・指

標であり、市民に説明責任を果たすために

も目標達成されたい。実施する様々な事業

は、成果達成のための手段という位置づけ

にあり、事業実施の結果としてどれだけ成

果を達成したかが問われるということを

十分に留意して、成果達成に焦点を合わせ

た事業推進を図られたい。 

市民文化祭については、新たに駅前デッキ

に横断幕を設置し市民周知と集客力の強化

を図るとともに、令和 2 年度より舞台パフォ

ーマンスの部門を新設し、若年層の参加を促

進するなど、より幅広い方々に参加いただけ

るよう改善を図る。 

 文化財普及活動を行うボランティアにつ

いては、令和元年度に新たに 15 名が登録さ

れた。目標の達成に向け、登録者数の増加と

文化財公開施設等における活用事業の充実

を図る。 

 身近な地域での文化活動の活性化に向け、

専門職を活用し市民文化団体への活動支援

を強化するほか、市 HP での市民団体のイベ

ント情報の掲載（R 元年実施済）や SNS を活

用し、文化情報全般の情報発信の強化を図

る。 

また、芸術家を学校に派遣する学校訪問事

業等の地域文化教育についても充実を図る。 

２ 

業績評価指標「市内文化施設で行ってい

る自主事業の入場者数」はＡ評価で目標達

成されているものの、５年連続で実績値が

目標値を大きく上回っており、市民からす

れば次年度の目標値がなぜ今年度の実績

値よりも低いのかという疑問が生じる。設

定した目標値を再検討し、その根拠、その

妥当性を明らかにされたい。 

平成 31 年度の目標値については、指定管

理者と協議の上、近年の実績(平成 27～30 年

度の平均。ただし、平成 29 年度については

周辺ホールが複数改修工事を行ったなどの

外部要因で急増したため外れ値として除外)

に基づき 90,000 人へと上方修正する。 
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３ 

総合評価が自己評価でＡとされている。

だが、施策の最終的な成果を示すものとし

て設定された成果指標「文化・芸術に親し

んでいる市民の割合」が３年連続で目標達

成されていないという事実からすれば、あ

まり改善が進んでいずＢ評価にとどまる。

施策の最終的な成果を示すものとして「市

民局」が自ら設定した成果指標が目標達成

されていず、またそれを補完する業績評価

指標の結果も前述のようである。文化担当

セクションの実施するさまざまな事業は、

最終的な成果達成のための手段という位

置づけにあり、事業実施の結果として市民

と約束した成果目標及び業績目標をどれ

だけ達成したかが問われるということを

十分に留意して、成果達成に焦点を合わせ

た事業推進を図られたい。 

市民文化祭については、新たに駅前デッキ

に横断幕を設置し市民周知と集客力の強化

を図るとともに、令和 2 年度より舞台パフォ

ーマンスの部門を新設し、若年層の参加を促

進するなど、より幅広い方々に参加いただけ

るよう改善を図る。 

 文化財普及活動を行うボランティアにつ

いては、令和元年度に新たに 15 名が登録さ

れた。目標の達成に向け、登録者数の増加と

文化財公開施設等における活用事業の充実

を図る。 

 身近な地域での文化活動の活性化に向け、

専門職を活用し市民文化団体への活動支援

を強化するほか、市 HP での市民団体のイベ

ント情報の掲載（R 元年実施済）や SNS を活

用し、文化情報全般の情報発信の強化を図

る。 

また、芸術家を学校に派遣する学校訪問事

業等の地域文化教育についても充実を図る。

（再掲） 

４ 

「改正文化芸術基本法」はまちづくり、

産業、観光など多様な分野と連携して地域

振興と結びつけた文化政策の推進を求め

ており、また「文化経済戦略」（内閣府、

文化庁）は文化関連産業の発展や文化活動

の経済的波及効果に着目して芸術・文化の

継承・発展を図る文化政策の推進へと舵を

切っている。その狙いは、従来の保護最優

先から地域振興に結びつけて次世代に受

け継ぐ文化の振興にある。こうした近年の

文化政策の動向に注目すると、単に芸術・

文化サービスの充実にとどまらず、文化産

業の振興により多様な文化産業の集積を

図り、活気のある文化を次世代に引き継ぐ

という文化政策の推進が求められる。 

文化資源と大学や企業等を結び付け、新た

な価値や魅力を創出する取組を進めるため、

アートラボはしもとや市民文化財団など専

門機関においてニーズの把握に努めるとと

もにマッチング機能の強化を図る。 

 文化を支える様々な主体と連携し、市内に

存在する文化資源を活用した地域振興を図

るとともに、集客が見込まれるイベント等と

連携して文化事業を実施する。 
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５ 

文化財等は他の自治体と同様なものが

いくつか見られる。事業費が毎年増加して

いる中、保存整備については保存物の精査

と事業費の課題を鑑みつつ実施されたい。 

文化財については、引き続き市条例に基づ

く基準や、文化財保護審議会への諮問等を通

じて、その価値を適切に評価した上で指定・

登録を行う。また、保存整備事業については、

個々の文化財の保存状態や活用の状況等を

鑑み優先順位を精査した上で実施していく。 

６ 

大学などとの連携により文化活動への

参加を促進していくとされているが、近隣

の美術・芸術関連大学へのヒアリング等を

実施し、課題を明確にした上で事業推進を

図られたい。また、文化財については市立

博物館と連携した分析も実施されたい。 

現在、アートラボの再整備に向けた新しい

連携の在り方について各大学と協議を進め

ている。 

 また、オリンピック・パラリンピック競技

大会を契機とした写真文化の振興における

新たな連携事業も検討を進めている。 

 文化財については、津久井城の調査などに

おける、文化財の調査研究や保存・活用につ

いて、発掘調査成果の展示など博物館とさら

に連携を強化する。 

７ 

JAXA は国の最先端技術研究機関であ

り、本市は JAXA から文化・教育における

最高の恩恵を得ることができ、その活用に

向けて積極的な連携を推進されたい。 

JAXA の研究者を招いた講演会やワークシ

ョップなどを市内文化施設で実施していく。 

 また、連携強化に向けた協議会を実施する

予定であり、協力強化に向けた要請を行って

いく。 

８ 

文化・芸術に親しんでいる市民の割合を

高めるには、総合的な美術館の整備は効果

的である。事業の推進にあたっては、美術

系大学とのヒアリングを実施し、さらに、

既存の美術館の運営管理調査の実施を考

慮した上での推進を検討されたい。 

収蔵美術品展については、昨年度から開催

回数を大幅に増やす（年１回⇒年 4 回）など、

既存の文化施設を用いて充実を図ったとこ

ろ。 

 また、こうした催しの情報を、今後 SNS な

どを活用し、より広く周知していくことで、

市民が身近な場所で優れた芸術に触れる機

会を提供し、文化を身近に感じる環境づくり

に努めるとともに、文化芸術鑑賞拠点の充実

に向けた検討を進めていく。 
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基本目標Ⅲ やすらぎと潤いがあふれる環境共生都市           

施策番号 ２９ 施策名 人と自然が共生する環境の形成 

１次評価 Ａ 施策所管局 環境経済局 

２次評価 Ａ 局・区長名 岡 正彦 

 

Ｎｏ． ２次評価 意見（check） 対応方針（act） 

１ 

成果指標「緑地率」は４年連続Ｂ評価で

目標達成されていない。成果指標は施策の

最終的な成果を示すものであり、市民に対

する説明責任を果たす上でもその目標達

成を図られたい。 

緑地率は、４年連続 99.9％となっている

が、街区公園等の増加と保安林等の減少が相

殺されて 99.9％となっている。 

今後は、公園等の確保を継続しながら、保安

林等の減少を抑制できるよう関係機関との

連携を図りながら目標達成に努める。 

２ 

緑地保全への市民参加に力が入れられ

ていることは評価できる。今後、人口減

少・高齢化により財政資源が厳しくなる情

勢にあり、緑の保全・創造のための主体的

な緑化政策の立案により緑化の推進を図

られたい。「都市緑地法」の①緑地保全地

区の指定、②特別緑地保全地域の指定、③

緑化協定の締結、④空き家、空き地など民

有地の公共的利用を図る市民緑地制度の

活用など体系的な取組が求められる。特別

緑地保全地域の指定やホタル条例による

区域指定はされているようであるが、その

他の項目の活用が見られない。また、リニ

ア中央新幹線の整備等による地価高騰の

影響等により市街化区域内の緑地等の宅

地化も懸念されるが、緑空間はいまや都市

生活に欠かせぬインフラであり、その保全

を図られたい。市街化区域内の空き家、空

き地を利用したコミュニティ・ガーデン

（都市農園）づくりも有効である。 

第２次相模原市水とみどりの基本計画・生

物多様性戦略（令和２年３月策定予定）にお

いて、本市域における市街化区域を「緑化重

点地区」と定めることとしている。 

市民緑地認定制度は、緑化重点地区の区域内

で設定することができる制度であり、今後、

上記計画の施策を展開する中で、民有地の土

地所有者や事業者等へのＰＲ活動を行うこ

とによって、事業用地の空地や空き地等を活

用した緑空間の保全、再生又は創出に努め

る。 

３ 

生物絶滅に対する対策を企業や自治体

の努力義務とする「生物多様性基本法」は、

都市開発事業でも鳥や昆虫の集まりやす

い環境づくり等を求めているが、そうした

観点からの具体的な取組がみられない。都

第２次相模原市水とみどりの基本計画・生

物多様性戦略（令和２年３月策定予定）にお

いて、生物多様性に関する知識を深めるため

の庁内研修の実施や、市民協働による生物の

生息・生育に関する情報の蓄積といった施策
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市空間全体を生態的に健全なものとする

という発想で具体的な取組を進められた

い。 

を位置付けており、これらの取組を推進する

ことによって、多様な生物と共生する環境づ

くりに繋がるよう努める。 

４ 

成果指標「緑地率」が量的な成果指標と

なっているが、現状維持が目標となってお

り、環境保全重要度の指標とは言い難いた

め、生物多様性等の視点から環境保全重要

度を反映した量的指標が必要である。ま

た、緑地のまとまり・つながりや、グリー

ンインフラとしての機能を反映した成果

指標も必要であり、見直しを検討された

い。 

生物多様性やグリーンインフラの視点か

ら考えると、行政だけでなく、市民との協働

によるみどりの保全や活用が重要な要素と

なる。 

次期総合計画においては、生物多様性の認

知度や都市緑化に関する活動への参加者数

を成果指標として設定し、概念や考え方の浸

透度を計るほか、既存施設やみどりを有効に

活用するための取組の検討等を進めていく。 

５ 

業績評価指標「市民協働による緑地・河

川敷の維持管理面積」は、現状維持が目標

ではなく、プラスに設定する若しくはプラ

ス評価もできる指標とするよう見直しを

検討されたい。 

市民協働の観点では、維持管理面積ではな

く、市民の主体性を問う成果指標の方がより

成果指標としての意義を見出せるため、次期

総合計画における成果指標として「都市緑化

に関する活動への参加者数」を設定していく

こととしている。 

６ 

生物多様性と有害鳥獣の捕獲の調整は、

市民協働事業として実施し、解決策を検討

されたい。 

アライグマのように、生活・農作物被害を

及ぼす有害鳥獣であり、かつ生態系への影響

を及ぼす特定外来生物であれば、市が捕獲を

行うほか、希望する市民への捕獲許可を行

い、協働して防除を行っている。 

ニホンジカやニホンザル等の在来種は、農

業被害を及ぼす有害鳥獣ではあるものの、生

物多様性の保全という観点では、保全すべき

生物であることから、人と自然や生物との共

生に向けた取組として検討を進めていく。 
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施策番号 ３０ 施策名 生活環境の保全 

１次評価 Ａ 施策所管局 環境経済局 

２次評価 Ａ 局・区長名 岡 正彦 

 

Ｎｏ． ２次評価 意見（check） 対応方針（act） 

１ 

成果指標「大気・水質規制基準適合率」

が、３年連続でＢ評価と目標未達成となっ

ており、市民との約束を果たす上で目標達

成に努められたい。 

継続して規制対象事業者への立入検査を

行い、適正な管理運営を促すよう指導してい

く。また、基準を超過した事業所に対しては、

再発防止のため対策の実施状況の確認を行

う。 

２ 

生活環境の保全（環境汚染対策）に、「適

正な水循環の確保」が含まれているが、分

流化に関するものに留まっている。これら

は取組のレベル、方法が異なる課題であ

り、混合しない方が良い。指標、目標・実

績、自己評価にわたり、環境汚染対策は明

確化されているのに対し、水循環に対して

は記載がないものが多く、ＰＤＣＡを的確

に回していると判断し難い。健全な水循環

に関する施策に関しては、水源林に関する

施策や水害対策における流域対策、緑地整

備の施策と統合させ、グリーンインフラ関

連施策として横断的に体系化すべきであ

る。 

健全な水循環に関する施策に関しては、総

合計画の部門別計画である「第３次環境基本

計画（令和２年３月策定予定）」の基本目標

「水源を育み 恵み豊かな自然を次世代へ」

の中で、「緑地の保全」や「水循環機能の向

上」などを取組方針として掲げ、水源林に関

する施策や水害対策における流域対策、緑地

整備の施策に取り組んでいく。 

３ 

実績として大気、水質の規制基準ともに

基準違反が見られているが、各事業所が自

ら基準測定を行い市に報告する等といっ

た、違反の未然防止策を検討されたい。 

測定義務のある事業所は、結果を保管する

こととなっており、立入検査時に確認してい

る。また、測定義務のない事業所には、適宜、

立入検査を行うことにより管理運営状況を

確認するとともに、適正な管理のための自主

的取組を促していく。 
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４ 

光化学オキシダントとアスベスト公害

は環境問題の大きな課題である。アスベス

ト公害については法的規制で減少してい

るが、光化学オキシダント対策について

は、国の環境基準に捉われない独自基準を

設けるなど、積極的な取組を検討された

い。また、広域的な取組が必要であること

から、他自治体等と連携した取組を図られ

たい。 

引き続き、大気環境の監視及び九都県市と

して大気環境の改善に向け国への提案活動

を行うとともに、近隣自治体と連携し排出ガ

ス等の低減に向け広報活動等を実施してい

く。 

５ 

「施策を構成する主な事業」で環境監視

測定事業が重複しており、「再掲」と明記

されたい。 

「再掲」と明記する。 
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施策番号 ３２ 施策名 雇用対策と働きやすい環境の整備 

１次評価 Ａ 施策所管局 環境経済局 

２次評価 Ａ 局・区長名 岡 正彦 

 

Ｎｏ． ２次評価 意見（check） 対応方針（act） 

１ 

働きやすい環境の整備には、男女が無理な

く働ける社会の実現が求められ、そのために

は企業の就業環境の改善が必要とされる。現

状では企業の表彰とパンフレットの作成など

が試みられているようであるが、もう一歩踏

み込んだ積極的な対応を図られたい。 

市内企業の就業環境の現状や行政に求

める支援等の把握に努め、庁内各課や関

係機関と連携しながら、効果的な取組を

推進する。 

２ 

全般に優れた成果が得られている。これか

らは、少子化対策への貢献という観点からも、

ワークライフバランス改善に向けた施策推進

を一層図られたい。 

仕事と家庭両立支援推進企業表彰で

は、従業員の子育てを応援する制度や取

組を評価項目とするなど、少子化対策の

観点を含むものと考えている。今後も、

子育てなどの家庭生活と職業生活の両立

の実現に向けた周知・啓発等を行う。 

３ 

仕事と家庭両立支援事業について、女性を

主な対象とした事業展開ではなく、男性も共

に子育てや介護を行っていけるような労働環

境整備に向けた取組を推進されたい。 

仕事と家庭両立支援事業では、これま

でも男性を対象とした育児に関する講座

等を行ってきた。今後も、性別や世代を

問わず多様な方々を対象とした事業を展

開し、誰もが働きやすい環境整備を図る。 

４ 

女性の社会進出や共働き世帯が増加など、

人々の生き方の多様化時代にあって、柔軟な

働き方を求めている人に対応するため、育児

休業の取得や保育の受入等といった社会的基

盤の整備、推進に向けた具体的な対応策を検

討されたい。 

仕事と家庭生活の両立に向けた育児休

業の取得推進等の環境整備については、

国において各種助成制度等が設けられて

いることから、市としては、ワーク・ラ

イフ・バランスの理念や支援制度等につ

いて市民や市内企業向けの周知・啓発を

図るため、引き続き必要な取組を推進す

る。 
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５ 

若年無業者、フリーターへの就労支援は評

価できるが、就労した後のフォロー体制を企

業側と連携する必要がある。引きこもり状態

の方に対しても、福祉部門と連携した支援に

取り組まれたい。 

支援対象者の就業後のフォローについ

ては、自立促進という点に鑑み、本人と

企業との間に入った積極的な支援は行っ

ていないが、本人の希望に応じた個人面

談等による支援を行っている。また、引

きこもり状態の方に対する支援について

は、子ども・若者支援協議会における福

祉部門等の関係機関との情報交換等によ

り連携を深め、効果的な支援に努めてい

る。 

６ 

就労支援の充実に向けて福祉分野等との連

携を謳っているが、雇用政策に対する市の姿

勢に曖昧さが窺えるため、市が主体的・積極

的に行うべき雇用政策のビジョンを明確にさ

れたい。 

市では、就労意欲のある全ての人が個

性や能力に応じて働けるようきめ細かな

支援を行っている。特に、総合就職支援

センターにおいては、国（労働局）との

協定により、若年者やひとり親に対する

キャリアカウンセリングなどを市の役割

として明確化し、両者による一体的な支

援に取り組んでいる。 

７ 

市職員の障害者雇用率が低い実態があるた

め、市職員の障害者雇用率の改善に向け、障

害の種類や程度、個々の能力に応じた個別具

体的な環境整備等の取組を引き続き推進され

たい。 

障害のある職員と共に働く同僚や上司

の障害に対する理解を深め、温かく見守

り、支援する応援者となるよう、研修等

を実施するとともに、障害のある職員本

人からの相談を受け、職場への適応を円

滑に進めるための助言や支援の更なる充

実を図るほか、障害のある職員が働きや

すい職場環境を整えるための機器の導入

及び設備の改善等の取組を推進する。 
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施策番号 ３７ 施策名 魅力ある観光の振興 

１次評価 Ｂ 施策所管局 環境経済局 

２次評価 Ｃ 局・区長名 岡 正彦 

 

Ｎｏ． ２次評価 意見（check） 対応方針（act） 

１ 

業績評価指標「観光人材育成研修の参加

者」に対応する成果指標が設定されていな

いが、どのような成果を達成するために業

績評価指標が設定されているのかが市民

に分かるように体系の明確化を図られた

い。 

業績評価指標「観光人材育成研修の参加

者」は、成果指標「入込観光客数」に対応す

るものであるとして、施策体系を明確化する

よう表記を改める。 

２ 

成果指標「入込観光客数」が３年連続で

Ｃ評価であり、しかも達成率は低下傾向に

ある。もう一つの成果指標「１人あたり観

光客消費額」も３年連続Ｂ評価で目標達成

されていない。また、業績評価指標「相模

原市観光協会ホームページアクセス数」も

３年連続で目標達成されず、最新年度はＣ

評価に落ち、しかも達成率は低下傾向にあ

る。これらは、「環境経済局」が自ら目標

値・指標を設定し、市民とその達成を約束

したものであり、施策の成果について市民

に対してきちんとした説明責任を果たす

ためにも目標達成されたい。 

2020 年東京オリンピック・パラリンピッ

クの開催に向け、外国人観光客を主ターゲッ

トに近隣都市と進めている広域連携事業や、

市民協働提案事業を活用した高尾山登山客

の誘客を促す環境整備事業等を進めており、

今後も目標達成に向け引き続き取り組んで

いく。 

なお、観光行事における天候等の影響など

による年ごとの増減があることから、中長期

的な視点から成果を検証すべきものと考え

る。 

３ 

総合評価の自己評価はＢ評価となって

いる。だが、前述の成果目標、業績目標の

達成状況から判断するとＣ評価が妥当で

あり、担当セクションの奮起を期待した

い。 

今後、少子高齢化が進行する中、地域の再

生や活性化の有力な手段として、観光に対す

る期待がますます高まり、訪日外国人観光客

の増加などを背景として、国内外の観光客の

獲得に向けた都市間の競争が激しくなるこ

とから、観光を産業の柱の一つと見据え、本

市の個性を際立たせるような、新たな視点に

よる観光施策を推進する。 

４ 

個人旅行中心の時代で、体験型観光の増

加や経験価値の重視など、観光ニーズは多

様化している。外国人も含めて、魅力的な

「シナリオ」を用意する必要がある。一方

で、特定時期に特定イベントに観光客が集

中すると、交通渋滞などにより十分に集客

年間を通じて一定の観光客と観光消費を

受け入れて需要を平準化させることは、観光

客にとっては、ゆとりある快適な旅の実現の

ほか、受け入れ側としては、安定した収入の

確保に繋がる等メリットがあることから、需

要の平準化にも留意しつつ施策を推進して
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できないという課題もあるため、需要の平

準化も重要であることに留意されたい。 

いく。 

５ 

取組の方向「都市の魅力と豊かな自然資

源を生かした観光振興」に、「自然や歴史、

文化を生かした体験・交流型のプログラム

の提供」とあるが、このような観光の質（魅

力向上）に関する目標の設定を検討された

い。 

観光の質に関する目標の設定として、体

験・交流型のプログラムの参加者に対するア

ンケート等の実施による満足度調査につい

て検討する。 

６ 

観光振興をどのように展開していくか

という施策構造が明確になっていない。ど

のような効果を見込んでどのような取組

を進めるのかという点を明らかにした上

で、エコツーリズムやアグリツーリズムな

ど、観光振興に関する主体的な観光政策の

立案により体系的な魅力づくり方策を検

討されたい。また、観光振興では、“観光

客の増加”は手段であり、“地域が潤うこ

と”が目的である点に留意されたい。様々

な産業や施設、市民を含む担い手が一体と

なって観光振興に関わっていく事業展開

を検討されたい。 

現在、令和 2 年度を計画開始年度とする

「第 3 次相模原市観光振興計画（案）」の策

定を進めている。 

その中で、目指すべき将来像の一つとし

て、「国内外からの交流人口の増加に伴う、

既存産業の発展や新たなビジネスチャンス

の創出によって、地域経済の活性化が促進さ

れている」ことを掲げているほか、目指すべ

き将来像の実現に向けた基本方針として、

「地域主導型の推進体制づくり」、「多様な産

業との連携による観光交流の創出」を定めて

おり、これらの方針に基づき、多様な担い手

と一体となって施策を推進することで、観光

による交流人口を増加させ、地域経済の活性

化を促進させていく。 

７ 

観光施策には、魅力的な景観の形成な

ど、都市計画施策との関連性が強く、横断

的な取組を具体化されたい。 

豊かな自然と調和し、点在する歴史的・文

化的資源を生かした景観形成など、庁内横断

的な取組を進めていく。 

８ 

民間活力の活用について、より積極的な

企業との連携によるプロモーション等を

検討されたい。 

民間企業も会員として多く在籍する市観

光協会の協力を得ながら、企業との連携によ

るプロモーション等を検討する。 
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基本目標Ⅳ 活力にあふれ多様な交流が生まれる広域交流拠点都市        

施策番号 ３９ 施策名 広域交流拠点都市にふさわしい都市拠点の形成  

１次評価 Ａ 施策所管局 都市建設局 

２次評価 Ａ 局・区長名 田雜 隆昌 

 

Ｎｏ． ２次評価 意見（check） 対応方針（act） 

１ 

橋本駅周辺地区整備促進及び相模原駅

周辺地区の整備促進など３つの駅周辺整

備事業の取組の方向をみると、他の大都市

と同様のものがイメージされているよう

に感じる。だが、それでは人や企業を引き

つける吸引力をもたず、むしろ東京都心に

吸い取られるだけであり、相模原市の個

性、独自性を際立たせた整備を図られた

い。 

【橋本】 

 橋本駅周辺地区については、周辺部が工業

系の用途とされ、産業集積やインキュベーシ

ョン（起業支援）施設の立地があることから、

リニア新駅や圏央道相模原 IC との近接性を

生かし、産業交流拠点、イノベーション拠点

としての機能集積を図るなど、県内唯一のリ

ニア新駅が設置される機会を生かした特色

あるまちづくりを進める。 

【相模原】 

相模原駅周辺地区については、隣接する橋

本駅にリニア中央新幹線の新駅が設置され

ることや、小田急多摩線の延伸、相模総合補

給廠の全面返還の可能性など、他の地域には

無い特性や高いポテンシャルを有している

ため、それらを生かし、市民の皆様の御意見

を伺いながらまちづくりの検討を行ってい

る。 

令和２年度は、今年度策定予定の相模原駅

北口のまちづくりコンセプト案をもとに市

民が中心となった会議体で、駅北口に必要な

機能を改めて検討する。 

【相模大野】 

 相模大野駅周辺地区については、本市南部

の玄関口としてふさわしい個性と魅力にあ

ふれたまちづくりに向けて、商業・文化の核

（伊勢丹・グリーンホール相模大野）、商業・

交通の核（小田急相模大野ステーションスク

エア）、魅力づくりの核（ボーノ相模大野）

を整備し、「三核構造のまちづくり」を実現

してきた。 

 引き続き、「三核構造のまちづくり」のコ
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ンセプトを踏まえ、まちのにぎわいや回遊性

をさらに高め、持続可能なまちづくりに取り

組んでいく。 

２ 

橋本駅南口、相模原駅北口、相模大野の

伊勢丹（撤退後）跡地についてのビジョン

とスケジュールを明確にされたい。 

【橋本】 

 橋本駅南口の整備については、優先的に土

地利用を図る重点地区として位置づけ、令和

９年のリニア中央新幹線の開業を見据え、検

討を行っている。 

 令和２年度は、都市基盤整備に係る大規模

事業評価を実施し、今後の都市計画決定や事

業認可後の速やかな事業実施に向け、調査や

協議を行う。 

【相模原】 

 相模原駅北口の整備については、今年度、

市民アンケートや有識者ヒアリングなど、ま

ちづくりのコンセプト案の策定に向けた取

組を進めている。 

令和２年度は、市民が中心となった会議体

で導入機能をまとめた土地利用方針を定め

たいと考えている。 

その後、具体的な導入施設等について検討

を行い、土地利用計画を策定し、令和４年度

を目途に国有財産審議会に諮れるよう進め

たいと考えている。 

【相模大野】 

伊勢丹の撤退後の跡地を含め、相模大野駅

周辺地区全体を面として捉えたまちづくり

をあらためて検討する必要があると考えて

いる。 

 検討にあたっては、庁内に横断的な組織を

立ち上げ、地域との連携を図りながら、魅力

と風格のあるまちづくりに向けた検討を進

めている。 

 スケジュールについては、今後の伊勢丹の

撤退後の土地利用の進捗を踏まえながら、適

切に対応していく。 

３ 

経済的な活力を見る上で、路線価は毎年

度公式統計が公表される重要なデータで

ある。業績評価指標「相模大野駅周辺の通

行量」は、３年に一度の測定と設定されて

 相模大野駅周辺地区の整備促進について

は、次期総合計画基本計画(施策２４)におい

て、指標を設定しないこととしている。 

市街地の整備は、その効果の発現に長期的
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おり、これを補完する意味でも路線価によ

る達成度の捕捉を検討されたい。 

な時間を要し、成果指標の設定が馴染まない

ことから、次期総合計画基本計画においては

設定しないこととした。 

４ 

橋本駅周辺整備事業はリニア中央新幹

線駅の設置と連動して、駅南側の車道幅の

拡張や歩行者用高架コンコース等の整備

を含めて幅広く検討されたい。 

 橋本駅南口の都市基盤については、令和９

年のリニア中央新幹線の開業を見据え、検討

を行っている。 
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施策番号 ４０ 施策名 新たな産業拠点の形成と地域の拠点の形成 

１次評価 Ｃ 施策所管局 都市建設局 

２次評価 Ｃ 局・区長名 田雜 隆昌 

 

Ｎｏ． ２次評価 意見（check） 対応方針（act） 

１ 

成果指標「インターチェンジ周辺の企

業立地件数」が３年連続Ｂ評価で推移し

ている。これは、施策の最終的な成果と

して達成を市民と約束したものであり、

目標達成を図られたい。 

麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理

事業については、大量の地中障害物の発出に

伴い処理方法や費用負担等について現在の取

扱方針では対応できない事例が生じたこと等

から令和元年６月に一時立ち止まり、検証組

織による検証を進めている。１１月の検証経

過の報告では、再開にあたっては事業計画の

変更を検討したうえで慎重な判断が必要との

方向性が示されており、事業計画の変更等に

向け必要な課題の整理及び課題の解決に向け

た取組を進める。 

また、相模原インターチェンジ周辺新拠点

まちづくり事業については、地元検討組織と

ともに引き続き事業実施に向けた検討を進め

る。 

２ 

業績評価指標「土地区画整理事業にお

ける使用収益開始面積」が目標未達成で

あり、しかもＣ評価である。目標達成を

図られたい。 

麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理

事業については、大量の地中障害物の発出に

伴い処理方法や費用負担等について現在の取

扱方針では対応できない事例が生じたこと等

から令和元年６月に一時立ち止まり、検証組

織による検証を進めている。１１月の検証経

過の報告では、再開に当たっては事業計画の

変更を検討したうえで慎重な判断が必要との

方向性が示されており、事業計画の変更等に

向け必要な課題の整理及び課題の解決に向け

た取組を進める。 
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施策番号 ４５ 施策名 安全で快適な住環境の形成 

１次評価 Ｂ 施策所管局 都市建設局 

２次評価 Ｂ 局・区長名 田雜 隆昌 

 

Ｎｏ． ２次評価 意見（check） 対応方針（act） 

１ 

業績評価指標「マンション管理セミナー

参加者数」に対応する成果指標が設定され

ていない。どのような成果を達成するため

に業績評価指標が設定されているのかが

市民に分かるように体系の明確化を図ら

れたい。 

「マンション管理セミナー参加者数」はマ

ンション管理・運営に対する意識の醸成・向

上を図る指標として設定したものであるた

め、セミナー参加者の行動により自己のマン

ションの管理等の改善が図られた事例を成

果指標とするなど、成果と評価の設定が明確

となるよう検討する。 

２ 

成果指標「住宅の耐震化率」が、３年連

続Ｂ評価で目標未達成であり、市民と約束

したとおり目標達成を図られたい。また、

毎年成果を公表して市民に説明責任を果

たさねばならず、評価時期に合わせて数値

が得られるような成果指標を検討された

い。「住宅の耐震化率」は参考指標として

調査年度ごとでの公表が求められる。 

耐震診断等補助制度の広報を通じた市民

全体への周知に加え、過去の耐震診断実施者

への個別周知の実施とともに、耐震改修費用

に負担を感じている補助対象者に対し耐震

シェルター等の一部屋耐震に関する補助制

度の周知方法を検討する。また、令和２年度

の市耐震改修促進計画の改定に合わせ、税務

部門と住宅の除却や建て替え時の課税にか

かる課題の整理及び耐震化率の算定基礎情

報の提供時期を調整し、評価時期に合わせた

成果指標を検討する。 

３ 

市営住宅の供給に力を入れるというこ

とであるが、今日、住宅総数が世帯総数を

上回り空き家が増え、国も空き家を準公共

住宅として活用するという方向を示して

いる。今後、人口減少・高齢化で空き家、

空き室の急増が予想される。空き家等の活

用で建設コストを抑えたり、団地の空き室

を介護支援施設、認知症支援施設等に切り

替えたり、既存施設を活用するリノベーシ

ョンの時代にあり、従来型の住宅政策の発

想を切り替える必要がある。 

民間賃貸住宅の空き家・空き室を活用し、

低額所得者、高齢者などをはじめとする住宅

確保要配慮者の入居を拒まないセーフティ

ネット住宅の登録を促進し、公的賃貸住宅と

の両輪による重層的な住宅セーフティネッ

トの構築を図り、令和 9 年度までに 500 戸の

登録を目指すため、年間約 60 戸の登録を目

標とする。 

人口減少により市営住宅需要が減少する

と予想されることから、適正な管理戸数へと

削減しながら、今あるストックを総合的に活

用し、供給できるよう見直す。 

令和５年度から１５年度までの期間、スト

ック数削減のため、随時、契約期間満了とな

る借上げ住宅を返還していく。 
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適正な管理戸数へと削減するため、従来型

の住宅政策を切り替える。 

４ 

地区計画や建築協定は、良好な住環境の

保護という面では大きな効果を持つが、一

方で、住宅以外の用途を認めない住宅地形

成となりがちである。今後、人口減少・高

齢化が進行する社会においては、生活者の

ライフスタイルの変化に応じて必要とな

る福祉施設や店舗等の設置を阻み、柔軟な

都市空間の形成の阻害要因となる可能性

があるため、生活者のニーズに柔軟に対応

できる地区計画制度の運用を図られたい。 

地区計画や建築協定は目指すべき街の姿

に向け、地域住民が主体となって街づくりの

ルールを検討し、定めるもので、市は街づく

り活動推進条例に基づき、それらの取組に対

し、街づくりアドバイザーの派遣等の支援を

行っている。街づくりアドバイザーからは専

門的な見地で人口減少や高齢化への対応も

含めた地域の将来を見据えた的確なアドバ

イスをいただいている。 

今後も引き続き、街づくり活動推進条例に

基づき、地域の将来を見据えた住民主体の街

づくりを推進していく。 

５ 

マンション管理について相談やアドバ

イザー派遣を中心に取り組まれているよ

うであるが、今後はマンションの建替え問

題が増加してくると予想される。住民の合

意形成や資金負担などの難しい課題はあ

るが、成功例などを研究しつつ、今後は、

他の大都市でみられるように老朽化する

マンションの適正管理を促す条例を制定

し、管理組合に管理費や修繕積立金の報告

を義務付ける予防策の実施が求められる。 

これまでのマンション管理相談における

相談内容及び平成３０年度の市内マンショ

ンへの実態調査の結果等を分析し、本市のマ

ンションの課題を整理する。また、国のマン

ション施策や他市におけるマンション管理

に係る条例等の制定状況を研究し、新たなマ

ンション支援策について検討する。 

６ 

住民主体の住環境のルールを定めるこ

とは重要であるが、それ自体を目的化する

のではなく、行政と市民の連携による街の

環境の質の担保など、実質的な協働の目標

を設定することが重要である。行政だけで

は対応が難しい地域課題に対して、何を実

現していくのかという目的を明確にし、ど

のような住環境が形成・維持されているか

という質的な成果を把握した上で、取組を

推進されたい。 

住民主体による街づくり活動の取組は、街

づくりのルールを策定した後の運用や、その

実効性が重要と考えており、その成果を把握

し、共有することは自らの街への愛着につな

がるなど様々な効果があると捉えている。 

次期相模原市総合計画基本計画において

は、より質的な成果を把握するため住環境に

対する満足度等を指標化することとし、取組

を進めていく。 

７ 

地震の頻発が予想される昨今、住宅の耐

震化は、住んでいる人だけでなく、地域全

体に影響がある重要な課題であるので、市

民への普及啓発を継続しつつ、効果的な住

宅耐震化制度の導入も検討されたい。 

戸建住宅等の補助対象者への普及啓発活

動とともに、避難路沿道の住宅等の所有者へ

補助制度の周知及び申請サポートを実施す

る。 
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８ 

住まいのエコ・バリアフリー化への改修

費補助申請が低下しているため、改善策を

検討されたい。 

中古住宅を購入し、リフォームする若年・

子育て世帯に対する支援や高齢期を迎える

世帯に対するバリアフリーや断熱改修等へ

の支援等、新たな支援策について、令和３年

度からの実施に向けて検討を進めていく。 
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施策番号 ４６ 施策名 基地の早期返還の実現 

１次評価 Ａ 施策所管局 総務局 

２次評価 Ａ 局・区長名 熊坂 誠 

 

Ｎｏ． ２次評価 意見（check） 対応方針（act） 

１ 

相模総合補給廠の一部返還など成果を

上げているが、成果指標「基地の存在が日

常生活において支障があると感じている

市民の割合」はＢ評価で未達成であり、目

標達成に努められたい。 

市民の日常生活に騒音被害をもたらすヘ

リコプターによる飛行訓練や市民に不安を

与えるような訓練・演習や物資の備蓄等を行

わないよう、相模原市米軍基地返還促進等市

民協議会とともに要請等を行うことにより、

国及び米軍に対し、引き続き求めていく。 

２ 

相模総合補給廠の未返還地区において、

北側に位置する小山地区側は米軍施設が

少ないこともあり、ここが返還されれば東

西間の市民の交通網の大幅な改善が期待

される。したがって、当該地区に対する部

分返還又は共同使用に向けて、国と米軍へ

の陳情アクションに係わる施策を起こし

ていく必要がある。 

相模総合補給廠をはじめとする市内米軍

基地の機能、必要性、利用状況等を点検し、

その更なる返還をはじめ、市民生活の不便解

消や、計画的なまちづくりを進める上で障害

となっている箇所の返還又は共同使用を実

現するよう、国及び米軍に対し、引き続き要

請していく。 

３ 

南北道路、東西道路の暫定供用により、

近隣住民にとっては利便性の向上が図ら

れた部分はあるが、市全体としては一部返

還の実感はまだないのではないか。管理受

託部分の利用可能を広く市民に周知する

必要がある。 

管理受託部分の市民利用については、市の

ホームページによる周知を行っているとこ

ろだが、今後はより分かりやすい内容になる

ようホームページを更新するとともに、周知

媒体を増やす等の工夫を行うことにより、更

なる周知に努めていく。 
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基本目標Ⅴ 市民とともに創る自立分権都市                  

施策番号 ４９ 施策名 行政サービス提供体制の充実 

１次評価 Ｂ 施策所管局 市民局 

２次評価 Ｂ 局・区長名 樋口 一美 

 

Ｎｏ． ２次評価 意見（check） 対応方針（act） 

１ 

「『施策』、『成果指標』、『事務事業』及

び『総合戦略の位置づけ』の体系」におい

て“道路情報管理システム再構築事業”、

“公共建築物の長寿化計画の策定”の達成

すべき成果、業績がなく、どのような成果、

業績を達成するためにこれらの事業が設

定されているのかが市民に分かるように

体系の明確化を図られたい。 

＜道路情報管理システム再構築事業＞ 

市民サービスの充実を図るために、窓口の

みで提供している各種図面をインターネッ

トでも取得できるようにするための事業で

あり、次期総合計画においては、施策４４「効

率的な行政サービスの提供」に位置づけ、成

果指標としては「行政サービスの利便性満足

度」を設定していく。 

＜公共建築物の長寿命化計画の策定＞ 

新・相模原市総合計画後期実施計画におい

て、公共建築物の長寿命化計画の策定が事業

内容となっていた。次期総合計画において

は、施策４６「公共施設マネジメントの取組

の推進」に移行し、取組の方向として「２公

共施設の長寿命化による効果的・効率的な保

全」に位置付け、成果指標としては、「公共

施設の適切な維持・活用に対する満足度」を

設定していく。 

２ 

成果指標「求めている行政サービスが必

要なときに身近な場所で受け取ることが

できると感じている市民の割合」が８年連

続でＢ評価であり、市民と約束した目標達

成を図られたい。また、指標名が長すぎる

ので簡潔な表現にされたい。正確な指標名

は注で処理されたい。 

証明書の交付については、コンビニ交付サ

ービスを活用するよう、地域情報紙等、様々

な媒体を利用し周知を図るとともに、利用に

向けた実態を把握分析する。 

指標名を改め、次期総合計画において、令

和９年度には満足度が７３．１％になること

を目標として、「行政サービスの利便性満足

度」として指標を設定する。 

３ 

業績評価指標「諸証明書交付の全体数に

占める自動交付機等、窓口以外での交付件

数の割合」も２年連続でＢ評価であり、こ

れらの指標・目標値は「市民局」が自ら設

定したものであり、目標達成を図られた

コンビニ交付サービスの普及の前提とな

るマイナンバーカードの取得促進として、申

請補助説明会の開催回数を増やすとともに、

各区に臨時交付窓口等を開設して交付時間

を拡大する。 
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い。また、指標名が長すぎるので簡潔な表

現にされたい。 

指標名を改め、次期総合計画において、マ

イナンバーカードの普及によるコンビニ交

付数の増加などを踏まえ、「住民票の写し、

印鑑登録証明書を窓口以外で交付した割合」

として指標を設定する。 

４ 

窓口サービスの向上について、コンビニ

交付もよいが、インターネット（スマホ）

の使用だけで手続きが完結できるような

サービスの実現に向けた検討を図られた

い。 

市民が市役所の窓口へ出向くことなく、イ

ンターネット（スマホ）の使用だけで手続き

が完結できるサービス（電子申請等）の導入

を推進する。 

５ 

今後も、持続的な行政サービスを提供で

きる自治体運営を行っていくためには、隣

接する地域や同じ課題を持つ地域と連携

した対応も図られたい。 

戸籍住民事務運営協議会において、情報・

意見交換を行うとともに、県内指定都市や隣

接する自治体、同じ課題を持つ地域と必要に

応じて情報共有や課題の解決に向けた調整

を図る。 

６ 

証明書交付における自動交付機とコン

ビニ交付について、さがみはらカードとマ

イナンバーカードの使用区別の周知徹底

を引き続き実施されたい。 

令和元年６月末で自動交付機は廃止した

が、引き続きさがみはらカードが必要となる

ため、広報やホームページを通じて周知を図

るとともに、来所の機会をとらえて窓口での

案内も進めていく。 

７ 

区役所などにおけるサービスの充実に

ついて、区役所や出先機関は言うまでもな

く、各局が所管する “情報センター”や

“支援センター”、“相談センター”などの

センター機能についても、市民にきめ細か

いサービスが提供できるよう改善・強化を

目指されたい。 

市民ニーズや効率的な行政運営など様々

な観点から、提供する行政サービスや市民が

求める利便性など、各局が所管するセンター

機能なども踏まえて、区域における行政サー

ビスのあり方について検討を進める。 

８ 

城山総合事務所周辺の公共施設再編の

推進について、全市的な「モデル事業」と

して重視し、公民の別なく、多様な市民や

企業と連携し、協力し合って、地区の新た

な拠点づくりを進めていくことを期待す

る。 

市公共施設マネジメント推進プラン及び

「城山総合事務所周辺公共施設再編方針」に

基づき、市民の利便性向上、公共施設の有効

活用及び管理・運営の効率化を図るための拠

点づくり（機能再編）とともに、城山総合事

務所本館の解体に向け、地域や民間と連携

し、持続可能な公共サービスを推進する。 
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（２） 総合計画施策進行管理 ２次評価に対する本市の改善工程表 
 

基本目標Ⅰ 誰もが安全でいきいきと暮らせる安心・福祉都市     

 

施策名 No．１０ 健康づくりの推進 所管局 健康福祉局 局長名 小林 和明 

 

■平成３０年度実績データ 

指標 No. 指標名 
目標値 

（ａ） 

実績値 

（ｂ） 

達成率（％） 

（b/a 又は a/b） 
評価 

成果指標１ 自分が健康であると感じている人の割合 79.6 72.2 90.7％ Ｂ 

成果指標２ 
日常生活で健康づくりに取り組んでいる市

民の割合 
84.2 80.3 95.4％ Ｂ 

業績評価指標１ 
65 歳未満の心疾患及び脳血管疾患の死亡

率（人口 10 万対） 
30.4 31.1 97.7％ Ｂ 

業績評価指標２ ゲートキーパー養成研修修了者数 3,700 4,697 126.9％ Ａ 

業績評価指標３ 精神医学基礎研修参加者の理解度 95.0 95.8 100.8％ Ａ 

業績評価指標４ 
野菜３５０ｇ摂取について普及啓発を受けた

人の数 
3,626 3,595 99.1％ Ｂ 

１次評価 

（所管局による内部評価） 
Ｂ 

２次評価 

（総合計画審議会による外部評価） 
Ｂ 

 

■対応方針 

No. 項 目 内 容 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

建議書における総合計画  

審議会からの意見 

 

 

① 業績評価指標「ゲートキーパー養成研修修了者数」、「精神
医学基礎研修参加者の理解度」、「野菜 350ｇ摂取の必要性に
ついて普及啓発を受けた人数」が補完、あるいは達成すべき
成果指標が設定されていない。どのような成果を達成するた
めに業績評価指標が設定されているのかが市民に分かるよ
うに目的・手段の体系の明確化を図られたい。 

② 成果指標「自分が健康であると感じている人の割合」、「日
常生活で健康づくりに取り組んでいる市民の割合」及び業績
評価指標「６５歳未満の心疾患及び脳血栓疾患の死亡率」の
３指標がＢ評価で目標未達成である。これらは施策の最終的
な成果を示すものとして「健康福祉局」が自ら目標値・指標



43 

No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建議書における総合計画  

審議会からの意見 

を設定し、その達成を市民と約束したものである。特に重要
評価指標である２つの成果指標について、「自分が健康であ
ると感じている人の割合」は９年連続、「日常生活で健康づ
くりに取り組んでいる市民の割合」は７年連続と、長期にわ
たり未達成で推移している。実施する様々な事業は、成果達
成のための手段という位置づけにあり、事業実施の結果とし
てどれだけ成果を達成したかが問われるということを十分
に留意してそれらの目標達成を図られたい。 

③ 「無関心層や壮年期の運動習慣定着」は、これまでの方法
だと大きな改善が見られないため、達成に向けた具体的な対
応策を検討されたい。また、対応策の検討にあたっては、健
康増進の取組における民間との役割分担を明確化し、「ウェ
ルネスさがみはら」という保健・医療・福祉の連携拠点の有
効活用を図られたい。 

④ 「こんにちは赤ちゃん事業」等による出産・子育て支援施
策について、これまでは庁内横断的な取組が可能な直営方式
により事業を実施しているが、今後、新たな事業展開が求め
られた場合には、丁寧かつ素早い対応が必要とされる。他市
では業務をアウトソーシングしている事例もあるため、社会
需要に応じて、望ましい事業推進体制について検討された
い。 

⑤ 食育フェアに学校給食センターが参加し、地場野菜を取り
入れた、季節の食材を使った給食をアピールするような取組
も検討されたい。 

⑥ 日本の女性は、マンモグラフィ検査だけでは見つけられな
い高濃度乳房という乳腺の密度が高い方が半数以上という
報告があるため、補完的に超音波検査も行えるような制度を
検討されたい。 

⑦ ゲートキーパーの数は増加しているものの、自殺者数は減
少していない。経済的困窮だけでなく、人間関係や心身の状
態など様々な問題が複合していることから、全庁的に取り組
まれたい。 

２ 

課題の分析 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 成果指標と業績評価指標であるのか、市民にも分かりやす
いように目的・手段の体系を明確化する必要がある。 

② 目標達成のため実施する様々な事業について、どれだけの
成果が必要かを十分留意して実施する必要がある。 

③ 生活習慣病の予防には、日常生活の中に運動習慣を取り入
れることが有効であることから、運動習慣がない健康無関心
層や壮年期の人に向けて、理解の促進が課題となっている。 

④ 現在は、直営方式により的確な事業推進が図られている
が、新たな社会需要が生じた際には体制の見直しの必要が生
じる可能性がある。 

⑤ 食育フェアにおいて地場野菜を取り入れた学校給食をア
ピールする必要がある。 

⑥ 高濃度乳房の場合、乳腺の陰に病変が隠れていることがあ
り、がんが見つかりにくい傾向がある。一方で市町村が健康
増進法に基づき実施する「乳がん検診」の検査方法において、
乳房超音波検査は、死亡率が減少するかどうかについての科
学的根拠が明らかになっておらず推奨されていない。 

⑦ 自殺対策については、自殺者数が減少傾向にある中におい
ても、市民に日々接する市職員が自殺の実態を正しく知ると
ともに、各部署の業務において取り組むべき課題・対策に対
する理解を促進・浸透させることが必要である。 
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No. 項 目 内 容 

３ 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 次期総合計画において、「心の健康づくりと自殺総合対策
の推進」という取組の方向について、「ゲートキーパーの養
成数」及び「精神疾患や心の健康に関して市に相談窓口があ
ることを知っている市民の割合」の増加を新たな成果指標と
して設定することにより、目的・手段の明確化を図る。 

また、「野菜 350ｇ摂取の必要性について普及啓発を受け
た人数」については、業績評価指標として達成すべき成果指
標との関連がわかりにくいものであったため、次期総合計画
における指標の設定に当たっては、成果指標である「健康の
ために取り組んでいることがある市民の割合」の達成に向け
て、設定の理由や関連が市民によりわかりやすいものとなる
よう、目的・手段の体系について明確化を図る。 

② 成果指標の目標を達成するため、様々な事業を実施してい
るが、事業の目的・成果目標を十分認識して実施するよう努
める。 

③ 健康無関心層や壮年期の運動習慣の定着に向け、民間との
役割分担を意識し、また「ウェルネスさがみはら」等の拠点
の有効活用を踏まえた具体的な対応策の検討に努める。 

④ 「こんにちは赤ちゃん事業」は、母子健康手帳交付時面接、
４か月児健康診査事業等の母子保健事業、医療機関等と密接
に連携を取り、保健師等の専門職が従事する直営方式により
的確な事業推進が図られている。今後も妊娠期から子育て期
にわたる切れ目のない支援へ向けて、望ましい事業推進体制
の維持に努める。 

⑤ 食育フェアには、学校給食センターを統括している学校保
健課が参加しており、相模原の地場農産物を取り入れた「さ
がみはら大好き給食」について紹介するパネル展示を既に実
施しＰＲしている。 

今後も、健康増進に資するＰＲ活動等に引き続き、取り組
んでいく。 

⑥ 現在、国において、市町村がん検診への乳房超音波検査を
含めた新たな検査項目の導入検討が進められている。今後、
乳房超音波検査が検査方法として認められた際に本市のが
ん検診でも導入していけるよう、国の動向を注視し、情報の
収集に努めるとともに、関係団体と情報の共有を図る。 

  また、乳房超音波検査の導入にあたっては、受益者負担等
を踏まえて検討を行っていく必要があると考えている。 

⑦ 自殺者数は減少傾向にあるものの、継続的な取組は必須で
あることから、現在実施している新採用職員及び新任副主幹
を対象とした階層別研修のほか、自殺対策に関連する幅広い
部局を対象とした自殺対策庁内会議において、各部署の業務
と自殺対策の関連性や取り組むべき課題の理解を促進する
ことにより、自殺対策の必要性の共有化が図れるように取り
組んでいく。 

４ 

改善によって見込まれる効果 

【対応方針の目的・意図】 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 取組の方向と成果指標の体系について、市民にも分かりや
すくなる。 

また、成人の１日あたりの野菜摂取目標 350ｇを普及啓発
する目的を明確化することで、食育の推進につながる。 

② 事業の目的・成果目標を意識して実施することで、事業の
充実や、事業に携わる者の意識向上につながる。 

③ 健康無関心層や壮年期の人が運動などの健康づくりに取
り組むことで、生活習慣病発症予防の効果が期待できる。 

④ 必要に応じて、事業推進体制を見直すことで、社会需要に
的確に対応した事業推進を図ることができる。 

⑤ 食育フェアにおいて地場野菜を取り入れた学校給食を周
知することで、地域の食文化を伝承する場となり、食育の推
進につながる。 
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No. 項 目 内 容 

⑥ ある年齢層の受診者のがん発見率に上昇が見込まれる。 
 （乳がんによる死亡率減少効果、医療費削減効果） 
⑦ 市職員が自殺の実態を正しく理解することにより、自殺総

合対策に関する全庁的な取組が推進される。 

５ 
令和２年度当初予算へ反映し

た内容 

健康教育事業  運動習慣支援事業  健康相談事業   

訪問指導事業  骨粗しょう症予防事業   

市民健康づくり運動推進事業  栄養改善事業 

精神保健相談・訪問指導事業 自殺総合対策事業 

令和元年度 

当初予算 
 34,937 千円 

令和２年度 

当初予算 
26,947 千円 

 

■改善工程表 

No. 項 目 内 容 

１ 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

 
第１四半期 

【Ｒ2.1 月～3 月】 

第２四半期 

【Ｒ2.4 月～6 月】 

第３四半期 

【Ｒ2.7 月～9 月】 

第４四半期 

【Ｒ2.10 月～12 月】 

① 

次期総合計画に

おける新たな取

組の方向及び成

果指標の設定、

進行管理 

 

  

② 

事業目的・成果

を意識した事業

の実施 

事業目的・成果

を意識した事業

の実施 

事業目的・成果

を意識した事業

の実施 

事業目的・成果

を意識した事業

の実施 

③ 

事業＊内容の検

討 

事業＊の実施 

＊健康づくり推進

団体と連携した事

業、インセンティブ

事業、運動習慣支

援事業等 

事業内容の検討 

事業の実施 
事業の実施 事業の実施 

④ 

妊娠期から子育

て期にわたる切

れ目のない支援

へ向けた事業推

進体制の維持 

 

  

⑤ 

第 10 回食育フェ

アにおいて、「さ

がみはら大好き

給食」のパ ネル

展示を実施 

 

  

⑥ 

・国の動向を 

注視 

・国の動向を 

注視 

・ 国 の 動 向 を 注

視、他市へ照会 

・ 国 の 動 向 を 注

視 

 
※国の推奨が決

定した場合 

・関係機関との協

議 

・関係機関との協

議 

・庁議、予算要求 
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No. 項 目 内 容 

  ⑦ 

階層研修等職員

研修の実施 

 

自殺対策庁内会

議の開催 

  

自殺対策庁内会

議の開催 

２ 

対 応 方 針 及 び 改 善 工 程  

スケジュールの評価 

※記載欄内の番号は「対応方針１」

の番号と一致している 

取組結果に対する分析・評価（第２四半期までの取組状況） 

 

取組結果により得られた具体的な成果及び第４四半期終了時点で見込まれる効果 

 

３ 
（ ２ に 対 す る ） 総 合 計 画  

審議会のモニタリング評価 
 

４ 
３（総合計画審議会からの

評価）を受けての改善策 
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施策名 No．１４ 災害対策の推進 所管局 危機管理局 局長名 古井 隆一 

 

■平成３０年度実績データ 

指標 No. 指標名 
目標値 

（ａ） 

実績値 

（ｂ） 

達成率（％） 

（b/a 又は a/b） 
評価 

成果指標１ 避難路整備率 83.4 86.2 103.4％ Ａ 

成果指標２ 浸水被害警戒対象地域の解消率 - - - - 

成果指標３ 災害対策をしている市民の割合 16.1 14.9 92.5％ Ｂ 

業績評価指標１ 避難路整備延長 4.5 4.7 104.4％ Ａ 

業績評価指標２ 
緊急雨水対策事業箇所における浸水被害

の解消率 
78.6 78.6 100％ Ａ 

業績評価指標３ 
災害に対する家庭での事前対策を行ってい

る市民の割合 
39.2 38.2 97.4％ Ｂ 

業績評価指標４ 土砂災害対策の認知度 55.0 52.7 95.8％ Ｂ 

１次評価 

（所管局による内部評価） 
Ｂ 

２次評価 

（総合計画審議会による外部評価） 
Ｂ 

 

■対応方針 

No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建議書における総合計画  

審議会からの意見 

 

 

 

 

① 成果指標「災害対策をしている市民の割合」がＡ評価から
Ｂ評価に落ち、目標達成されていない。Ａ評価を維持するよ
うに取り組まれたい。 

② 業績評価指標「災害に対する家庭での事前対策を行ってい
る市民の割合」は３年連続でＢ評価であり、業績評価指標「土
砂災害対策の認知度」もＡ評価からＢ評価に落ちている。実
施するさまざまな事業は、成果・業績達成のための手段とい
う位置づけにあり、事業実施の結果としてどれだけ成果・業
績を達成したかが問われるということを十分に留意して目
標達成を図られたい。 

③ 今般の台風１９号による災害に見られるとおり、河川災害
や土砂災害は地域性に依存する割合が大きいため、災害対応
改善策の推進は区別対応の必要性を認識し、地理的条件など
地域に密着した検討を進められたい。 

④ 「雨水流出抑制の機能を高める」ための具体的な取組を検
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建議書における総合計画  

審議会からの意見 

討されたい。「雨水流出抑制の機能を高める」ためには流域
レベルでの取組が必要であり、公有地における対策と合わせ
て、上流域の中山間地域における防災対策の観点から、市民
の住宅建築時における対策やインセンティブを設けること
について検討されたい。 

⑤ 成果指標「避難路整備率」について、「広幅員道路＝避難
道路」とされているが、単に幅員が広い道路を整備すればい
いというものではなく、緊急時に避難路としての機能が担保
されるかという道路の質が重要である。また、達成率はＨ２
７年度以降継続して１００%を超えており、施設のメンテナ
ンスの重要性が高まっている背景を踏まえ、目標値の妥当性
や、「避難道路の長さ」を継続して指標とし続けている点の
妥当性が不明確であるため、見直しを検討されたい。 

⑥ 成果指標「災害対策をしている市民の割合」、業績評価指
標「災害に対する家庭での事前対策を行っている市民の割
合」では、地域防災組織活動そのものを的確に把握すること
が難しいため、見直しを検討されたい。 

⑦ 成果指標「災害対策をしている市民の割合」が、年々低下
傾向にあることに対して、具体的な分析と課題設定を行われ
たい。 

⑧ 防災・減災プログラムについて、災害種別やケース毎に具
体的な検証を実施されたい。 

⑨ 河川改修工事において入札不調であったとのことであり、
将来的な労働力不足などのリスクも踏まえた、事業発注の長
期プランを検討されたい。 

⑩ 防災対策普及啓発推進事業について、「自助及び共助の考
え方」や防災マイスター制度は市民にはあまり知られてない
ため、更なる周知に努められたい。また、防災マイスターに
ついては、マイスター同士の繋がりを支援するとともに、要
援護・要支援者に対する学習プログラムに取り組まれたい。
防災意識の普及啓発など、ソフト面での防災対策を創意工夫
し、一層推進されたい。 

⑪ 災害時要援護者避難支援事業について、高齢化に伴う一人
暮らしの増加や外国人への支援など現状を踏まえ、要援護者
支援の取組は所管だけでなく庁内横断的な取組、民間活力や
地域の独自性を活かした取組として更なる強化を図られた
い。 

⑫ 避難やケースごとの支援を伴う場面を想定した防災訓練
を実施する際には、障害当事者とともに避難所や避難経路に
立ち会いながら実地検証を行うなど、連携・協働しながら実
態に即した視点で取り組まれたい。 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題の分析 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

 

 

 

① 指標の目標値を達成するためには、市民が防災に関する情
報に触れる機会を増やす必要がある。 

② （①と同様） 
③ 浸水被害や土砂災害など、地域により災害の危険性が異な

ることから、そうした危険性を理解したうえで、災害に備え
ることは重要である。 

④ 雨水の流出抑制機能を高めるためには、雨水を地下に浸透
させることが効果的であり、住宅建築時等において、個々の
住宅に地下浸透を促進させる必要がある。ただし、中山間地
域などの急傾斜地では、崩落の危険性があることから雨水を
浸透させることは避ける必要がある。 

⑤ 緊急時の避難路としての機能を高めるためには、避難路の
整備率だけでなく、予防保全による効果的・効率的な維持管
理などの老朽化対策を含めた、総合的な対応を行うことが必
要である 

⑥ 市民の防災意識の向上度合いを測るため、「災害対策をし
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

課題の分析 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

ている市民の割合」、「災害に対する家庭での事前対策を行っ
ている市民の割合」を指標として設定しているものであり、
地域防災組織の活動については、定量的に防災対策の充実状
況を把握することが困難であると考える。 

⑦ 大規模災害の発生から時間の経過とともに、防災意識は低
下する傾向にあると考える。 

⑧ 毎年度、各事業の進捗管理を行っているが、更なる市民の
防災知識が向上するような事業を推進する必要がある。 

⑨ 計画に基づく、継続した事業を実施するためには、契約に
係る契約条件、施工条件、施工期間等の条件を考慮する必要
がある。 

⑩ 防災マイスター制度については、制度そのものが十分に認
知されていない状況にあることから、更なる周知が必要であ
る。また、防災マイスターによる防災講座等の内容の充実を
図る必要がある。 

⑪ 災害時に避難支援が必要な方が増加しており、要援護者支
援の取組は所管だけでなく庁内横断的な取組、民間活力や地
域の独自性を活かした取組として更なる強化を図る必要が
ある。 

⑫ 水防法の改正により要配慮者利用施設は避難確保計画を
策定することが義務づけられた。要配慮者の避難に際しては
共助の取組も重要となり、地域との連携が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 協働事業提案制度「防災意識の普及啓発、持続可能なエネ
ルギーと人の繋がりの活性化事業」により、災害時に役立つ
知識や防災・減災に資する知識、自助や共助の重要性などに
ついて幅広い世代へ普及啓発するため、イベント等への出展
やワークショップを実施する。 

② 災害に対する家庭での事前対策を行っている市民の割合
を増やすため、防災マイスターによる防災講座等の内容を見
直す。 

③ 市民が地域の災害リスクを認識し、災害に備えていただけ
るよう普及啓発を行う。 

④ 雨水流出抑制の機能を高めるため、宅地内に降った雨水を
地下に浸透させる雨水浸透ますの設置を住宅建築時に指導
する。また、市が認定した雨水浸透ますを設置する場合の費
用の一部助成を引き続き行い、イベント等での更なる PR に
努める。 

⑤ 成果指標「避難路整備率」については、アウトプット指標
であることから、次期総合計画においては、施策推進の効果
を適切に測るため、「防災意識の向上」などのアウトカム指
標を設定していくこととしている。 

なお、緊急時の避難路としての機能を高めるためには、避
難路の整備率だけでなく、予防保全による効果的・効率的な
維持管理などの老朽化対策を含めた、総合的な対応を行うこ
とが必要であることから、次期総合計画においては、「公共
施設マネジメントの取組の推進」において着実な推進を図っ
ていく。 

⑥ 地域防災組織の活動について、防災対策の充実状況を適切
に測る指標を設定することが困難なため、次期総合計画にお
いても、引き続き、市民の自助の取組状況を測る指標として
「防災意識の向上度（災害対策をしている市民の割合）」を
設定することとしている。 

⑦ 大規模災害の発生から時間が経過すると防災意識は低下
する傾向にあると考えられることから、被災経験に基づいた
災害対策の重要性について、防災に対して関心の低い市民を
含め、幅広く普及啓発を行うことで指標の改善に努める。 

⑧ 現在、対象となっている事業の適切な進捗管理を行うとと
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

もに、市民の防災知識の向上が図られるような事業を推進し
ていく。 

⑨ 施工条件、施工期間等に配慮した設計を行い、契約条件等
の調整を図る。 

⑩ 市内事業者を含め、防災マイスターの利用対象者へ制度周
知に努めるとともに、マイスター同士の連携や活動が活性化
するよう情報共有等の仕組みづくりを支援していく。 

また、要援護者の積極的な避難行動の一助となるよう警戒
レベルや緊急放流に関するスキルアップ研修を実施する。 

⑪ 災害時要援護者避難支援に関して、各自治会へアンケート
調査を実施することにより取組状況の確認を行い、その結果
を踏まえ地域の実情にあった取組が促進されるよう、各区役
所まちづくりセンターと連携し、避難支援体制の構築を支援
する。 

⑫ 今年度実施した風水害対策訓練において、市職員立ち会い
のもと、要配慮者利用施設の職員及び利用者を対象とした避
難訓練を実施し、避難経路の検証等を行った。今後も、要配
慮者を対象にした避難訓練等を実施していく。 

４ 

改善によって見込まれる効果 

【対応方針の目的・意図】 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 防災に対する関心が薄い市民を含めた幅広い世代に対し
て、防災に関する情報に触れる機会を増やすことで、市民の
防災意識の向上が見込まれる。 

② 防災マイスターによる防災講座の見直しにより、より受講
者の生活に沿った講座を行うことができるようになるため、
各家庭での事前対策が増加すると見込まれる。 

③ 地域の災害リスクを理解し、事前の災害対策を行う市民が
増えることが見込まれる。 

④ 住宅建築時に指導することで、確実に雨水浸透ますが設置
されることに加え、助成を行うことでより促進が図られる。 

⑤ アウトプット指標であった「避難路整備率」から「防災意
識の向上」などのアウトカム指標を設定することで、施策推
進の効果を適切に測ることができる。 

⑥ 市民の自助の取組状況を把握することで、施策推進の効果
を適切に測ることができる。 

⑦ 本市の被災経験を踏まえた普及啓発により、防災に関心の
低い市民に対しても災害対策の重要性が伝わる。 

⑧ 市民の自助・共助を中心とした防災知識の向上が図られ
る。 

⑨ 計画に基づいた、継続した事業の実施が可能となる。 
⑩ これまで積極的に周知を行っていなかった市内事業者等

に対して、マイスター制度を周知することにより、より幅広
い団体からの受講希望が見込まれる。 

⑪ 自治会アンケート結果を踏まえ、避難支援体制の構築を支
援することで、地域の実情にあった取組が促進されることが
見込まれる。 

⑫ 市が実施する訓練では自治会や消防団等の地域住民が参
加している。同訓練に要配慮者利用施設が参加することで、
顔の見える関係を構築でき、災害時における共助の取り組み
の推進に繋がることが期待できる。 

５ 
令和２年度当初予算へ反映し

た内容 

① 協働事業提案制度事業（0 円、3,150 千円） 
②⑧ 防災マイスター関連経費（824 千円、964 千円） 
⑤  都 市 計 画 道 路 整 備 事 業 （ 箇 所 指 定 ） （ 2,677,073 千 円 、
2,250,706 千円） 
⑪ 災害時要援護者支援普及啓発推進事業（900 千円、877 千円） 

令和元年度 

当初予算 
2,678,797 千円 

令和２年度 

当初予算 
2,255,697 千円 
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■改善工程表 

No. 項 目 内 容 

１ 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

る 

 
第１四半期 

【Ｒ2.1 月～3 月】 

第２四半期 

【Ｒ2.4 月～6 月】 

第３四半期 

【Ｒ2.7 月～9 月】 

第４四半期 

【Ｒ2.10 月～12 月】 

① 
協働事業の事
業内容の検討 

協働事業の実
施 

 
 

② 

防災マイスタ
ースキルアッ
プ研修の実施 

防災マイスタ
ーによる防災
講座等の普及
啓発 

 
防災マイスタ
ースキルアッ
プ研修の実施 

③ 
普及啓発の実
施 

 
  

④ 

雨水浸透ますの

設 置 指 導 や 啓

発、助成金事業

の推進 

 

  

⑤ 
次期総合計画に

基 づ く 施 策 推

進・新たな指標

による進行管理

の実施 

 

  

⑥ 

⑦ 

風水害に特化
したリーフレ
ット等の普及
啓発資料の内
容検討 

風水害に特化
したリーフレ
ット等の普及
啓発資料の作
成及び普及啓
発活動 

普及啓発活動 普及啓発活動 

⑧ 
防災マイスター
の派遣 

防災マイスター
の派遣 
新た な 事業の
検討 

防災マイスター
の派遣 
新た な 事業の
実施 

防災マイスター
の派遣 
 

⑨ 
計画的な事業
の実施 

 
  

⑩ 

市内事業者等
へ防災マイスタ
ー制度の周知 

防災マイスター
同士の連携支
援 

市内事業者等
へ防災マイスタ
ー制度の周知 

 

⑪ 

災害時要援護
者避難支援に
関す る 自治会
アンケートの実
施 

自 治 会 ア ン ケ
ート結果を踏ま
え た 取組の促
進 

 

 

⑫  
風水害対策訓
練 

  

２ 

対 応 方 針 及 び 改 善 工 程  

スケジュールの評価 

※記載欄内の番号は「対応方針１」

の番号と一致している 

取組結果に対する分析・評価（第２四半期までの取組状況） 

 

取組結果により得られた具体的な成果及び第４四半期終了時点で見込まれる効果 

 

３ 
（ ２ に 対 す る ） 総 合 計 画  

審議会のモニタリング評価 
 

４ 
３（総合計画審議会からの

評価）を受けての改善策 
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基本目標Ⅱ 学びあい 人と地域をはぐくむ教育・文化都市      

施策名 No．１７ 
家庭や地域における教育環境の

向上 
所管局 教育局 局長名 小林 輝明 

 

■平成３０年度実績データ 

指標 No. 指標名 
目標値 

（ａ） 

実績値 

（ｂ） 

達成率（％） 

（b/a 又は a/b） 
評価 

成果指標１ 
子どもとのコミュニケーションが図られている

と感じる保護者の割合 
89.8 91.5 101.9％ Ａ 

成果指標２ 
親が自分のことを理解してくれていると思う

子どもの割合 
78.8 81.5 103.4％ Ａ 

成果指標３ 
地域における子どもの育成活動に参加した

市民の割合 
19.6 15.0 76.5％ Ｃ 

成果指標４ 地域行事に参加している子どもの割合 80.4 72.3 89.9％ Ｂ 

業績評価指標１ 家庭教育事業へ参加した保護者の割合 4.2 3.3 78.6％ Ｃ 

業績評価指標２ 青少年を対象とした事業への参加人数 42,867 35,179 82.1％ Ｂ 

１次評価 

（所管局による内部評価） 
Ｂ 

２次評価 

（総合計画審議会による外部評価） 
Ｂ 

 

■対応方針 

No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建議書における総合計画  

審議会からの意見 

 

 

 

① 成果指標「地域における子どもの育成活動に参加した市民
の割合」は４年連続で目標達成しておらず、また業績評価指
標「家庭教育事業へ参加した保護者の割合」は２年間連続で
目標達成されず、しかも最新年度でＢ評価からＣ評価に落ち
込んでいる。また、成果指標「地域行事に参加している子ど
もの割合」は９年連続Ｂ評価で目標達成されておらず、業績
評価指標「青少年を対象とした事業への参加人数」はＡ評価
からＢ評価に落ちており、いずれも目標達成されていない。
これらは、施策の最終的な成果としてその達成を市民と約束
し、「教育局」自ら設定した指標及び目標値であり、市民に
対する説明責任を果たすためにもその達成を図られたい。実
施する様々な事業は、成果達成のための手段という位置づけ
にあり、事業実施の結果としてどれだけ成果を達成したかが
問われるということを十分に留意してその目標達成を図ら
れたい。 

② 成果指標「地域における子どもの育成活動に参加した市民
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建議書における総合計画  

審議会からの意見 

の割合」、「地域行事に参加している子どもの割合」の改善策
として、小中学校の部活動の顧問に地域の有志に参加しても
らう、または地域の有志が行う活動に小中学生を参加させる
ことを検討されたい。 

③ 地域学校協働活動の円滑な推進のためにも、「地域で子育
てをする」という意識の醸成に向けた事業を検討されたい。 

④ 児童虐待相談件数を６年間の推移でみると、Ｈ２５年度の
１，３５９件からＨ３０年度の２，３３２件と急増しており、
「泣き声通告」などへの丁寧な対応や保護者との信頼関係の
維持に努めるとともに、より一層丁寧な対処に向けて、可能
な範囲内で民間活力を活用するなど、体制整備の充実につい
て検討されたい。 

⑤ 家庭教育事業の参加を増やすため、講演内容の精査や開催
日時の再検討を図られたい。 

⑥ 子どもの登下校時における安全確保は重要な課題である
ため、子ども安全見守り活動に携わる方々への助成・支援は
継続されたい。また、子ども安全見守り活動の啓発と更なる
普及を推進されたい。 

⑦ 学校と地域の協働推進事業について、学校支援のみなら
ず、今後は学校と地域がパートナーとして教育に携わる人材
を地域に求めるという趣旨を念頭に、地域人材に対する適切
な支援を図られたい。 

⑧ 年次の教育課程に組み込まれる活動に継続して携わる地
域人材の人選には、教育的責任の一端を講師にも共有してい
ただく意味からも、学校を巡回する新たな講師委嘱制度のよ
うな人員確保施策も含め、事業名称を「地域教育力活用事業」
から「学校地域パートナーシップ事業」とするなど、配慮と
工夫を図られたい。 

⑨ 平成 29 年度改正の地方教育行政法における「学校運営協
議会（コミュニティスクール化）」をすべての学校で目指す
べきとの規定を踏まえ、現モデル校を含む市内小中学校での
更なる取組を推進されたい。 

⑩ 地域学校協働活動推進員の質的向上に向け、学校の支援や
社会教育について専門的な知識を有する人材育成に努めら
れたい。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題の分析 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

 

 

 

 

 

① 「地域における子どもの育成活動に参加した市民の割合」
については、地域のコミュニティに対する考え方が多様化
し、地域の子どもの育成活動に関わる機会が減っていると考
えられる。 

「家庭教育事業に参加した保護者の割合」については、他
の行事等との日程が重なったことや、定員に対する参加率は
高いものの定員を制限した事業の実施などにより参加人数
が減少となった。 

「地域行事に参加している子どもの割合」については、地
域のコミュニティに対する考え方が多様化していることや、
塾や習い事に通っている子どもが増加していることから、地
域行事に参加する子どもが減少していることも一因と考え
られる。 

「青少年を対象とした事業への参加人数」については、清
新公民館において大規模改修期間中に事業を縮小して実施
したことなどにより、減少となった。 

② 従来、顧問教諭の協力者として地域の人材を活用した中学
校部活動技術指導者の派遣を行っていたところであるが、平
成３１年度（令和元年度）より、大会への引率等が可能であ
る部活動指導員の配置を行ったところである。部活動指導員
の配置に当たっては、人材確保や学校の希望種目との調整と
いった課題がある。 
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題の分析 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

また、小中学生の地域活動への参加については、学校・家
庭・地域で情報共有し、子どもの参加を促す必要がある。 

③ 地域学校協働活動については、これまで地域に関わりの無
かった新たな地域人材を掘り起こし、地域や学校で活躍する
担い手として育成していくことが求められており、その取組
を推進する必要がある。 

④ 増加する児童虐待に対応するため、職員の適正な配置及び
体制の構築を図る必要がある。 

また、民間活力を活用するなど、さらなる体制整備の充実
を図る必要がある。 

⑤ 家庭教育事業については、ＰＴＡ全１１ブロック協議会が
実施したが、他の行事等との日程の重複や、定員を制限した
事業の実施などにより参加人数が昨年度を下回っている状
況にある。 

⑥ 地域住民で子どもを見守る意識が高まっているものの、子
ども見守り活動団体の人員、参加者の減少が課題となってい
る。 

見守り活動の担い手の拡充に向けた効果的な普及、募集の
方法など、新たな取組を研究する必要がある。 

⑦ 人材確保に課題があることから、新たな地域人材の掘り起
こしや、人材の育成に取り組む必要がある。 

⑧ 現在、教育課程に組み込まれる活動を補完する人材とし
て、地域に在住する知識・経験の豊かな方を指導協力者とし
て依頼し、地域と学校の連携を深め、教育活動の創意工夫並
びに学習指導、実技指導者の充実を図っている。一方、講師
として教育課程に基づいた教育活動を実施し、学習評価を行
うには、教員免許状が必要であるといった法制度上の課題が
ある。 

また、巡回での講師派遣は、地域人材を活用するという観
点から考えた場合に巡回先となる学校が限定される可能性
がある。 

⑨ 現在、学校運営協議会（コミュニティ・スクール）のモデ
ル事業として市内各区に１つずつ中学校区単位でコミュニ
ティ・スクールを設置している。小学校と中学校は同一地域
をもとにしていることから、小学校と中学校とを合わせた中
学校区での設置としているが、地域の教育力を学校の課題解
決に生かすというコミュニティ・スクールの目的を考えた場
合、小学校と中学校では、学校の課題は異なることが多く、
中学校区で協議をしても焦点化されずに活動につながりに
くいという問題が浮き彫りとなった。このため、中学校区で
はなく学校単位でのコミュニティ・スクール設置が効果的手
法の一つであると考えており、そのための整備が必要であ
る。 

⑩ 地域学校協働活動推進員となる人材の育成は、地域学校協
働活動の推進にあたり重要であることから、研修等の充実を
図る必要がある。 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

 

 

① 「地域における子どもの育成活動に参加した市民の割合」

及び「地域行事に参加している子どもの割合」については、

目標達成はされていないものの、数値は前年度から微増して

おり、引き続き、参加しやすい事業内容や開催時期、時間帯

等の検討を行う。 

「家庭教育事業へ参加した保護者の割合」については、駅

から近い公共施設で開催するなど参加しやすい環境づくり

に努めているが、新たに市ホームページへ情報を掲載するな

ど多くの方が参加できる事業となるよう、周知方法や事業内

容、日程、会場などについて検討する。 
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

「青少年を対象とした事業への参加人数」については、清

新公民館の大規模改修が終了し、平成２９年度と同程度の事

業数となることから、目標達成は可能と考えられる。 

② 顧問として地域住民等を活用する仕組みである部活動指

導員について、人材確保が課題となっており、資格要件の緩

和などを検討する。 

また、小中学生の地域活動への参加については、コミュニ

ティ・スクール等の場を活用して、学校・家庭・地域が地域

活動に関する情報を共有するなどの方策について研究して

いく。 

③ 現在、策定を進めている次期相模原市総合計画基本計画に

おいて、学校・家庭・地域の連携による教育力の向上を図る

ため、「地域全体で子どもの成長を支える取組を推進する」

こととしており、地域学校協働活動については、今後策定予

定の次期相模原市総合計画実施計画において位置付ける予

定としており、具体的な内容については、実施計画の策定に

合わせて検討する。 

④ 増加する児童虐待に迅速かつ的確に対応するため、改正児

童福祉法や「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」に基づ

いて、児童相談所職員の適正な配置を図るとともに、令和２

年度からは、児童相談所内に３つの課を新設し、各所管分野

において、これまで以上に専門性を発揮できる体制を構築す

る。 

また、担当区域が広範囲に渡る緑区内のケースへの迅速な

対応や、継続的な相談で来所される市民の利便性向上のた

め、緑区を担当する職員を緑区合同庁舎内に配置する。 

さらに、警察や関係機関との連携強化や、民間活力を活用

した平日夜間及び休日における児童虐待に関する電話相談

の継続実施及び一時保護専用施設の開設などにより、より一

層丁寧な対処に向けて体制整備の充実を図る。 

⑤ 家庭教育事業については、駅から近い公共施設で開催する

など参加しやすい環境づくりに努めているが、新たに市ホー

ムページへ情報を掲載するなど多くの方が参加できる事業

となるよう、周知方法や事業内容、日程、会場などについて

検討する。 

⑥ 見守り活動団体に対して活動費助成を継続するとともに、

広報による活動の周知、団体への表彰や意見交換会を通じ

て、活動の支援を行う。 

また、見守り活動の更なる普及・啓発について研究し、参

加者増加につながる新たな取組を推進する。 

⑦ 地域人材に対する研修などの支援について、地域学校協働

活動と併せて実施することなどを検討していく。 

⑧ 地域人材の活用方法について、効果的な手法を研究してい

く。事業名称については、事業内容により適切に対応してい

く。 

⑨ 現在、市内各区に１つずつ設置している中学校区単位での

コミュニティ・スクールモデル校の成果・課題の検証結果を

踏まえつつ、今後、学校単位でのコミュニティ・スクールの

設置とその効果についても研究する。 

⑩ 地域学校協働活動については、次期相模原市総合計画実施

計画において位置付ける予定としており、地域学校協働活動

推進員に関することなど、具体的な内容については、実施計

画の策定に合わせて検討する。 
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No. 項 目 内 容 

４ 

改善によって見込まれる効果 

【対応方針の目的・意図】 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 参加割合が増え、家庭や地域における教育環境の向上を図

ることができる。 

② 学校教育活動への地域住民の参加機会の充実や地域での

体験・活動を通じた子どもたちの学習機会の充実を図ること

ができる。 

③ 地域と学校がパートナーとして連携・協働するための仕組

みづくりが推進される。 

④ 児童虐待への迅速かつ的確な対応・支援を図ることができ

る。 

⑤ 家庭教育事業へ参加しやすい環境づくりが促進され、家庭

教育に関する啓発を図ることができる。 

⑥ 子どもの登下校時における安全確保のため、見守り活動の

更なる啓発と普及が推進される。 

⑦ 各学校での活動の充実を図ることができる。 

⑧ H28.12 の中央教育審議会答申で「社会に開かれた教育課

程」という理念が示されており、学校と地域の連携・協働に

よる取組を推進することにより、「地域とともにある学校づ

くり」が進むものと考える。 

⑨ コミュニティ・スクールの設置により、地域の力を活用し

ながら、共に教育活動にあたることができ、地域総がかりで

の教育が期待できる。 

⑩ 地域と学校がパートナーとして連携・協働するための仕組

みづくりが推進される。 

５ 
令和２年度当初予算へ反映し

た内容 

家庭教育啓発費、ＰＴＡ育成費、 

部活動指導支援事業、地域教育力活用事業、 

学校安全活動団体設立支援事業、学校と地域の協働推進事業、 

児童相談所運営費 

令和元年度 

当初予算 
７３，０５５千円 

令和２年度 

当初予算 
７７，３３８千円 

 

■改善工程表 

No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

 

 

 
第１四半期 

【Ｒ2.1 月～3 月】 

第２四半期 

【Ｒ2.4 月～6 月】 

第３四半期 

【Ｒ2.7 月～9 月】 

第４四半期 

【Ｒ2.10 月～12 月】 

① 

実施事業の検

討 

（内容、開催時

期等） 

実施事業の詳

細 の 検 討 、 事

業の実施 

事業の実施 

 

② 

部活動指導員

の確保策の検

討 

学校・家庭・地

域の情報共有

に係る研究 
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

③ 
導入に 向 けた

庁内調整 
研修会の開催 

 

 

④ 

職員の適正配

置及び体制構

築 

民間活力の活

用、関係機関と

の連携強化 

 

  

⑤ 

アンケートの集

計等の実施事

業の振り返り、

課題の整理 

前年度の課題

を 踏 ま え た 事

業内容の検討 

事業計画の策

定 
事業の実施 

⑥ 

広 報 さ が み は

ら 特集 記事 掲

載 

助成金交付申

請受付・決定・

支出 

情報交換会の

開催 

広 報 さ が み は

ら 見 守 り 隊 募

集記事掲載 

設立後１０年間

継続して活動し

て い る 団 体 に

対し、教育委員

会感謝状を贈

呈 

⑦ 

地域人材への

適切な 支援に

ついて、関係各

課と調整しなが

ら検討 

 

  

⑧ 

地域人材の活

用方法につい

て 、 他 自 治 体

の事例等を研

究 

 

  

⑨ 

地域連携の在

り方について、

モデル事業をも

とに研究 

 

  

⑩ 

地域学校協働

活動推進員の

導入に 向 けた

庁内調整 

導入 に向 けた

庁 内 調 整 、 研

修会の開催な

ど 導 入 に 向 け

た周知 

 

 

２ 

対 応 方 針 及 び 改 善 工 程  

スケジュールの評価 

※記載欄内の番号は「対応方針１」

の番号と一致している 

取組結果に対する分析・評価（第２四半期までの取組状況） 

 

取組結果により得られた具体的な成果及び第４四半期終了時点で見込まれる効果 

 

３ 
（ ２ に 対 す る ） 総 合 計 画  

審議会のモニタリング評価 
 

４ 
３（総合計画審議会からの

評価）を受けての改善策 
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施策名 No．２０ 文化の振興 所管局 市民局 局長名 樋口 一美 

 

■平成３０年度実績データ 

指標 No. 指標名 
目標値 

（ａ） 

実績値 

（ｂ） 

達成率（％） 

（b/a 又は a/b） 
評価 

成果指標１ 文化・芸術に親しんでいる市民の割合 69.0 67.4 97.7％ Ｂ 

業績評価指標１ 市民文化祭への参加者数及び入場者数 11,660 10,927 93.7％ Ｂ 

業績評価指標２ 
市内文化施設で行っている自主事業の入場

者数 
55,700 96,699 173.6％ Ａ 

業績評価指標３ 文化財普及活動へのボランティア参加者数  765 733 95.8％ Ｂ 

業績評価指標４ 
市内の文化芸術施設（ホールや公民館等）

を利用している人の割合 
- - - - 

１次評価 

（所管局による内部評価） 
Ａ 

２次評価 

（総合計画審議会による外部評価） 
Ｂ 

 

■対応方針 

No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建議書における総合計画  

審議会からの意見 

 

 

 

 

 

① 成果指標「文化・芸術に親しんでいる市民の割合」及び業
績評価指標「市民文化祭への参加者数及び入場者数」は３年
連続Ｂ評価、業績評価指標「文化財普及活動へのボランティ
ア参加者数」は２年連続Ｂ評価で、いずれも目標達成されて
いない。「市民局」が施策の最終目標として自ら設定し、そ
の達成を市民と約束した目標値・指標であり、市民に説明責
任を果たすためにも目標達成されたい。実施する様々な事業
は、成果達成のための手段という位置づけにあり、事業実施
の結果としてどれだけ成果を達成したかが問われるという
ことを十分に留意して、成果達成に焦点を合わせた事業推進
を図られたい。 

② 業績評価指標「市内文化施設で行っている自主事業の入場
者数」はＡ評価で目標達成されているものの、５年連続で実
績値が目標値を大きく上回っており、市民からすれば次年度
の目標値がなぜ今年度の実績値よりも低いのかという疑問
が生じる。設定した目標値を再検討し、その根拠、その妥当
性を明らかにされたい。 

③ 総合評価が自己評価でＡとされている。だが、施策の最終
的な成果を示すものとして設定された成果指標「文化・芸術
に親しんでいる市民の割合」が３年連続で目標達成されてい
ないという事実からすれば、あまり改善が進んでいずＢ評価
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建議書における総合計画  

審議会からの意見 

にとどまる。施策の最終的な成果を示すものとして「市民局」
が自ら設定した成果指標が目標達成されていず、またそれを
補完する業績評価指標の結果も前述のようである。文化担当
セクションの実施するさまざまな事業は、最終的な成果達成
のための手段という位置づけにあり、事業実施の結果として
市民と約束した成果目標及び業績目標をどれだけ達成した
かが問われるということを十分に留意して、成果達成に焦点
を合わせた事業推進を図られたい。 

④ 「改正文化芸術基本法」はまちづくり、産業、観光など多
様な分野と連携して地域振興と結びつけた文化政策の推進
を求めており、また「文化経済戦略」（内閣府、文化庁）は
文化関連産業の発展や文化活動の経済的波及効果に着目し
て芸術・文化の継承・発展を図る文化政策の推進へと舵を切
っている。その狙いは、従来の保護最優先から地域振興に結
びつけて次世代に受け継ぐ文化の振興にある。こうした近年
の文化政策の動向に注目すると、単に芸術・文化サービスの
充実にとどまらず、文化産業の振興により多様な文化産業の
集積を図り、活気のある文化を次世代に引き継ぐという文化
政策の推進が求められる。 

⑤ 文化財等は他の自治体と同様なものがいくつか見られる。
事業費が毎年増加している中、保存整備については保存物の
精査と事業費の課題を鑑みつつ実施されたい。 

⑥ 大学などとの連携により文化活動への参加を促進してい
くとされているが、近隣の美術・芸術関連大学へのヒアリン
グ等を実施し、課題を明確にした上で事業推進を図られた
い。また、文化財については市立博物館と連携した分析も実
施されたい。 

⑦ JAXA は国の最先端技術研究機関であり、本市は JAXA から
文化・教育における最高の恩恵を得ることができ、その活用
に向けて積極的な連携を推進されたい。 

⑧ 文化・芸術に親しんでいる市民の割合を高めるには、総合
的な美術館の整備は効果的である。事業の推進にあたって
は、美術系大学とのヒアリングを実施し、さらに、既存の美
術館の運営管理調査の実施を考慮した上での推進を検討さ
れたい。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題の分析 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

 

 

 

 

①③ 市民文化祭への参加者数等の減については、主管団体の
高齢化等により文化団体活動の活性化が困難であり、若い世
代の参画を促す仕組みづくりが必要である。 

  文化財普及活動へのボランティア参加者数については、平
成 25 年度以降、前年度実績を上回る増加傾向が続いている
が、目標値に達しておらず、登録者数を増加に加え、活動の
場を広げる必要がある。 

  また、市民意識調査（H30 年実施）において、市民文化活
動に関心があっても、実際の活動に繋がっていない人が一定
程度おり、理由として「身近な地域での参加機会が少ない」
「きっかけがない」「情報がない」ことなどが挙げられてい
るほか、文化を担う次の世代の育成の必要性なども課題とし
て把握されたところであり、こうしたことへの対応をより積
極的に進めていく必要がある。 

こうした中、既に新しい取組も着手しており、令和元年度
の調査においては成果指標「文化・芸術に親しんでいる市民
の割合」が 71.1％と目標の 69.6％を上回った。 

② 指定管理者の募集時に公募条件として掲げた目標値であ
り、5 年間の契約により指定管理者に履行を求めているもの
で、指定管理制度の効果により大幅に目標を上回ったもの。 

④ 文化経済戦略は、アニメ等の「クールジャパン」戦略など
として国レベルでの取組が始まっているが、自治体レベルで
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

課題の分析 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

の取組事例はまだまだ少ない状況である。 
 「改正文化芸術基本法」においては、地域での取組の推進が

求められており本市においても対応を図る必要がある。 
⑤ 文化財の指定・登録については、市条例に基づく基準や、

文化財保護審議会への諮問等を通じて、適切に行っていると
ころであるが、保存整備事業は多額な事業費や経常的な維持
管費・維持補修費などの確保が課題となっている。 

⑥ 女子美術大学、多摩美術大学、東京造形大学、桜美林大学
とは、アートラボはしもとにおいて、専門性の高いワークシ
ョップの実施や若手作家の支援事業などの事業実施につい
て連携をしており、年に数回協議会を開催して意見交換を行
っている 

  また、博物館については、現在、津久井城の調査など、連
携し実施しているが、連携をさらに強化する必要がある。 

⑦ 本市では、JAXA のほか国立映画アーカイブとの文化事業
等協力協定を締結しており、既に様々な事業展開を行ってい
るほか、銀河連邦サガミハラ共和国事業にも JAXA からの協
力を得て連携して実施している。 

⑧ これまで、市収蔵美術品展を市民ギャラリーや民間美術施
設等で定期的に開催するとともに、文化団体による展覧会や
鑑賞事業を文化施設で実施するなど、文化芸術を身近に感じ
る環境づくりに取り組んできたが、市民意識調査からはより
身近な環境で鑑賞ができる機会の充実や、市内で行われる催
しの更なる情報の発信が求められている。 

  しかしながら、美術館の整備、運営には多額の経費が見込
まれることから、短期的には整備が難しい状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

 

 

 

 

 

①③ 市民文化祭については、新たに駅前デッキに横断幕を設
置し市民周知と集客力の強化を図るとともに、令和 2 年度よ
り舞台パフォーマンスの部門を新設し、若年層の参加を促進
するなど、より幅広い方々に参加いただけるよう改善を図
る。 

  文化財普及活動を行うボランティアについては、令和元年
度に新たに 15 名が登録された。目標の達成に向け、登録者
数の増加と文化財公開施設等における活用事業の充実を図
る。 

  身近な地域での文化活動の活性化に向け、専門職を活用し
市民文化団体への活動支援を強化するほか、市 HP での市民
団体のイベント情報の掲載（R 元年実施済）や SNS を活用し、
文化情報全般の情報発信の強化を図る。 

また、芸術家を学校に派遣する学校訪問事業等の地域文化
教育についても充実を図る。 

② 平成 31 年度の目標値については、指定管理者と協議の上、
近年の実績(平成 27～30 年度の平均。ただし、平成 29 年度
については周辺ホールが複数改修工事を行ったなどの外部
要因で急増したため外れ値として除外)に基づき 90,000 人
へと上方修正する。 

④ 文化資源と大学や企業等を結び付け、新たな価値や魅力を
創出する取組を進めるため、アートラボはしもとや市民文化
財団など専門機関においてニーズの把握に努めるとともに
マッチング機能の強化を図る。 

  文化を支える様々な主体と連携し、市内に存在する文化資
源を活用した地域振興を図るとともに、集客が見込まれるイ
ベント等と連携して文化事業を実施する。 

⑤ 文化財の指定・登録については、引き続き市条例に基づく
基準や、文化財保護審議会への諮問等を通じて、その価値を
適切に評価した上で行う。また、保存整備事業については、
個々の文化財の保存状態や活用の状況等を鑑み優先順位を
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

精査した上で実施していく。 
⑥ 現在、アートラボの再整備に向けた新しい連携の在り方に

ついて各大学と協議を進めている。 
  また、オリンピックパラリンピック競技大会を契機とした

写真文化の振興における新たな連携事業も検討を進めてい
る。 

  文化財については、津久井城の調査などにおける、文化財
の調査研究や保存・活用について、発掘調査成果の展示など
博物館とさらに連携を強化する。 

⑦ JAXA の研究者を招いた講演会やワークショップなどを市
内文化施設で実施していく。 

  また、連携強化に向けた協議会を実施する予定であり、協
力強化に向けた要請を行っていく。 

⑧ 収蔵美術品展については、昨年度から開催回数を大幅に増
やす（年１回⇒年 4 回）など、既存の文化施設を用いて充実
を図ったところ。 

  また、こうした催しの情報を今後 SNS などを活用し、より
広く周知していくことで、市民が身近な場所で優れた芸術に
触れる機会を提供し、文化を身近に感じる環境づくりに努め
るとともに、文化芸術鑑賞拠点の充実に向けた検討を進めて
いく。 

４ 

改善によって見込まれる効果 

【対応方針の目的・意図】 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

①③ 市民が気軽に文化芸術活動を行う機会が増えることに
より、市民が文化芸術活動に取り組みやすくなり長年にわた
り住み続けたいと思える環境づくりと、文化を通じた地域へ
の愛着が図られる。 

  次代を担う子どもたちが文化に親しむことは、文化芸術の
裾野の拡大や将来的に文化を支える人材を育てることにつ
ながる。 

  文化財普及活動の意義や魅力が広く伝わり、令和 3 年度以
降の登録者増加が見込まれる。また、事業の充実により、活
動の場が広がり、ボランティア参加者数が増加する。  

② 近年の実績値に基づいた目標値を設定することにより、指
定管理者が実施する自主事業について、より多くの市民が優
れた文化芸術事業へ参加機会が創出されるよう指定管理者
の更なる努力が期待できる。 

④ 各方面の連携の促進やマッチングの推進により、文化活動
のみにとどまらず、街の活性化に寄与するとともに、文化産
業の育成、集積といった将来の大きな目標に向けたノウハウ
の蓄積に努める。 

⑤ 適切な価値の評価により、文化財の重要度が明確となる。
また、優先順位が精査されることにより整備事業が効果的に
行われる。 

⑥ より効果的な連携関係を築き、本市の文化振興や文化財の
調査研究、保存・活用に一層寄与することが期待される 

⑦ 宇宙にちなんだ様々な文化活動が一層活性化し、本市の文
化振興に寄与することが期待される。 

⑧ 多くの市民がより身近な場所で質の高い国内外の文化芸
術を鑑賞することができ、鑑賞機会の充実が図られる。 

５ 
令和２年度当初予算へ反映し

た内容 

・学校訪問事業 

・活動家支援事業 

・収蔵美術品等経費 

・フォトシティさがみはら事業費 

・アートラボはしもと再整備事業 

・文化財調査・普及員全体会の開催 

・文化財保護審議会の開催 

・小原宿本陣の保存活用計画策定準備作業 
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No. 項 目 内 容 

・津久井城の調査 
・「はやぶさ２」帰還関連事業（ただし実施場所未定）を実施

する。 

令和元年度 

当初予算 
１，０８４，５８９千円 

令和２年度 

当初予算 
８２６，３１７千円 

 

■改善工程表 

No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第１四半期 

【Ｒ2.1 月～3 月】 

第２四半期 

【Ｒ2.4 月～6 月】 

第３四半期 

【Ｒ2.7 月～9 月】 

第４四半期 

【Ｒ2.10 月～12 月】 

① 

③ 

・次期文化芸術
振興プランの
策定作業 

・ユニコムプラ
ザさがみはら
で の 市 収 蔵
美 術 品 展 の
開催 

 
 
 
 
 
 
 
・フォトシティさ

がみはら 20
周 年 事 業 の
準備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・活用事業の充

実を図るため
の令和 2 年度
事 業 計 画 の
作成 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・フォトシティさ

がみ はら 20
周 年 事 業 の
開催 

・活動家支援事
業の実施 

・学校訪問事業
の充実 

 
 
・ＬＩＮＥ公式ア

カウントの活
用による情報
発信 

・芸術家情報の
蓄積・発信 

 
 
・活用事業の実

施 
 
 
 
・ ボ ラ ン テ ィ ア

研修 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・同左 
 
 
 
・同左 
 
・同左 
 
・日露交歓コン

サートの開催 
・同左 
 
 
 
・同左 
 
 
 
・同左 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
・市民文化祭の

実施（ これま
での 18 部門
に加え（仮称）
パフォーマン
ス フ ェ ス テ ィ
バルを開催） 

 
・同左 
 
 
 
・同左 
 
・同左 
 
・和楽器コンサ

ートの開催 
・同左 
 
 
 
・同左 
 
・文化関連特設

サイト整備準
備 

・同左 

 
 
 
・ ボ ラ ン テ ィ ア

研修 



63 

No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

② 

・指定管理者に
よる事業の実
施 

・同左 

 

・同左 

 

・同左 

 

④ 

・ＳＩＣ等との協
議を行い、文化
産業の振興に
繋がる 事業の
在 り 方 を 検 討
する。 

・企業訪問等に
よ る ニ ー ズ 調
査とマッチング
の実施。 

・同左 ・ マ ッチ ン グを
行うための効
果的な体制づ
くり に 向 けた
検討 

⑤ 

  
 
 
 
・川尻石器時代

遺 跡 用 地 取
得交渉 

・文化財保護審
議会の開催 

 
 
・川尻石器時代

遺 跡 用 地 取
得交渉 

・小原宿本陣の
保 存 活 用 計
画 策 定 準 備
作業（耐震診
断等） 

・川尻石器時代
遺 跡 用 地 取
得交渉 

⑥ 

・美術系大学と
の連携協議 

 
・令和元年度津

久 井 城 発 掘
調 査 成 果 の
展 示 （ 博 物
館） 

・美術系大学と
の新たな連携
事業の実施 

・津久井城市民
調査グループ
研 修 （ 博 物
館・県公園協
会との連携事
業） 

・同左 
 
 
・津久井城市民

調査グループ
研 修 （ 博 物
館・県公園協
会との連携事
業） 

・同左 
 
 
・津久井城の調

査 （ 博 物 館 ・
県公園協会と
の連携事業） 

⑦ 

 ・ 「はやぶさの
日」記念事業
の企画・実施 

 ・「はやぶさ２」
帰 還 関 連 事
業の企画・実
施 

⑧ 

・市収蔵美術品
展の開催 

 ・市収蔵美術品
展の開催 

 

・同左 
 
・フォトシティさ

がみはら作品
展の開催 

・芸術家協会展
の開催 

２ 

対 応 方 針 及 び 改 善 工 程  

スケジュールの評価 

※記載欄内の番号は「対応方針１」

の番号と一致している 

取組結果に対する分析・評価（第２四半期までの取組状況） 

 

取組結果により得られた具体的な成果及び第４四半期終了時点で見込まれる効果 

 

３ 
（ ２ に 対 す る ） 総 合 計 画  

審議会のモニタリング評価 
 

４ 
３（総合計画審議会からの

評価）を受けての改善策 
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基本目標Ⅲ やすらぎと潤いがあふれる環境共生都市         

施策名 No．３７ 魅力ある観光の振興 所管局 環境経済局 局長名 岡 正彦 

 

■平成３０年度実績データ 

指標 No. 指標名 
目標値 

（ａ） 

実績値 

（ｂ） 

達成率（％） 

（b/a 又は a/b） 
評価 

成果指標１ 入込観光客数 1,452 1,156 79.6％ Ｃ 

成果指標２ 1 人あたりの観光客消費額 1,450 1,257 86.7％ Ｂ 

業績評価指標１ アンテナショップ（sagamix）の販売実績 191.0 206.7 108.2％ Ａ 

業績評価指標２ 観光人材育成研修の参加者 250.0 - - - 

業績評価指標３ 相模原市観光協会ホームページアクセス数 250.0 158.3 63.3％ Ｃ 

１次評価 

（所管局による内部評価） 
Ｂ 

２次評価 

（総合計画審議会による外部評価） 
Ｃ 

 

■対応方針 

No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建議書における総合計画  

審議会からの意見 

 

 

 

 

① 業績評価指標「観光人材育成研修の参加者」に対応する成
果指標が設定されていないが、どのような成果を達成するた
めに業績評価指標が設定されているのかが市民に分かるよ
うに体系の明確化を図られたい。 

② 成果指標「入込観光客数」が３年連続でＣ評価であり、し
かも達成率は低下傾向にある。もう一つの成果指標「１人あ
たり観光客消費額」も３年連続Ｂ評価で目標達成されていな
い。また、業績評価指標「相模原市観光協会ホームページア
クセス数」も３年連続で目標達成されず、最新年度はＣ評価
に落ち、しかも達成率は低下傾向にある。これらは、「環境
経済局」が自ら目標値・指標を設定し、市民とその達成を約
束したものであり、施策の成果について市民に対してきちん
とした説明責任を果たすためにも目標達成されたい。 

③ 総合評価の自己評価はＢ評価となっている。だが、前述の
成果目標、業績目標の達成状況から判断するとＣ評価が妥当
であり、担当セクションの奮起を期待したい。 
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

建議書における総合計画  

審議会からの意見 

④ 個人旅行中心の時代で、体験型観光の増加や経験価値の重
視など、観光ニーズは多様化している。外国人も含めて、魅
力的な「シナリオ」を用意する必要がある。一方で、特定時
期に特定イベントに観光客が集中すると、交通渋滞などによ
り十分に集客できないという課題もあるため、需要の平準化
も重要であることに留意されたい。 

⑤ 取組の方向「都市の魅力と豊かな自然資源を生かした観光
振興」に、「自然や歴史、文化を生かした体験・交流型のプ
ログラムの提供」とあるが、このような観光の質（魅力向上）
に関する目標の設定を検討されたい。 

⑥ 観光振興をどのように展開していくかという施策構造が
明確になっていない。どのような効果を見込んでどのような
取組を進めるのかという点を明らかにした上で、エコツーリ
ズムやアグリツーリズムなど、観光振興に関する主体的な観
光政策の立案により体系的な魅力づくり方策を検討された
い。また、観光振興では、“観光客の増加”は手段であり、
“地域が潤うこと”が目的である点に留意されたい。様々な
産業や施設、市民を含む担い手が一体となって観光振興に関
わっていく事業展開を検討されたい。 

⑦ 観光施策には、魅力的な景観の形成など、都市計画施策と
の関連性が強く、横断的な取組を具体化されたい。 

⑧ 民間活力の活用について、より積極的な企業との連携によ
るプロモーション等を検討されたい。 

２ 

課題の分析 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 人材育成事業に係る成果をどのように捉えるか、なにをも
って測るのかが難しい面がある。 

② イベントや四季折々の自然等、観光交流に繋がる魅力を発
信する力が弱いと感じており、情報発信力の強化が必要であ
るとともに、受入環境の整備が必要と考えている。 

③ 本市には５つの湖（ダム湖）が存在し、豊かな自然を有し
ているが訴求力は乏しく、今までの計画に新たな視点を加え
て、施策を検討する必要があると考えている。 

④ イベントについては、長い歴史をもつものも多く、その開
催時期をずらして平準化を図ることは難しい面がある。イベ
ント以外にも年間をとおして楽しめる観光プログラムの開
発等が必要である。 

⑤ 観光の質というのは、観光客の満足度であると考えるが、
それらを図るためには、アンケート調査が適していると思う
が、実施方法について検討が必要である。 

⑥ 本市が観光振興に取り組む目的を明確にする必要がある
とともに、観光振興に関する推進体制の構築を図る必要があ
る。 

⑦ 検討部会のような、意見交換等を行える、庁内横断的な連
携体制の維持。 

⑧ 企業の協力を得るためにも、企業にもメリットのある連携
を検討する必要がある。 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

 

 

① 業績評価指標「観光人材育成研修の参加者」は、成果指標
「入込観光客数」に対応するものであるとして、施策体系を
明確化するよう表記を改める。 

② 2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、
外国人観光客を主ターゲットに近隣都市と進めている広域
連携事業や、市民協働提案事業を活用した高尾山登山客の誘
客を促す環境整備事業等を進めており、今後も目標達成に向
け引き続き取り組んでいく。 

なお、観光行事における天候等の影響などによる年ごとの
増減があることから、中長期的な視点から成果を検証すべき
ものと考える。 

③ 今後、少子高齢化が進行する中、地域の再生や活性化の有
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

力な手段として、観光に対する期待がますます高まり、訪日
外国人観光客の増加などを背景として、国内外の観光客の獲
得に向けた都市間の競争が激しくなることから、観光を産業
の柱の一つと見据え、本市の個性を際立たせるような、新た
な視点による観光施策を推進する。 

④ 年間を通じて一定の観光客と観光消費を受け入れて需要
を平準化させることは、観光客にとっては、ゆとりある快適
な旅の実現のほか、受け入れ側としては、安定した収入の確
保に繋がる等メリットがあることから、需要の平準化にも留
意しつつ施策を推進していく。 

⑤ 観光の質に関する目標の設定として、体験・交流型のプロ
グラムの参加者に対するアンケート等の実施による満足度
調査について検討する。 

⑥ 現在、令和 2 年度を計画開始年度とする「第 3 次相模原市
観光振興計画（案）」の策定を進めている。 

その中で、目指すべき将来像の一つとして、「国内外から
の交流人口の増加に伴う、既存産業の発展や新たなビジネス
チャンスの創出によって、地域経済の活性化が促進されてい
る」ことを掲げているほか、目指すべき将来像の実現に向け
た基本方針として、「地域主導型の推進体制づくり」、「多様
な産業との連携による観光交流の創出」を定めており、これ
らの方針に基づき、多様な担い手と一体となって施策を推進
することで、観光による交流人口を増加させ、地域経済の活
性化を促進させていく。 

⑦ 豊かな自然と調和し、点在する歴史的・文化的資源を生か
した景観形成など、庁内横断的な取組を進めていく。 

⑧ 民間企業も会員として多く在籍する市観光協会の協力を
得ながら、企業との連携によるプロモーション等を検討す
る。 

４ 

改善によって見込まれる効果 

【対応方針の目的・意図】 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 観光施策の効果を市民に分かりやすく伝えることができ
る。 

② 近隣市との連携による相乗効果により情報発信力を強化
することができる。 

③ 本市の個性を際立たせるような新たな視点による観光施
策を推進することで誘客を促すことができる。 

④ 年間を通した需要の平準化により観光資源の多面的な活
用に繋げることができる。 

⑤ 満足度を調査することで、観光プログラム等の改善を図る
ことができ、更なる誘客に繋げることができる。 

⑥ 新たな観光振興計画の着実な推進により、交流人口の増加
による、地域経済の活性化が促進される。 

⑦ 観光に資する魅力的な景観形成により本市への誘客が促
される。 

⑧ 企業等の協力を得ながら情報発信力の強化が図られる。 

５ 
令和２年度当初予算へ反映し

た内容 

広域連携事業の継続 1,701 千円（R1） 1,701 千円（R2） 

市民協働事業の継続 3,227 千円（R1）  3,227 千円（R2） 

令和元年度 

当初予算 
4,928 千円 

令和２年度 

当初予算 
4,928 千円 
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■改善工程表 

No. 項 目 内 容 

１ 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

 
第１四半期 

【Ｒ2.1 月～3 月】 

第２四半期 

【Ｒ2.4 月～6 月】 

第３四半期 

【Ｒ2.7 月～9 月】 

第４四半期 

【Ｒ2.10 月～12 月】 

① 
人材育成事業の

見直し 

見直し後の内容

による人材育成

事業の実施 

同左 同左 

② 

広域連携事業や 

市民協働事業の

継続 

同左 同左 同左 

③ 
新相模原市観光

振興計画の推進 

第 3 次相模原市

観光振興計画の

推進 

同左 同左 

④ 
平準化に向けた

考察・検討 
同左 同左 同左 

⑤ 

観光プログラム

の体験者アンケ

ートの検討 

アンケート実施 同左 同左 

⑥ 
第 3 次観光振興

計画の策定 

第 3 次相模原市

観光振興計画の

推進 

同左 同左 

⑦ 
景観検討部会へ

の参画 
同左 同左 同左 

⑧ 

市観光協会等と

の協力による観

光プロモーション 

同左 同左 同左 

２ 

対 応 方 針 及 び 改 善 工 程  

スケジュールの評価 

※記載欄内の番号は「対応方針１」

の番号と一致している 

取組結果に対する分析・評価（第２四半期までの取組状況） 

 

取組結果により得られた具体的な成果及び第４四半期終了時点で見込まれる効果 

 

３ 
（ ２ に 対 す る ） 総 合 計 画  

審議会のモニタリング評価 
 

４ 
３（総合計画審議会からの

評価）を受けての改善策 
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基本目標Ⅳ 活力にあふれ多様な交流が生まれる広域交流拠点都市   

施策名 No．４０ 
新たな産業拠点の形成と地域の

拠点の活性化 
所管局 都市建設局 局長名 田雜 隆昌 

 

■平成３０年度実績データ 

指標 No. 指標名 
目標値 

（ａ） 

実績値 

（ｂ） 

達成率（％） 

（b/a 又は a/b） 
評価 

成果指標１ インターチェンジ周辺の企業立地件数 16 14 87.5％ Ｂ 

業績評価指標１ 
土地区画整理事業等における使用収益開

始面積 
22.50 17.10 76.0％ Ｃ 

１次評価 

（所管局による内部評価） 
Ｃ 

２次評価 

（総合計画審議会による外部評価） 
Ｃ 

 

■対応方針 

No. 項 目 内 容 

１ 
建議書における総合計画  

審議会からの意見 

① 成果指標「インターチェンジ周辺の企業立地件数」が３年
連続Ｂ評価で推移している。これは、施策の最終的な成果と
して達成を市民と約束したものであり、目標達成を図られた
い。 

② 業績評価指標「土地区画整理事業における使用収益開始面
積」が目標未達成であり、しかもＣ評価である。目標達成を
図られたい。 

２ 

課題の分析 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 麻溝台・新磯野第一整備地区については、産業系共同売却
街区（43 街区）の立地事業候補者を平成 30 年４月に決定し
たが、平成 30 年度の地中障害物の調査において、想定外の
量の地中障害物が発出し、工事に遅れが生じ、同街区の引き
渡しの見通しが立っていない。 

② 麻溝台・新磯野第一整備地区については、平成 30 年度の
地中障害物の調査において、想定外の量の地中障害物が発出
し、工事に遅れが生じており、企業立地が可能となる土地の
使用収益の開始はなかった。 

３ 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業について
は、大量の地中障害物の発出に伴い処理方法や費用負担等に
ついて現在の取扱方針では対応できない事例が生じたこと
等から令和元年６月に一時立ち止まり、検証組織による検証
を進めている。１１月の検証経過の報告では、再開にあたっ
ては事業計画の変更を検討したうえで慎重な判断が必要と
の方向性が示されており、事業計画の変更等に向け必要な課
題の整理及び課題の解決に向けた取組を進める。 

また、相模原インターチェンジ周辺新拠点まちづくり事業
については、地元検討組織とともに引き続き事業実施に向け
た検討を進める。 

② 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業について
は、大量の地中障害物の発出に伴い処理方法や費用負担等に
ついて現在の取扱方針では対応できない事例が生じたこと
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No. 項 目 内 容 

等から令和元年６月に一時立ち止まり、検証組織による検証
を進めている。１１月の検証経過の報告では、再開に当たっ
ては事業計画の変更を検討したうえで慎重な判断が必要と
の方向性が示されており、事業計画の変更等に向け必要な課
題の整理及び課題の解決に向けた取組を進める。 

４ 

改善によって見込まれる効果 

【対応方針の目的・意図】 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 企業立地件数の増が見込まれる。 
② 使用収益開始面積の増が見込まれる。 

５ 
令和２年度当初予算へ反映し

た内容 

当麻地区整備促進事業：換地処分に伴うシステム改修経費 

麻溝台・新磯野地区整備推進事業：検証期間中も必要な経費 

相模原インターチェンジ周辺新拠点まちづくり事業：予算なし 

令和元年度 

当初予算 
3,002,728 千円 

令和２年度 

当初予算 
596,488 千円 

 

■改善工程表 

No. 項 目 内 容 

１ 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

 
第１四半期 

【Ｒ2.1 月～3 月】 

第２四半期 

【Ｒ2.4 月～6 月】 

第３四半期 

【Ｒ2.7 月～9 月】 

第４四半期 

【Ｒ2.10 月～12 月】 

① 

検証結果の報

告 

課題の整理 

課題の整理・検

討 

課題の整理・検

討 

課題の整理・検

討 

② 

検証結果の報

告 

課題の整理 

課題の整理・検

討 

課題の整理・検

討 

課題の整理・検

討 

２ 

対 応 方 針 及 び 改 善 工 程  

スケジュールの評価 

※記載欄内の番号は「対応方針１」

の番号と一致している 

取組結果に対する分析・評価（第２四半期までの取組状況） 

 

取組結果により得られた具体的な成果及び第４四半期終了時点で見込まれる効果 

 

３ 
（ ２ に 対 す る ） 総 合 計 画  

審議会のモニタリング評価 
 

４ 
３（総合計画審議会からの

評価）を受けての改善策 
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施策名 No．４５ 安全で快適な住環境の形成 所管局 都市建設局 局長名 田雜 隆昌 

 

■平成３０年度実績データ 

指標 No. 指標名 
目標値 

（ａ） 

実績値 

（ｂ） 

達成率（％） 

（b/a 又は a/b） 
評価 

成果指標１ 住環境のルールを定めている地区の数 60 60 100％ Ａ 

成果指標２ 住宅の耐震化率 93.0 91.2 98.1％ Ｂ 

業績評価指標１ 戸建て住宅の耐震診断補助申請件数 50 32 64.0％ Ｃ 

業績評価指標２ マンション管理セミナー参加者数 50 58 116.0％ Ａ 

１次評価 

（所管局による内部評価） 
Ｂ 

２次評価 

（総合計画審議会による外部評価） 
Ｂ 

 

■対応方針 

No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建議書における総合計画  

審議会からの意見 

 

 

 

 

 

 

① 業績評価指標「マンション管理セミナー参加者数」に対応
する成果指標が設定されていない。どのような成果を達成す
るために業績評価指標が設定されているのかが市民に分かる
ように体系の明確化を図られたい。 

② 成果指標「住宅の耐震化率」が、３年連続Ｂ評価で目標未
達成であり、市民と約束したとおり目標達成を図られたい。
また、毎年成果を公表して市民に説明責任を果たさねばなら
ず、評価時期に合わせて数値が得られるような成果指標を検
討されたい。「住宅の耐震化率」は参考指標として調査年度ご
とでの公表が求められる。 

③ 市営住宅の供給に力を入れるということであるが、今日、
住宅総数が世帯総数を上回り空き家が増え、国も空き家を準
公共住宅として活用するという方向を示している。今後、人
口減少・高齢化で空き家、空き室の急増が予想される。空き
家等の活用で建設コストを抑えたり、団地の空き室を介護支
援施設、認知症支援施設等に切り替えたり、既存施設を活用
するリノベーションの時代にあり、従来型の住宅政策の発想
を切り替える必要がある。 

④ 地区計画や建築協定は、良好な住環境の保護という面では
大きな効果を持つが、一方で、住宅以外の用途を認めない住
宅地形成となりがちである。今後、人口減少・高齢化が進行
する社会においては、生活者のライフスタイルの変化に応じ
て必要となる福祉施設や店舗等の設置を阻み、柔軟な都市空
間の形成の阻害要因となる可能性があるため、生活者のニー
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 １ 

 

 

 

 

 

 

建議書における総合計画  

審議会からの意見 

ズに柔軟に対応できる地区計画制度の運用を図られたい。 
⑤ マンション管理について相談やアドバイザー派遣を中心に

取り組まれているようであるが、今後はマンションの建替え
問題が増加してくると予想される。住民の合意形成や資金負
担などの難しい課題はあるが、成功例などを研究しつつ、今
後は、他の大都市でみられるように老朽化するマンションの
適正管理を促す条例を制定し、管理組合に管理費や修繕積立
金の報告を義務付ける予防策の実施が求められる。 

⑥ 住民主体の住環境のルールを定めることは重要であるが、
それ自体を目的化するのではなく、行政と市民の連携による
街の環境の質の担保など、実質的な協働の目標を設定するこ
とが重要である。行政だけでは対応が難しい地域課題に対し
て、何を実現していくのかという目的を明確にし、どのよう
な住環境が形成・維持されているかという質的な成果を把握
した上で、取組を推進されたい。 

⑦ 地震の頻発が予想される昨今、住宅の耐震化は、住んでい
る人だけでなく、地域全体に影響がある重要な課題であるの
で、市民への普及啓発を継続しつつ、効果的な住宅耐震化制
度の導入も検討されたい。 

⑧ 住まいのエコ・バリアフリー化への改修費補助申請が低下
しているため、改善策を検討されたい。 

２ 

課題の分析 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① マンション管理セミナーは、マンション居住者等の自主的
な維持管理に対する取り組みへの支援として実施し、セミナ
ーを通じてマンション管理・運営意識の醸成を図ることを目
的としているため、セミナー参加者数を業績評価指標として
設定している。 

② 耐震化率は増加傾向にあるが、耐震診断の申請件数は、平
成２８年度の熊本地震の影響により一時的に急増したもの
の、年々減少している。旧耐震基準の住宅に住む補助対象者
の高齢化が進み、耐震改修の費用負担が課題となっている。
また、耐震化率の算定については、税務部門との基礎数値の
抽出時期の調整を検討する必要がある。 

③ 人口減少が見込まれる中で、公的賃貸住宅の大幅な増加を
見込むことが困難である一方で、民間賃貸住宅では、空き家・
空き室が増加傾向にある。 

  管理戸数の削減に向けて、高齢者向け住宅である借上げ住
宅の返還に伴い、現入居者の保護規定が担保されており、他
の公営住宅へ住み替えができるよう十分に配慮しなければな
らない。 

④ 地区計画等の策定時から人口減少や高齢化など取り巻く環
境が変化したことによる街づくりのルールとのミスマッチが
生じている。 

⑤ マンション管理相談者数は増加傾向にあることから、相談
内容の分析やマンション実態調査の結果を踏まえ、本市にお
けるマンションを取り巻く課題を整理する必要がある。 

⑥ 街づくりのルールを定めた成果を検証する視点が欠如して
いる。 

⑦ 住宅の耐震化は、居住者の生命及び財産を守るだけではな
く、災害時の避難にも寄与するものであることから、避難路
沿道の住宅等についても耐震化を推進する必要がある。 

⑧ 事業実施から７年が経過し、平成２８年度の補助上限額引
き下げ以降、申請件数は減少している。少子高齢化や空き家
の増加など本市の状況に対応するため、既存住宅を活用した
定住促進策など新たな取組が必要である。 

 

 

 

 

① 「マンション管理セミナー参加者数」はマンション管理・
運営に対する意識の醸成・向上を図る指標として設定したも
のであるため、セミナー参加者の行動により自己のマンショ
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

ンの管理等の改善が図られた事例を成果指標とするなど、成
果と評価の設定が明確となるよう検討する。 

② 耐震診断等補助制度の広報を通じた市民全体への周知に加
え、過去の耐震診断実施者への個別周知の実施とともに、耐
震改修費用に負担を感じている補助対象者に対し耐震シェル
ター等の一部屋耐震に関する補助制度の周知方法を検討す
る。また、令和２年度の市耐震改修促進計画の改定に合わせ、
税務部門と住宅の除却や建て替え時の課税にかかる課題の整
理及び耐震化率の算定基礎情報の提供時期を調整し、評価時
期に合わせた成果指標を検討する。 

③ 民間賃貸住宅の空き家・空き室を活用し、低額所得者、高
齢者などをはじめとする住宅確保要配慮者の入居を拒まない
セーフティネット住宅の登録を促進し、公的賃貸住宅との両
輪による重層的な住宅セーフティネットの構築を図り、令和 9
年度までに 500 戸の登録を目指すため、年間約 60 戸の登録を
目標とする。 

人口減少により市営住宅需要が減少すると予想されること
から、適正な管理戸数へと削減しながら、今あるストックを
総合的に活用し、供給できるよう見直す。 

令和５年度から１５年度までの期間、ストック数削減のた
め、随時、契約期間満了となる借上げ住宅を返還していく。 

適正な管理戸数へと削減するため、従来型の住宅政策を切
り替える。 

④ 地区計画や建築協定は目指すべき街の姿に向け、地域住民
が主体となって街づくりのルールを検討し、定めるもので、
市は街づくり活動推進条例に基づき、それらの取組に対し、
街づくりアドバイザーの派遣等の支援を行っている。街づく
りアドバイザーからは専門的な見地で人口減少や高齢化への
対応も含めた地域の将来を見据えた的確なアドバイスをいた
だいている。 

今後も引き続き、街づくり活動推進条例に基づき、地域の
将来を見据えた住民主体の街づくりを推進していく。 

⑤ これまでのマンション管理相談における相談内容及び平
成３０年度の市内マンションへの実態調査の結果等を分析
し、本市のマンションの課題を整理する。また、国のマン
ション施策や他市におけるマンション管理に係る条例等の
制定状況を研究し、新たなマンション支援策について検討
する。 

⑥ 住民主体による街づくり活動の取組は、街づくりのルール
を策定した後の運用や、その実効性が重要と考えており、そ
の成果を把握し、共有することは自らの街への愛着につなが
るなど様々な効果があると捉えている。 

次期相模原市総合計画基本計画においては、より質的な成
果を把握するため住環境に対する満足度等を指標化すること
とし、取組を進めていく。 

⑦ 戸建住宅等の補助対象者への普及啓発活動とともに、避難
路沿道の住宅等の所有者へ補助制度の周知及び申請サポート
を実施する。 

⑧ 中古住宅を購入し、リフォームする若年・子育て世帯に対
する支援や高齢期を迎える世帯に対するバリアフリーや断熱
改修等への支援等、新たな支援策について、令和３年度から
の実施に向けて検討を進めていく。 
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No. 項 目 内 容 

４ 

改善によって見込まれる効

果 

【対応方針の目的・意図】 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① マンションセミナーの参加者への事後調査を通じたマンシ
ョン管理組合等への体系的な支援により、マンションの適正
な管理・運営が図られる。 

② 過去の耐震診断実施者からの耐震改修工事の申請が見込ま
れ、また住宅の除却や建て替えにより耐震化率が増加する。 

③ 民間賃貸住宅の空き家・空き室をセーフティネット住宅と
して登録することによって、既存住宅の活用が図られる。 

  真に住宅に困窮する世帯の居住を安定確保でき、空き家の
余剰の発生を防ぐとともに、借上げ住宅の賃借料等のコスト
削減ができる。 

④ 街づくりのルールが地域の課題にマッチしたものに改善さ
れる。 

⑤ マンションの適切な維持管理が促進される。 
⑥ 街づくりの成果が定量的に把握できる。 
⑦ 避難路沿道の住宅等の耐震化を促進することにより、災害

時における市民全体の生命及び地域の安全が図られる。 
⑧ 若年・子育て世帯の定住促進や既存住宅ストックの有効活

用、高齢期を迎える世帯が住み慣れた地域に健康で快適に住
み続けることのできる住環境の創出が図られる。 

５ 
令和２年度当初予算へ反映し

た内容 

 

令和元年度 

当初予算 
181,601 千円 

令和２年度 

当初予算 
467,682 千円 

 

■改善工程表 

No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

 

 

 

 

 

 

 

 
第１四半期 

【Ｒ2.1 月～3 月】 

第２四半期 

【Ｒ2.4 月～6 月】 

第３四半期 

【Ｒ2.7 月～9 月】 

第４四半期 

【Ｒ2.10 月～12 月】 

① 

市内対象マン
シ ョ ン の 抽
出・整理 

マンション管
理セミナーの
テーマ及び実
施形態等の検
討 

セミナー周知、
実施 

参加アンケー
トの集計、事後
調査の検討 

② 

〇耐震診断実
施者情報の整
理・対象者の抽
出 
〇税務部門と
の調整 

〇耐震診断実
施者への制度
の再周知 
〇耐震改修促
進計画の検討 

〇耐震改修促
進計画の検討 
〇税務部門と
の調整 

〇耐震改修促
進計画の検討 
〇税務部門と
の調整 

③ 

セーフティネ
ット住宅の登
録基準の緩和 

〇国・県と連携
し、不動産関係
団体等へセー
フティネット
住宅の登録を
依頼 
〇住替え用に
直接建設の高
齢者向け住戸
の選定 
〇住替え用に

〇国・県と連携
し、不動産関係
団体等へセー
フティネット
住宅の登録を
依頼 
〇住替え用に
直接建設の高
齢者向け住戸
の選定 
〇住替え用に

〇国・県と連携
し、不動産関係
団体等へセー
フティネット
住宅の登録を
依頼 
〇高齢者向け
住戸改修の工
法確立 
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

直接建設の一
般向け住戸を
高齢者向け住
戸に改修する
ための調査・研
究 

直接建設の一
般向け住戸を
高齢者向け住
戸に改修する
ための調査・研
究 

④ 

街づくりのル
ールの検討（改
善を含む）中の
地域（R2.1 現
在 8 地区）にお
いて、将来を見
据えたアドバ
イス等支援の
実施 

街づくりのル
ールの検討（改
善を含む）中の
地域（R2.1 現
在 8 地区）にお
いて、将来を見
据えたアドバ
イス等支援の
実施 

街づくりのル
ールの検討（改
善を含む）中の
地域（R2.1 現
在 8 地区）にお
いて、将来を見
据えたアドバ
イス等支援の
実施 

街づくりのル
ールの検討（改
善を含む）中の
地域（R2.1 現
在 8 地区）にお
いて、将来を見
据えたアドバ
イス等支援の
実施 

⑤ 

マンション相
談及びマンシ
ョン実態調査
結果の集計・分
析 

マンション相
談及びマンシ
ョン実態調査
結果の集計・分
析 

他市条例及び
マンション問
題への取り組
み事例の研究 

新たな事業の
検討 

⑥ 

街づくり活動
等の取組の実
施 

新・総合計画基
本計画におけ
る質的な成果
を把握するた
めの指標化と、
達成に向けた
取組の実施 

成果指標の把
握と、達成に向
けた街づくり
活動等の取組
の実施 

成果指標の把
握と、達成に向
けた街づくり
活動等の取組
の実施 

⑦ 

避難路沿道の
住宅等所有者
への補助制度
周知及び申請
サポート 

避難路沿道の
住宅等所有者
への補助制度
周知及び申請
サポート 

避難路沿道の
住宅等所有者
への補助制度
周知及び申請
サポート 

避難路沿道の
住宅等所有者
への補助制度
周知及び申請
サポート 

⑧ 

既 事 業 の 評
価・検証、本市
の社会情勢に
対する効果的
な事業の検討 

新たな事業の
具体的内容の
検討 

〇新たな事業
の具体的内容
の検討 
〇関係機関と
の調整 

〇新たな事業
の具体的内容
の検討 
〇関係機関と
の調整 

２ 

対 応 方 針 及 び 改 善 工 程  

スケジュールの評価 

※記載欄内の番号は「対応方針１」

の番号と一致している 

取組結果に対する分析・評価（第２四半期までの取組状況） 

 

取組結果により得られた具体的な成果及び第４四半期終了時点で見込まれる効果 

 

３ 
（ ２ に 対 す る ） 総 合 計 画  

審議会のモニタリング評価 
 

４ 
３（総合計画審議会からの

評価）を受けての改善策 
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基本目標Ⅴ 市民とともに創る自立分権都市                  

施策名 No．４９ 行政サービス提供体制の充実 所管局 市民局 局長名 樋口 一美 

 

■平成３０年度実績データ 

指標 No. 指標名 
目標値 

（ａ） 

実績値 

（ｂ） 

達成率（％） 

（b/a 又は a/b） 
評価 

成果指標１ 

求めている行政サービスが、必要なときに身

近な場所で受けることができていると感じる

市民の割合 

89.7 84.3 94.0％ Ｂ 

業績評価指標１ 

諸証明書交付の全体数に占める自動交付

機等、窓口以外での交付件数の割合（諸証

明：住民票、印鑑証明） 

24.0 22.1 92.1％ Ｂ 

１次評価 

（所管局による内部評価） 
Ｂ 

２次評価 

（総合計画審議会による外部評価） 
Ｂ 

 

■対応方針 

No. 項 目 内 容 

１ 
建議書における総合計画  

審議会からの意見 

① 「『施策』、『成果指標』、『事務事業』及び『総合戦略の位
置づけ』の体系」において“道路情報管理システム再構築
事業”、“公共建築物の長寿化計画の策定”の達成すべき成
果、業績がなく、どのような成果、業績を達成するために
これらの事業が設定されているのかが市民に分かるように
体系の明確化を図られたい。 

② 成果指標「求めている行政サービスが必要なときに身近
な場所で受け取ることができると感じている市民の割合」
が８年連続でＢ評価であり、市民と約束した目標達成を図
られたい。また、指標名が長すぎるので簡潔な表現にされ
たい。正確な指標名は注で処理されたい。 

③ 業績評価指標「諸証明書交付の全体数に占める自動交付
機等、窓口以外での交付件数の割合」も２年連続でＢ評価
であり、これらの指標・目標値は「市民局」が自ら設定し
たものであり、目標達成を図られたい。また、指標名が長
すぎるので簡潔な表現にされたい。 

④ 窓口サービスの向上について、コンビニ交付もよいが、
インターネット（スマホ）の使用だけで手続きが完結でき
るようなサービスの実現に向けた検討を図られたい。 

⑤ 今後も、持続的な行政サービスを提供できる自治体運営
を行っていくためには、隣接する地域や同じ課題を持つ地
域と連携した対応も図られたい。 

⑥ 証明書交付における自動交付機とコンビニ交付につい
て、さがみはらカードとマイナンバーカードの使用区別の
周知徹底を引き続き実施されたい。 

⑦ 区役所などにおけるサービスの充実について、区役所や
出先機関は言うまでもなく、各局が所管する “情報センタ
ー”や“支援センター”、“相談センター”などのセンター



76 

No. 項 目 内 容 

機能についても、市民にきめ細かいサービスが提供できる
よう改善・強化を目指されたい。 

⑧ 城山総合事務所周辺の公共施設再編の推進について、全
市的な「モデル事業」として重視し、公民の別なく、多様
な市民や企業と連携し、協力し合って、地区の新たな拠点
づくりを進めていくことを期待する。 

２ 

課題の分析 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① ＜道路情報管理システム再構築事業＞総合計画期間中に
成果が得られるものではないため、成果や業績の指標の設
定が難しい。 
＜公共建築物の長寿命化計画の策定＞令和元年度策定さ
れ、計画の実現に向けての具体的な対応方法（財政、施設
総量の削減、施設の在り方検討）については、今後全庁的
に取組まなければならないものである。 

② コンビニ交付の利用状況が６．３％と低い状況にあり、
コンビニ交付を知っていても利用しない市民が多い。 

③ 令和元年６月末の自動交付機の廃止により、窓口以外で
の交付件数が減少している。また、コンビニ交付サービス
に必要なマイナンバーカードの普及率が１８％と低い状況
にある。 

④ インターネット（スマホ）から行政手続きの申込ができ
る仕組みはあるが、利用可能な行政手続き数が少ない状況
にある。 

⑤ 情報共有のために、他自治体との連携を進める必要があ
る。 

⑥ さがみはらカードが印鑑登録証としての機能があること
を知らない市民が多い。 

⑦ 市民に身近な場所で行政サービスを提供できることは、
市民生活の利便性の向上などにつながるものの、職員配置
など、一定のコストも必要となり、市民ニーズ等を十分に
分析する必要がある。 

⑧・行政サービスの窓口及び貸室の場所が分散している。 
・城山総合事務所と城山保健福祉センターの類似したサー

ビスによって管理・運営が非効率となっている。 
・城山総合事務所本館が老朽化している。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

 

 

 

 

 

① ＜道路情報管理システム再構築事業＞市民サービスの充
実を図るために、窓口のみで提供している各種図面をイン
ターネットでも取得できるようにするための事業である
が、システムの更新自体は次期総合計画期間中に行うもの
であるため、次期総合計画の策定の際は、市民に分かりや
すいよう成果や業績の指標の設定を検討する。 
＜公共建築物の長寿命化計画の策定＞令和元年度までの
新・相模原市総合計画後期実施計画において、公共建築物
の長寿命化計画の策定が事業内容となっていた。取組の方
向や成果指標が明確になっていない部分があったが、次期
総合計画においては、施策４６「公共施設マネジメントの
取組の推進」に移行し、取組の方向として「２公共施設の
長寿命化による効果的・効率的な保全」に位置付け、成果
指標としては、「公共施設の適切な維持・活用に対する満
足度」を設定した。 

② 証明書の交付については、コンビニ交付サービスを活用
するよう、地域情報紙等、様々な媒体を利用し周知を図る
とともに、利用に向けた実態を把握分析する。 

指標名を改め、次期総合計画において、令和９年度には
満足度が７３．１％になることを目標として、「行政サー
ビスの利便性満足度」として指標を設定する。 

③ コンビニ交付サービスの普及の前提となるマイナンバー
カードの取得促進として、申請補助説明会の開催回数を増
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

やすとともに、各区に臨時交付窓口等を開設して交付時間
を拡大する。 

指標名を改め、次期総合計画において、マイナンバーカ
ードの普及によるコンビニ交付数の増加などを踏まえ、
「住民票の写し、印鑑登録証明書を窓口以外で交付した割
合」として指標を設定する。 

④ 市民が市役所の窓口へ出向くことなく、インターネット
（スマホ）の使用だけで手続きが完結できるサービス（電
子申請等）の導入を推進する。 

⑤ 戸籍住民事務運営協議会において、情報・意見交換を行
うとともに、県内指定都市や隣接する自治体、同じ課題を
持つ地域と必要に応じて情報共有や課題の解決に向けた調
整を図る。 

⑥ 令和元年６月末で自動交付機は廃止したが、引き続きさ
がみはらカードが必要となるため、広報やホームページを
通じて周知を図るとともに、来所の機会をとらえて窓口で
の案内も進めていく。 

⑦ 市民ニーズや効率的な行政運営など様々な観点から、提
供する行政サービスや市民が求める利便性など、各局が所
管するセンター機能なども踏まえて、区域における行政サ
ービスのあり方について検討を進める。 

⑧ 市公共施設マネジメント推進プラン及び「城山総合事務
所周辺公共施設再編方針」に基づき、市民の利便性向上、
公共施設の有効活用及び管理・運営の効率化を図るための
拠点づくり（機能再編）とともに、城山総合事務所本館の
解体に向け、地域や民間と連携し、持続可能な公共サービ
スを推進する。 

４ 

改善によって見込まれる効

果 

【対応方針の目的・意図】 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① ＜道路情報管理システム再構築事業＞事業の目的や効果
が判りやすくなる。 
＜公共建築物の長寿命化計画の策定＞公共建築物の長寿
命化を図り、計画的な維持・保全を行うことにより、 

１．財政の負担の軽減と平準化を図ることが可能となる。 
２．安全で快適な公共建築物の供用が図ることが可能となる。 
② 市民の求めているサービスについて、高い満足度が得ら

れる。 
③ 諸証明書の取得について、身近なコンビニ交付を利用す

ることで、窓口の混雑解消にもつながり市民の利便性が向
上する。 

④ 市民等が行政手続等にかける時間を、令和２年度から５
年度までの４年間で１，０００時間以上削減する。 

⑤ 他自治体の状況を把握することで、より効率的・効果的
なサービスを提供できるとともに、共通する課題について
は、国等への要望につなげることができる。 

⑥ さがみはらカードとマイナンバーカードの理解や適切な
利用が可能となる。 

⑦ 本市の実情や市民ニーズに合った区域における行政サー
ビスが提供できるようになり、市民の利便性が向上する。 

⑧・城山保健福祉センターを公民館に用途変更し、市民活動
スペース（貸室）の集約化・充実等により、市民活動の
拠点性の向上が図られる。 

・窓口・事務室（関連団体含む）を城山総合事務所に集約
し、サービスのワンストップ化を図るとともに、既存ス
ペースを活用した行政サービスの充実が図られる。 

・集約化等により未利用となった土地は、市や地域として
の有効活用が図られる。 
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No. 項 目 内 容 

５ 
令和２年度当初予算へ反映し

た内容 

③ インフラ整備（端末設置等）、申請補助説明会事務委託費、
カード交付窓口非常勤職員賃金等 

④ 電子申請システムが、次期システムへ切り替わることに
より負担金の見直しが行われる（▲１，０７３千円） 

⑧・城山総合事務所本館解体工事基礎調査 
・城山総合事務所第 1 別館空調設備改修工事 

令和元年度 

当初予算 

９２，３８０千円 

内訳 ①2,222 千円 

③117 千円 

④4,684 千円 

⑧85,357 千円 

令和２年度 

当初予算 

３４３，９４０千円 

内訳 

③258,192 千円 

④3,611 千円 

⑧82,137 千円 

 

 

■改善工程表 

No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第１四半期 

【Ｒ2.1 月～3 月】 

第２四半期 

【Ｒ2.4 月～6 月】 

第３四半期 

【Ｒ2.7 月～9 月】 

第４四半期 

【Ｒ2.10 月～12 月】 

① 

＜道路情報管
理システム再
構築事業＞ 
成果や業績の
指標の設定を
検討 
＜公共建築物
の長寿命化計
画の策定＞ 
計画の策定 

 
 
 
成果や業績の
指標の設定を
検討 
 
 
 
次期総合計画
施策４６によ
り事業実施 

 
 
 
― 
 
 
 
 
次期総合計画
施策４６によ
り事業実施 

 
 
 
― 
 
 
 
 
次期総合計画
施策４６によ
り事業実施 

② 

コンビニ交付
サービスの更
なる周知に向
けた検討 

コンビニ交付
サービスの更
なる周知 

 
 
アンケートに
よる調査 

 
 
結果分析・対応
策の検討 

③ 

マイナンバー
カード申請補
助説明会の拡
大に向けた検
討 
マイナンバー
カード交付窓
口拡大に向け
た検討 

マイナンバー
カード申請補
助説明会の実
施 
 
 
 

 
 
 
 
マイナンバー
カード交付窓
口の拡大 

 

③ 

・電子申請シス
テム次期シス
テム稼働準備 
・手続き電子化
に伴う関係課
調整 

・次期システム
サービス開始 
 
・手続き電子化
に伴う関係課
調整 

 
 
 
・手続き電子化
に伴う関係課
調整 

 
 
 
・手続き電子化
に伴う関係課
調整 



79 

No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

⑤ 

県内政令市と
の意見交換 

 

 
 
戸籍住民事務
運営協議会で
の情報交換 

 

⑥ 

さがみはらカ
ードとマイナ
ンバーカード
の使用区別に
ついて周知の
検討 

広報・ホームペ
ージ等での周
知 
チラシの配架 
 

  

⑦ 

区役所機能強
化に向けた検
討及び区域に
おける行政サ
ービスのあり
方について検
討 

   

⑧ 

機能再編 
・窓口の集約 
・市民活動スペ
ースの充実 

・本館解体工事
基礎調査 
・第 1 別館空調
設備改修 

・本館解体工事
基礎調査 

・次年度実施事
業内容の確認 

２ 

対 応 方 針 及 び 改 善 工 程  

スケジュールの評価 

※記載欄内の番号は「対応方針１」

の番号と一致している 

取組結果に対する分析・評価（第２四半期までの取組状況） 

 

取組結果により得られた具体的な成果及び第４四半期終了時点で見込まれる効果 

 

３ 
（ ２ に 対 す る ） 総 合 計 画  

審議会のモニタリング評価 
 

４ 
３（総合計画審議会からの

評価）を受けての改善策 
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（３） 平成３０年度「改善工程表モニタリング」結果について（施策別各論） 

＊平成２９年度実績に基づく平成３０年度２次評価において、Ｂ評価の施策 

 

基本目標Ⅰ 誰もが安全でいきいきと暮らせる安心・福祉都市          

施策名 No．１ 地域福祉の推進 所管局 健康福祉局 局長名 熊坂 誠 

 

■平成２９年度実績データ 

指標 No. 指標名 
目標値 

（ａ） 

実績値 

（ｂ） 

達成率（％） 

（b/a 又は a/b） 
評価 

成果指標１ 
地域で、住民が互いに支えあっていると感じ

る市民の割合 
42.8 40.3 94.2％ Ｂ 

業績評価指標１ 
ボランティア登録制度（いるかバンク）の登録

者数 
929 745 80.2％ Ｂ 

業績評価指標２ ノンステップバスの導入率 35.6 35.1 98.6％ Ｂ 

１・２次評価 

（所管局・企画政策課による内部評価） 
Ｂ 

３次評価 

（総合計画審議会による外部評価） 
Ｂ 

 

■対応方針 

No. 項 目 内 容 

１ 
建議書における総合計画  

審議会からの意見 

① 市民と達成を約束した成果指標「地域で、住民が互いに
支えあっていると感じる市民の割合」及び業績評価指標
「ボランティア登録制度の登録者数」「ノンステップバス
の導入率」はいずれも目標未達成であり、その具体的な達
成方策を実施されたい。 

② 成果指標「地域で、住民が互いに支えあっていると感じ
る市民の割合」の目標値の算出方法が市民には分かりにく
い。次期総合計画では、アンケート結果とサロン設置数を
分け、前者を成果指標、後者を業績評価指標で設定された
い。 

③ ノンステップバスの導入率とともに、市民の接する機会
の多い道路・公園・駅のバリアフリー化の件数を業績評価
指標として設定されたい。 

④ コミュニティソーシャルワーカーの活動について市民
に分かりやすい業績指標や事業実施のガイドラインを設
定し、定期的に評価されたい。 

⑤ サロンの活動実態や参加者数を把握しながら、サロンの
地域での自主的な運営を促すように支援されたい。 

⑥ 「地域ネットワーク会議」を有効に活用し、障害、高齢、
子育て、教育などの庁内横断的な取組を進められたい。 
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No. 項 目 内 容 

２ 

課題の分析 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 「ボランティア登録制度の登録者数」については、平成
２６年度から平成２８年度にかけて、減少若しくは横ばい
で推移しており、達成率の上昇は見られたものの、目標値
には達していない状況である。新たな担い手の確保が継続
した課題となっている。また、ノンステップバスについて
は、当初の予定台数を導入することが出来たが、以前に導
入したノンステップバスの耐用年数が超過したことによ
る、ノンステップバスからノンステップバスの更新がある
など、導入台数が純増しない要因があることから、目標値
に達しない結果となっている。 

② 「地域で住民が互いに支えあっていると感じる市民の割
合」の値は、地域の支え合い活動による取組であるサロン
の数の増加に比例して、増えるものと見込んだが、相関性
が低く、施策の達成状況を測る指標として、市民にとって
わかりにくい状況にある。 

③ バリアフリー化は、対象となる施設や対策内容など多岐
にわたるため、適切な評価指標の設定を検討する必要があ
る。 

④ 第３期地域福祉計画においては、コミュニティソーシャ
ルワーカーの配置による横断的な支援を重点的な取組と
して位置づけ、計画期間内に２２地区に配置することを目
標とした。コミュニティソーシャルワーカーの役割を「個
別支援」「地域支援」「仕組みづくり」の３つと定めて、事
業を実施しているが、業績指標については設定していな
い。 

⑤ サロンは、地域住民が自主的に活動しているものであ
り、サロンの数を強制的に増やすことができない状況であ
る。また、参加者数や開催回数などについては、把握して
いない状況である。 

⑥ 複合化・複雑化した地域の福祉課題の相談に対応し、解
決を図るため、福祉をはじめ様々な相談窓口が連携する必
要がある。 

３ 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 市社会福祉協議会が実施する、ボランティア養成講座
や、若い世代へのアプローチを図るためのＬＩＮＥ＠（登
録いただいた方に一斉に情報を発信できるサービス）によ
る情報提供への支援を行い、担い手の発掘に努める。 

ノンステップバスの導入については、運行事業者が導
入するにあたり、市や国の補助制度も活用している。今
後も目標値の達成のため、補助制度を継続し、導入促進
に努める。 

② 次期総合計画の策定に当たっては、現在の成果指標及び
業績評価指標を見直し、市民にとってわかりやすい成果指
標となるよう、目標値の算出根拠や算出方法について検討
する。 

③ 市民に接する機会の多い道路・公園・駅等のバリアフリ
ー化に関して事業を整理し、適切な業績評価指標を設定で
きるよう検討する。 

④ コミュニティソーシャルワーカーの配置については、市
と市社会福祉協議会で連携して取り組んでいることから、
業績指標や事業実施のガイドラインの設定について、今
後、調整する。  

なお、コミュニティソーシャルワーカーの活動状況に
ついては、市の附属機関である地域福祉推進協議会に報
告し、評価をいただいているところであり、今後も同様
に実施する。 

⑤ サロンの自主的な運営には、運営に携わる人材の確保や
サロンの活動がさらに活発になる必要があることから、市
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No. 項 目 内 容 

社会福祉協議会が把握しているサロンの活動内容を踏ま
え、同会と連携して市民への周知を図る。 

⑥ 「地域福祉ネットワーク会議」は、平成２９年度から各
区で開催している。障害、高齢、子育てなどの福祉部門の
職員のほか、区役所職員やコミュニティソーシャルワーカ
ー等を構成員として、今後とも、複合化・複雑化した地域
課題の解決に向け、庁内にとどまらず横断的に取り組む。 

４ 

改善によって見込まれる効果 

【対応方針の目的・意図】 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 昨年度、登録者数を増やした取組を継続するとともに、
新たなアプローチを加えることで、登録者の増加につなが
り、地域福祉の担い手の確保が期待できる。ノンステップ
バスの導入が進むことにより、バリアフリー化の推進等、
バスの利便性向上につながる。 

② 現在の成果指標等の見直しにより、新たな成果指標を設
定することで、市民にとって、地域福祉の推進の取組に関
する評価が、よりわかりやすいものとなる。 

③ 適切な業績評価指標を設定することで、進捗状況の見え
る化が図られ、更なる推進につながる。 

④ 事業実施のガイドライン等を市と市社会福祉協議会で
協議することで、コミュニティソーシャルワーカーの役
割、業務内容の整理を行うことができ、かつ、市民にとっ
て、コミュニティソーシャルワーカーの活動内容がわかり
やすくなる。 

⑤ 把握しているサロンの活動内容を踏まえた周知を行う
ことで、サロンの取組を知っていただく機会を増やすこと
ができ、新たなサロンの開催・運営の促進につながる。 

⑥ 縦割りによる弊害を減らし、複合化・複雑化した福祉課
題の解決に向けた相談窓口の連携を生み出すことができ
る。 

５ 
平成３１年度当初予算へ反映し

た内容 

・地域福祉活動推進事業（市民福祉の集い開催費、社会福祉
功労者、福祉作文等入賞者表彰費、社会福祉協議会活動助成
金、福祉コミュニティ形成事業、地域福祉推進経費、地域福
祉支援体制推進事業）を計上 
ノンステップバスに対する補助金を計上 

平成３０年度

当初予算 
533,905 千円 

平成３１年度

当初予算 
547,142 千円 

 

■改善工程表 

No. 項 目 内 容 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

 

 

 
第１四半期 

【H31.1 月～3 月】 

第２四半期 

【H31.4 月～6 月】 

第３四半期 

【H31.7 月～9 月】 

第４四半期 

【H31.10 月～12 月】 

① 

・ボランティア養

成講座の開催 

・ＬＩＮＥ＠を活用

した、ボランティ

ア活動に関する

情報提供の実施 

・平成 30 年度補

助金支払い 

（国・市） 

  

 

 

 

 

 

・平成 31 年度補

助 金 交 付 申 請

（国・市） 

 

 

 

 

 

 

・平成 31 年度補

助 金 交 付 決 定

（国・市） 

継続 

して 

実施 
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

 

② 

・次期総合計画

の成果指標及び

業績評価指標の

検討 

 ・次期総合計画

の成果指標及び

業 績 評 価 指 標

（案）の決定 

・次期総合計画

の成果指標及び

業 績 評 価 指 標

（案）に関するパ

ブリックコメントの

実施 

③ 

バリアフリー化を

行っている事業

の整理 

  指標設定の検討 

④ 

・コミュニティソー

シ ャ ル ワ ー カ ー

の配置による横

断的な支援の実

施 

 

 

 

 

 

・平成３０年度の

活動の集計、分

析 

 

 

 

 

 

・平成３０年度の

活動について検

証 （ 附 属 機関 で

ある地域福祉推

進 協 議 会 で 実

施） 

 

 

 

 

 

・活動の集計、分

析及び検証結果

を踏まえて、コミ

ュニティソーシャ

ルワーカーの役

割や業務範囲に

ついて、市社会

福祉協議会と協

議 

⑤ 

・サロンの活動の

周 知 に つい て 、

市社会福祉協議

会と協議 

 ・市及び市社協

のホームページ

等を活用したサ

ロン活動の周知

の実施 

・地域福祉計画

策定にかかるシ

ンポジウム等の

場を活用した周

知の実施 

⑥ 

・平成３０年度第

２回地域福祉ネ

ットワーク会議の

開催 

・平成３０年度の

開催結果を踏ま

えた、会議開催

の効果について

の検証 

・平成３１年度第

１回地域福祉ネ

ットワーク会議の

開催 

・平成３１年度第

２回地域福祉ネ

ットワーク会議の

開催準備 

２ 

対 応 方 針 及 び 改 善 工 程  

スケジュールの評価 

※記載欄内の番号は「対応方針１」

の番号と一致している 

取組結果に対する分析・評価（第２四半期までの取組状況） 

① ＬＩＮＥ＠の活用は多くの方に効率的に情報発信ができる仕
組みであり、担い手確保に向けて、新たな取組を開始したこと
は評価できる。 

② 現総合計画の成果指標（目標値）設定の考え方を見直し、次
期総合計画の成果指標について検討を行った。 

③ 現総合計画の成果指標（目標値）設定を見直すため、バリア
フリー化を行っている事業を整理し、次期総合計画の成果指標
について検討を行った。 

④ 市社協と連携し、コミュニティソーシャルワーカーを市内２
２地区に配置し、困り事を抱える３９１人に対して個別支援を
行うことができた。 

⑤ 市社協との協議を通じて、サロン活動を広げる際の課題とし
て、活動への理解、周知が必要であることを改めて把握した。 

⑥ 平成３１年２月に各区で第２回会議を開催し、各福祉相談窓
口の連携を図ることができた。 

継続 

して 

実施 
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No. 項 目 内 容 

取組結果により得られた具体的な成果及び第４四半期終了時点で見込まれる効果 

① 広報誌、ホームページによる周知、ボランティア講座の開催
に加えて、LINE＠の開始により、市民がボランティア情報につ
ながる手法が増えた。ボランティア活動を始めるきっかけの多
様化により、参加者確保につながると考える。 

② 成果指標の設定や目標値の設定について、市民に分かりやす
いものとなるよう、検討を行う。 

③ 成果指標の設定や目標値の設定について、市民に分かりやす
いものとなるよう、検討を行う。 

④ アウトリーチの手法を用い、福祉サービス等の支援に結びつ
かなかった方を必要な支援につなぎ合わせることができた。活
動結果の分析、課題の抽出を行い、市社協との協議を重ねるこ
とで、より効果的な支援を実施することができる。 

⑤ 地域福祉計画のシンポジウムや、ホームページを活用し、活
動内容を周知することで、新たなサロンの担い手の発掘を図り、
自主的な運営の継続につなげることができる。 

⑥ 会議の開催により、各相談窓口が把握している課題や解決手
法の共有を図ることができた。会議を重ねることで、関係者間
の連携をより深めることができる。 
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（ ２ に 対 す る ） 総 合 計 画  

審議会のモニタリング評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 成果指標「地域で住民が支え合っていると感じる市民の割合」
及び業績評価指標「ノンステップバスの導入率」がいずれも２
年連続Ｂ評価で目標未達成であり、業績評価指標「ボランティ
ア登録制度の登録者数」は前年度のＢ評価からＣ評価と落ち込
み、目標未達成である。全く改善が進んでおらず、改善工程表
を抜本的に見直されたい。 

② 地域共生社会の実現に向けて、どのような機関がどのような
役割を担い、どのように連携していくかというシステムや仕組
みのデザインが求められている。昨今の福祉課題では、援助が
必要であるにもかかわらず自発的に困りごとを発信できない方
に対して、積極的に声をかけ、ニーズを受け止める「アウトリ
ーチ」が必要とされている。コミュニティソーシャルワーカー、
民生委員、ひきこもりステーションなどの主体が、それぞれ縦
割りに事業を推進するのではなく、総合的な観点から役割分担
を整理し、早急に住民や関係者に説明する必要がある。 

③ バリアフリー化の達成率は、可能な限りバリアの種類ごとに
バリアフリーの度合いを数値化することを検討されたい。 

④ サロンについては、設置数はもとより、開催回数も重要であ
る。また、高齢者だけではなく誰でも気軽に足を運べる縦割り
ではない包括的なサロンも求められるため、こうしたことを評
価できる指標の設定を検討されたい。 

⑤ サロンの継続的な運用に向けて、担い手の確保に向けた取組
が重要となる。また、場の確保として自治会館の活用も期待さ
れるところであり、促進に向けて担当部局の積極的な関与によ
る組織内連携を図られたい。また、サロンの認知度の向上に向
け、自治会回覧板の利用等により地域への周知を図られたい。
参加の呼びかけは、地域拠点のスタッフがコミュニティソーシ
ャルワーカーや民生委員等と協力して、地域住民のもとへ出向
かれるといったアプローチを期待する。 

⑥ 成果指標「いるかバンクの登録者数」について、市民意識の
多様化などにより、有償ボランティアや地区ボランティアセン
ターへ移行する方がいる実態を踏まえると、現在の指標では「ボ
ランティア意識の高まり」を測るのに不十分である。ボランテ
ィアの多様化も含めて実態と成果を測れる指標の設定について
検討されたい。また、いるかバンクは、今後、福祉分野や関連
する様々なボランティアの裾野を広げる意味からも、多分野に
わたる全市的なネットワークバンクへと転換することも検討さ
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

（ ２ に 対 す る ） 総 合 計 画  

審議会のモニタリング評価 

れたい。ＰＲは市の各センターや窓口でも行うよう啓発・情報
提供体制を強化されたい。 

⑦ 福祉の窓口として様々な支援センターがあるが、市民にはわ
かりにくい。簡素化を図りつつ、縦割りの弊害を減らすため、
高齢、障がい、児童福祉、所得保障など重層的な課題解決に向
け、福祉総合窓口の設置を検討されたい。また、昨今の福祉課
題の解決に向けては、申請主義で“窓口で待つ”のではなく、
福祉圏域をまちづくり区域の小圏域と設定し、実質的に横断的
連携がとれる支援体制の構築を図られたい。 

⑧ ボランティア活動希望者ニーズや支援を必要としている当事
者のニーズに合った活動先の開拓やボランティア養成講座の開
催を通じた担い手発掘の取組については、公民連携・当事者協
働による取組に期待するとともに、ボランティアに関する総合
窓口の設置などによるワンストップサービス化を図られたい。 

⑨ 福祉コミュニティ形成事業の着実な取組は評価できる。今後、
市の明確な方針を示すとともに、補助制度の精査や再検討を進
められたい。 

⑩ 地域ネットワーク会議は、社会福祉協議会で組織されている
が、住民や専門機関が重層的に連携することが地域共生社会の
核心である。市の主体的な取組が求められるとともに、より実
効性を持たせるため、役割分担や連携方策のシステムや仕組み
づくりを小圏域単位で構築するよう早急に整理されたい。また、
会議の活性化に向け、障害当事者も参画できる仕組みを検討さ
れたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３（総合計画審議会からの

評価）を受けての改善策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① これまでの改善経過等を踏まえ、次期総合計画の策定に当た
っては、成果指標を見直し、新たに「地域住民による相談窓口」
の機能を持つ地区の数を設けることとした。 

② 第４期地域福祉計画においては、重点的な取組として「包括
的な支援体制の整備」を位置付け、地域住民の方だけでは解決
が困難な複合化・複雑化した課題については、コミュニティソ
ーシャルワーカーが支援につなげる役割を果たし、市は課題を
解決に結びつける、より有効な仕組みの構築に取り組む。 

③ バリアフリー化は、対象となる施設や対策内容など多岐にわ
たるため、適切な評価指標の設定を検討した結果、次期総合計
画では、「誰もが快適な日常生活を送ることができる福祉のまち
づくりに向けた取組が進んでいるかを見る指標」として、「バリ
アフリー化に満足している市民の割合」を指標とした。 

④ サロンは、地域住民にとって身近な場所で、気軽に参加でき、
楽しく心豊かに過ごせる場であり、地域住民自らが自主的に運
営している貴重な取組である。サロンの設置数が増加すること
も重要であるが、開催頻度や内容の充実も大切と考える。第４
期地域福祉計画にサロンの充実を位置付け、市民や職員への周
知や会場確保の支援等、サロンを運営しやすい環境づくりに取
り組んでいく。 

⑤ サロンの担い手の確保や活動の場の確保は、地域福祉の取組
における課題となっていることは承知している。解決に向けて
は、地域における認知度を向上させる必要があると考えており、
必要としている方に情報が届けることができるよう、市社会福
祉協議会等と連携を図りながら、自治会、民生委員・児童委員、
地区社会福祉協議会を通じて、地域住民への周知を図っていく。 

⑥ ボランティア活動は多岐に渡り、また、地域ごとの活動も増
加するなど、多様化が進んでいることなどを踏まえて、次期総
合計画の成果指標については見直しを図った。いるかバンクの
在り方については、必要に応じて、運営主体である市社会福祉
協議会と協議を行っていく。 

⑦ 令和２年度から、健康福祉局内の組織改編に伴い、高齢者福
祉と障害者福祉の相談窓口を一本化するほか、地域包括支援体
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３（総合計画審議会からの

評価）を受けての改善策 

制の充実に取り組むなど、複合化・複雑化した課題への対応を
図っていく。 

⑧ ボランティアのニーズの情報共有等、ボランティア活動がし
やすい環境の整備に向け、市社会福祉協議会等、ボランティア
活動に関わる団体への働きかけを行う。 

⑨ 福祉コミュニティ形成事業は、第４期地域福祉計画の重点的
な取組として位置付けており、地域の困りごとを地域住民が把
握する重要な取組と捉えている。今後の事業の在り方について
は、市社会福祉協議会及び市地区社会福祉協議会と協議し、よ
り効果的な事業手法について検討を進めていく。 

⑩ 地域福祉ネットワーク会議は、地域包括支援センター、障害
者相談支援キーステーション、コミュニティソーシャルワーカ
ー、市の各福祉相談窓口職員が参加して、地域の複合化・複雑
化した課題の解決に向けて意見交換等を行うために区ごとに設
置している。今後については、運営状況を踏まえて会議の活性
化に向け取組む。  
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施策名 No．９ 障害児の支援 所管局 健康福祉局 局長名 熊坂 誠 

 

■平成２９年度実績データ 

指標 No. 指標名 
目標値 

（ａ） 

実績値 

（ｂ） 

達成率（％） 

（b/a 又は a/b） 
評価 

成果指標１ 
療育相談やリハビリテーションを行っている

障害児の数（利用者数） 
5,048 4,022 79.7％ Ｃ 

業績評価指標１ 障害児通所支援の利用者数 12,296 19,848 161.4％ Ａ 

業績評価指標２ ペアレントトレーニング参加者数 136 61 44.9％ Ｄ 

１・２次評価 

（所管局・企画政策課による内部評価） 
Ｂ 

３次評価 

（総合計画審議会による外部評価） 
Ｂ 

 

■対応方針 

No. 項 目 内 容 

１ 
建議書における総合計画  

審議会からの意見 

① 市民と達成を約束した成果指標「療育相談やリハビリテー

ションを行っている障害児の数」、業績評価指標「ペアレン

トトレーニング参加者数」が目標未達成であり、その具体的

な達成方策を実施されたい。 

② 公共・民間いずれの主体であっても障害児が必要なサービ

スを得られる体制を整備することが重要であり、公共・民間

のサービスに関する共通のガイドラインを作成し、サービス

の質の維持・向上に努められたい。 

③ 民設児童発達支援センターの支援の質の確保に向け、保護

者の評価・意向を把握、反映する方策を実施されたい。 

④ 障害児の成長には家庭、学校、地域の障害への理解が重要

であり、ペアレントトレーニングの実施に加えて教育委員会

やこども・若者未来局とも連携して取り組まれたい。 

２ 

課題の分析 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 第一陽光園の事業縮小により、民設児童発達支援センター

に移行して実施しているリハビリテーション利用やペアレ

ントトレーニングの実績等を集計して実績値に加えていな

かった。また、民設児童発達支援センターは開所して間もな

いため、ペアレントトレーニングを含め保護者支援プログラ

ムの充実が課題となっている。 

② 障害児通所支援事業所の数が急増しており、全国的にもサ

ービスの質の確保が課題となっていることから、市内事業者

においてもサービスの質の確保を図る必要がある。 

③ 児童発達支援センターは地域の中核的な療育支援施設と

位置づけられており、支援の質の確保を図る必要がある。 

④ 障害のある児童の状況に応じて学校現場や福祉現場など

の関係機関が適切な連携を図るため、相互の制度等を理解す

る必要がある。 
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No. 項 目 内 容 

３ 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 今後は、民設児童発達支援センターで実施してきたリハビ
リテーションやペアレントトレーニングを集計し、実績値に
加える。 

また、民設児童発達支援センターへは、国が推奨するペア
レントトレーニングに加え、発達障害支援センターで実施し
ている、本市独自の保護者支援プログラムの技術支援を行
い、民設児童発達支援センターにおける保護者支援の充実に
努める。 

② 障害児通所支援事業については、国からサービスの質の確
保などを目的とする「児童発達支援ガイドライン」が示され
ていることから、集団指導などの機会を通じて公共・民間問
わず周知徹底を図る。 

③ 民設児童発達支援センターの支援の質の確保に向けて、国
が示している「児童発達支援ガイドライン」に基づき、保護
者の意向を把握し、事業所全体としての自己評価を行い、公
表する等の適正な運用ができるよう指導に努める。 

④ 教育や福祉など関係機関が相互に制度を理解し、課題解決
に向けた情報共有の場を設けるため、自立支援協議会におい
て学校と福祉の連携に関する研修会を開催するなど、一層の
連携を促進する。 

４ 

改善によって見込まれる効果 

【対応方針の目的・意図】 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 民設児童発達支援センターの保護者支援の充実が図られ
る。 

② 障害のある児童の特性に応じた支援が可能となるなど、質
の向上が図られる。 

③ 事業所の自己評価当により支援内容などが可視化される
ことで、障害児やその家族に対するサービスの質向上が図ら
れる。 

④ 障害のある児童への切れ目のない支援に向けて、関係機関
のより一層の連携が図られる。 

５ 
平成３１年度当初予算へ反映

した内容 

障害児施設措置・給付費 

平成３０年度

当初予算 
3,167,274 千円 

平 成３１年 度

当初予算 
3,226,226 千円 

 

■改善工程表 

No. 項 目 内 容 

１ 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

 
第１四半期 

【H31.1 月～3 月】 

第２四半期 

【H31.4 月～6 月】 

第３四半期 

【H31.7 月～9 月】 

第４四半期 

【H31.10 月～12 月】 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    検証 

② 

障害児通所支援

事 業 者 へ の 指

導・助言 

 

  

民設児童発達支援センターへ、ペ

アレントトレーニング等プログラム

の研修と技術指導 

 
民設児童発達支援センターによる

プログラムの実施 
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No. 項 目 内 容 

③ 

児童発達支援セ

ンターの適正な

運用の指導 

 

  

④ 

教育と福祉の連

携に関する研修

等の企画・検討 

研修・会議の開

催 
 

事業の効果分析

等 

２ 

対 応 方 針 及 び 改 善 工 程  

スケジュールの評価 

※記載欄内の番号は「対応方針１」

の番号と一致している 

取組結果に対する分析・評価（第２四半期までの取組状況） 

① 保護者支援の重要性、技術支援を行うこと、本市独自の保護
者支援プログラムについて、民設児童発達支援センターから理
解を得られた。 

② Ｈ３１年２月に事業者に対する集団指導を実施し、運営上の
留意事項等に関して、国のガイドライン等を踏まえた助言・指
導を行ったことで、適正な事業の実施や支援体制の確保が図ら
れた。 

③ ガイドラインに基づき、保護者からの評価とその内容を踏ま
えた事業者による自己評価や改善の実施、さらにその結果の公
表について義務付けたことにより、サービスの質の向上が図ら
れた。 

④ 平成３０年１２月に実施した福祉と教育の連携のあり方を考
える研修会や、令和元年度から自立支援協議会を多職種が参画
する体制に見直したことで、関係機関での相互の制度理解や情
報共有の体制を構築した。 

取組結果により得られた具体的な成果及び第４四半期終了時点で見込まれる効果 

① 緑区の民設児童発達支援センターでは、通所児の保護者に対
してペアレントトレーニングを実施することができた。また、
他の民設児童発達支援センターにおいても、令和元年度にペア
レントトレーニングの実施が計画されており、技術支援を行う
予定であるとともに、本市独自の保護者支援プログラムについ
ても実施に向けて検討されていることから、保護者支援の充実
が図られる。 

② 適正な事業所運営が引き続き確保されるとともに、障害児の
特性やニーズに応じた支援が提供されるなど、サービスの質の
確保・向上が図られる。 

③ 地域の中核的な機能を担う施設として、支援における透明性
の確保や、家族支援等も含めた、より専門的な支援の提供が期
待できる。 

④ 自立支援協議会の体制の見直しにより、多職種の参画が図ら
れたことから、関係機関での相互の制度理解や情報共有をはじ
め、障害のある児童への切れ目のない支援に向けて、関係機関
のより一層の連携が図られる。 

 

 

 ３ 

 

 

 

 

 

（ ２ に 対 す る ） 総 合 計 画  

審議会のモニタリング評価 

 

 

① 成果指標「療育相談やリハビリテーションを行っている障害
児の数」はＣ評価からＡ評価へと大きく改善されており、業績
評価指標「障害児通所支援の利用者数」は引き続きＡ評価であ
り、業績評価指標「ペアレントトレーニング参加者数」はＤ評
価からＢ評価へと改善されている。改善工程表による取組が有
効であり、今回のモニタリング対象施策で最も改善効果がみら
れる。 

② 障害があっても地域・社会から個々に適切なサポートがあれ
ば、地域で安心して暮らし、様々な活動に参加できるという考
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

（ ２ に 対 す る ） 総 合 計 画  

審議会のモニタリング評価 

え方が重要とされている。そうした人間的な社会生活を大切に
することで、障害児者本人はもちろん保護者支援にもつながっ
ていく支援・サービスの探究を推進されたい。また、こうした
考え方に立ち、「遅れのある児」という表現は、「発達面で支援
ニーズのある児」などといった、障害児本人・保護者等に寄り
添った文言とすることが望ましい。 

③ 小中学校において、障害を専門に勉強されている先生の数が
少ないと感じているので、改善を図られたい。 

④ 障害を負の側面で見ない視点を、公民双方の間の関係者一人
ひとりに養い育んでいくことが大切であり、発達に障害がみら
れる児が“増加”したという現象面だけにとらわれず、もとも
と潜在的に暮らしていた人々（児）が“顕在化した”と捉え直
すことが重要である。 

⑤ 中央区と南区においてもペアレントトレーニングを実施され
たい。 

⑥ 地域で安心して暮らせる体制づくりに向け、老人医療で展開
されている訪問看護、訪問医療を含む在宅医療ネットワークの
普及を図られたい。 

⑦ 子どもの成長段階に応じて専門性が必要となってくるので、
一貫した支援（コーディネート力）ができる人材育成に取り組
まれたい。 

４ 
３（総合計画審議会からの

評価）を受けての改善策 

① 各区に設置された民設児童発達支援センターに対し、引き続
き、本市独自の保護者支援プログラムを通して、保護者支援の
重要性の助言や技術支援を行い、保護者支援の充実を図る。 

② 障害児通所支援事業者等に対する集団指導や実地指導等を実
施し、適正な事業の実施や支援体制の確保を図るとともに、療
育センター再整備基本計画に基づき、各区療育窓口の機能強化
を進め、障害児本人・保護者等に寄り添った支援を実施する。 

③ 学校に対して福祉制度・施策の周知を図るなど、「教育」と「福
祉」の更なる連携強化への取組のほか、市社会福祉協議会の講
座等を活用し、小中学校の教職員への障害等に関する理解の促
進を図る。 

④ 様々な機会を捉え、障害等に関する市民の理解促進を図ると
ともに、発達障害支援センターにおいて実施している支援者向
け研修会や講演会の開催等の充実を図る。 

⑤ 令和元年度には、緑区に加え、中央区及び南区の民設児童発
達支援センターでもペアレントトレーニングを実施した。 

⑥ 重症心身障害児者を対象とする訪問看護ステーションの更な
る拡充を図るため、支援に必要となる知識や技術の向上を目的
とした重症心身障害児者看護研修事業の実施、重症心身障害児
者が円滑に在宅療養に移行できるよう、北里大学東病院に設置
されている「小児在宅支援センター」への支援等を引き続き行
う。 

⑦ 障害のある児童のライフステージに応じて、保健、医療、福
祉、保育、教育、雇用などの関係機関との連携により、切れ目
のない支援の実施に向けた取組を進めるとともに、研修の一層
の充実を図り、人材育成に取り組んでいく。 
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基本目標Ⅱ 学びあい 人と地域をはぐくむ教育・文化都市           

施策名 No．２２ 人権尊重・男女共同参画の推進 所管局 市民局 局長名 齋藤 憲司 

 

■平成２９年度実績データ 

指標 No. 指標名 
目標値 

（ａ） 

実績値 

（ｂ） 

達成率（％） 

（b/a 又は a/b） 
評価 

成果指標１ 
人権の侵害を受けていると感じている市民

の割合 
7.2 7.5 96.0％ Ｂ 

成果指標２ 
家庭・地域・学校・職場などで男女平等であ

ると思っている市民の割合 
51.7 46.3 89.6％ Ｂ 

成果指標３ 市審議会等における女性委員割合 37.5 34.1 90.9％ Ｂ 

業績評価指標１ 
人権問題についての関心や理解が深まった

と感じた市民の割合 

93％ 

以上 
90.9 97.7％ Ｂ 

業績評価指標２ 
男女共同参画の推進に関する講座の内容

に満足した市民の割合 

96％ 

以上 
96.9 100.9％ Ａ 

１・２次評価 

（所管局・企画政策課による内部評価） 
Ｂ 

３次評価 

（総合計画審議会による外部評価） 
Ｂ 

 

■対応方針 

No. 項 目 内 容 

１ 
建議書における総合計画  

審議会からの意見 

① 市民と達成を約束した成果指標「人権の侵害を受けている
と感じている市民の割合」、「家庭・地域・学校・職場などで
男女平等であると思っている市民の割合」、「市審議会等にお
ける女性委員割合」、業績評価指標「人権問題についての関
心や理解が深まったと感じた市民の割合」が、いずれも目標
未達成であり、具体的な達成方策を実施されたい。 

② 「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画の策定数
など、指標数を最大５指標以内として次期総合計画で市民に
分かりやすい適切な指標を設定されたい。 

③ 市民の意識啓発にとどまらず、社会教育における歴史や文
化の学びを通じて人権意識を醸成するなど、教育部門との連
携による取組を実施されたい。 

２ 

課題の分析 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 【成果指標 42、成果指標 43、業績評価指標 22-1】市民の
人権や男女共同参画に対する意識の高まりが、人権尊重の理
念の深まりや不平等感の解消につながる必要がある。 

【成果指標 44】市審議会等における女性委員の登用につ
いては、推薦母体に女性が少ないことが要因と考えられる。 

② 主観的な指標と現状を客観的に把握することが可能な指



92 

No. 項 目 内 容 

標のバランスを取り、的確かつ分かりやすい指標の設定を検
討する必要がある。 

③ すべての人の人権が尊重された社会をめざす上で、様々な
機会をとらえ、人権尊重思想の普及を進める必要があること
から、今まで以上に教育部門と連携し、取組を実施する必要
がある。 

３ 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 【成果指標 42、業績評価指標 22-1】社会情勢の変化や人
権課題 の顕在化に対応するため、今年度、人権施策推進指
針の改定を予定しており、今後はこの指針に基づき、市民一
人ひとりが人権に関する基本的な知識を深め、様々な人権問
題を正しく理解していただけるよう、国や関係機関、民間団
体等と連携し、対象者や課題に応じた幅広い啓発活動の推進
に取り組む。また、市ホームページを更新し、人権に関する
情報をより分かりやすいものとする。 

【成果指標 43】男女共同参画意識の普及高揚を図るため、
男女共同参画推進週間に併せ、広報さがみはら及び市ホーム
ページに男女共同参画推進の特集記事を掲載する。また、公
民館活動における社会教育事業に男女共同参画に関する分
野の専門家を講師として派遣するなどし、市民の理解を深め
る取組を進める。 

【成果指標 44】各審議会等への女性委員の登用が進むよ
う、所管課に対し改めて事前協議を徹底する。さらにその必
要性が委員の推薦母体へ伝わるよう、市の取組について周知
資料を作成し、各所管課が推薦母体へ委員選出を依頼する際
に併せて周知する取組を進める。 

② 次期総合計画と同時期に策定する次期さがみはら男女共
同参画プランは、新たに女性活躍推進法に基づく女性活躍推
進プランを包含して策定することから、職業生活と家庭生活
の両立の状況など、女性活躍に関する指標を含め、次期男女
共同参画プラン策定において設定する指標と併せて検討す
る。 

③ 公民館活動における社会教育事業に人権に関する分野の
専門家を講師として派遣するなど、生涯にわたる人権意識の
醸成などに取り組む。 

４ 

改善によって見込まれる効果 

【対応方針の目的・意図】 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 【成果指標 42、業績評価指標 22-1】市民一人ひとりが人
権問題を正しく理解し、豊かな人権感覚を身につけ、日常生
活の中で、人権の尊重を当たり前のこととして行動すること
ができ、人権が普遍的な文化として根付く社会が築かれる。 

【成果指標 43】公民館活動と連携することにより、市民
の男女共同参画意識をより高めることが期待できる。 

【成果指標 44】推薦母体が市審議会等における女性委員
の参画の必要性を認識することにより、女性委員の登用につ
ながることが期待できる。 

② 現状を的確に把握することが可能な、分かりやすい指標と
することができる。 

③ 公民館活動と連携することにより、人権に対する市民の意
識を高めることが期待できる。 

５ 
平成３１年度当初予算へ反映

した内容 

 

平成３０年度

当初予算 
５９，１８３千円 

平 成３１年 度

当初予算 
５７，１２０千円 
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■改善工程表 

No. 項 目 内 容 

１ 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

 
第１四半期 

【H31.1 月～3 月】 

第２四半期 

【H31.4 月～6 月】 

第３四半期 

【H31.7 月～9 月】 

第４四半期 

【H31.10 月～12 月】 

① 

・国、人権擁護委

員と連携した講

演会 

・人権施策推進

指針の改定周知 

 

・国、人権擁護委

員と連携 した啓

発活動 

・市ホームページ

の更新 

 

 

・同左 

・国、人権擁護委

員、ホームタウン

チ ー ム と 連 携 し

た啓発活動 

・人権団体と連携

した講演会 

・同左 

・同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各公民館への

周知、公民館事

業計画への反映 

 

・男女共同参画

推進週間特集記

事掲載（広報さが

み は ら 、 市 ホ ー

ムページ）及び啓

発活動 

・社会教育活動

への講師派遣、

紹介 

 

 

 

 

 

 

・同左 

 

 

 

 

 

 

 

・同左 

 

・審議会等への

女性の登用促進

に係る事前協議

の徹底（上半期

改選対象課へ周

知） 

・取組の周知資

料作成配布 

（上半期改選対

象課へ周知） 

・同左 

（全庁へ周知） 

 

 

 

 

・同左 

（全庁へ周知） 

・同左 

（下半期改選対

象課へ周知） 

 

 

 

・同左 

（下半期改選対

象課へ周知） 

・同左 

（全庁へ周知） 

 

 

 

 

・同左 

（全庁へ周知） 

② 

・男女共同参画

プラン策定作業 

（国、県等の指標

の確認） 

・同左 

（現在の指標見

直し） 

 

・同左 

（次期計画の指

標案作成） 

 

・同左 

（次期計画の指

標確定） 

 

③ 
・各公民館への

周知、公民館事

業計画への反映 

・社会教育活動

への講師派遣、

紹介 

・同左 

 

 

・同左 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

対 応 方 針 及 び 改 善 工 程  

スケジュールの評価 

※記載欄内の番号は「対応方針１」

の番号と一致している 

 

取組結果に対する分析・評価（第２四半期までの取組状況） 

① 国、人権擁護委員と連携した啓発事業を実施し、結果を市ホ
ームページへ掲載した。 
平成 31 年 1 月に人権施策推進指針の改定を行い、報道提供や
ホームページへの掲載等により広く市民への周知を図った。
また、全庁において、指針を踏まえてあらゆる施策に人権尊
重の理念を反映させるという基本姿勢の共有を図った。 
広報さがみはらに男女共同参画推進週間に係る特集記事を掲
載し、固定的性別役割分担意識の解消に向けた啓発を行った。 
審議会等への女性の登用促進に係る事前協議に際し、市の取
組を各関係団体へ周知できるよう資料を作成、配布し、各団
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

対 応 方 針 及 び 改 善 工 程  

スケジュールの評価 

※記載欄内の番号は「対応方針１」

の番号と一致している 

体への意識啓発を行った。 
②  次期総合計画の策定に併せ、次期さがみはら男女共同参画プ

ラン及び女性活躍推進プランの策定を進めており、策定作業
の中で、職業生活と家庭生活の両立の状況や、女性の活躍推
進等に関する指標の設定を検討している。 

③  公民館職員の連絡会議において、講師の派遣事業の周知を図
るとともに、人権について考える講座等の積極的な実施や啓
発ビデオ等の教材の活用を呼びかけた。また、小中学校の人
権教育担当者会議において、啓発冊子や啓発ビデオ等の情報
提供を行うなど、教育委員会と連携を図り、人権意識の醸成
につながる取組の拡大を図った。 

取組結果により得られた具体的な成果及び第４四半期終了時点で見込まれる効果 

① 人権施策推進指針の改定により、人権に関する市の基本的な
考え方や基本姿勢及び施策の方向等が明確になった。また、
男女共同参画推進プランの改定も進んでいる。これらを踏ま
えた今後の取組によって、さらに人権尊重や男女共同参画に
対する市民意識が高まることが見込まれる。 

② 現時点では、指標の決定には至っていないが、次期総合計画
及び次期さがみはら男女共同参画プラン等の策定時には、市
民に分かりやすく適切な指標設定が可能な見込みである。 

③ 学校、地域において、人権尊重意識がさらに高まることが見
込まれる。 

３ 
（ ２ に 対 す る ） 総 合 計 画  

審議会のモニタリング評価 

① 成果指標「人権の侵害を受けていると感じている市民の割
合」は４年連続Ｂ評価、成果指標「家庭・地域・学校・職場な
どで男女平等であると感じている割合」は６年連続Ｂ評価、成
果指標「市審議会等における女性委員割合」は９年連続Ｂ評価、
及び業績評価指標「人権問題についての関心や理解が深まった
と感じた市民の割合」は２年連続Ｂ評価である。また、業績評
価指標「男女共同参画の推進に関する講座の内容に満足した市
民の割合」はＡ評価からＢ評価に落ちている。改善が進んでお
らず、目標達成に向けて改善工程表を見直されたい。 

② 学校のみに委ねる人権教育には限界があるため、生涯学習・
社会教育を振興し、広く学びの機会の門戸を開く取組を推進さ
れたい。 

③ 地域共生社会の実現に向けて、障害理解や多文化共生に関す
る教育活動においては、当事者と協働して授業デザインを行う
“当事者協働”の指導への転換を図られたい。 

④ 「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画」や、本市の人権施
策推進指針にも提起された「心のバリアフリー」の指導と合わ
せた取組を図られたい。 

⑤ 市審議会等における女性委員割合について、推薦母体に女性
委員がいないことが問題である。男女共同参画の意義を周知す
るなどの取組を行っているようだが、成果が達成されるよう改
善を図られたい。 

⑥ 男女共同参画推進事業について、性的少数者（LGBT 等）が違
和感なく受け入れられ、多様な性のあり方を認められる社会へ
と変わっていくことで、一人の人間として個性や能力を発揮
し、あらゆる分野に参画できる社会を目指せるよう、男女共同
参画推進事業の見直しを図られたい。 

 

４ 

 

 

 

３（総合計画審議会からの

評価）を受けての改善策 

 

① 市民の人権に対する意識や男女共同参画に対する意識の醸
成を図るため、啓発活動や講師の派遣等に取り組んでいるもの
の、目標を達成できていないことから、改善工程表に掲げる啓
発活動や審議会への女性の登用等について、全庁的に取り組む
べき項目を加え、関係各課機関等と連携しながら、目標の達成
に向け取り組んでいく。 

② 市では、人権施策推進指針に基づき、あらゆる施策に人権尊
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３（総合計画審議会からの

評価）を受けての改善策 

 

重の理念を反映させることとしている。人権教育及び人権啓発
については、学校だけではなく、地域における生涯学習活動や
サークル活動などにおいても実施され、人権に関する意識が育
まれており、こうした取組に、より実効性を持たせるため、人
権に関する条例を制定することとし、人権教育及び人権啓発を
この条例に位置付け取り組んでいきたいと考えている。 

③ 障害理解や多文化共生に関する教育活動については、各小・
中学校において地域と連携し障害への理解を図る「交流及び共
同学習」等及び、外国人留学生等による多文化共生の大切さを
学ぶ取組等を実施している。今後も、これらの教育活動を各学
校に周知し、学校が地域と連携して実践することにより、児童
生徒が多様性を正しく理解し、共に生きる意識をより育て取組
を推進していく。 

④ 学校におけるパラスポーツ交流事業などの「交流及び共同学
習」の推進により、共生社会について考えるきっかけづくりを
行うなど、今後も児童生徒がコミュニケーションを通じてお互
いの理解を深め、相互に支え合う「心のバリアフリー」の推進
に向けた教育に取り組んでいく。  

⑤ 社会のあらゆる分野に女性が参画できるよう、意識啓発やセ
ミナー等を開催するとともに、審議会委員推薦母体へ女性の参
画が図られるよう、庁内各局への周知徹底を図り、関係機関や
団体へ様々な機会を捉え働きかけを行う。 

 ⑥ 現在策定中の第３次さがみはら男女共同参画プランに、新た
に性的少数者への理解促進と支援に向けた取組を位置づけ、令
和２年度には、パートナーシップ宣誓制度を導入し、多様な性
のあり方について理解促進を図る。 
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施策名 No．２３ 世界平和の尊重 所管局 総務局 局長名 隠田 展一 

 

■平成２９年度実績データ 

指標 No. 指標名 
目標値 

（ａ） 

実績値 

（ｂ） 

達成率（％） 

（b/a 又は a/b） 
評価 

成果指標１ 
世界平和の実現に向けた取り組みに参加し

ている市民の割合 
31.4 19.8 63.1％ Ｃ 

業績評価指標１ 
「市民平和のつどい」における市民の参加者

数 
2,200 1,452 66.0％ Ｃ 

１・２次評価 

（所管局・企画政策課による内部評価） 
Ｂ 

３次評価 

（総合計画審議会による外部評価） 
Ｂ 

 

■対応方針 

No. 項 目 内 容 

１ 
建議書における総合計画  

審議会からの意見 

① 市民と達成を約束した成果指標「世界平和の実現に向けた
取組に参加している市民の割合」、業績評価指標「市民平和
のつどいにおける市民の参加者数」が、いずれも目標未達成
であり、具体的な達成方策を実施されたい。 

② 市民平和のつどいの実施時期や場所の見直しなど改善が
図られたことは評価できるが、成果指標、業績評価指標いず
れも平成２７年度から目標値が達成されていない。これらの
指標は当該課の１年間の成績評価を決めるものであり、次期
総合計画では成果指標、業績評価指標及びその目標値、成果
の測定方法を見直されたい。 

２ 

課題の分析 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 主要事業については、主にその企画内容によって、大きく
参加者数が変動する傾向がある。 

② 成果指標の実績値を算出するに当たり、「世界平和に関す
る具体的な活動」について市民アンケート調査を実施してい
るが、選択項目数が少なく、具体的な活動内容の選択が困難
になっていた。業績評価指標については、事業の効果等にか
かわらず参加者数を単純に増加させることを目標に掲げて
おり、実態に即した目標設定となっていない。 

３ 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 平和思想普及啓発のため実施している「市民平和のつど
い」については、市民団体選出や公募市民の方々で組織した
実行委員会により、企画立案を行っているが、市民の関心を
集めやすい事業の企画等に取り組む必要がある。 

また、開催にあたっては、市民が参加しやすい場所、時期
について、検討していく。 

② 次期総合計画については、現行の総合計画の成果を踏まえ
つつ、成果指標等について、改めて検討していく。 

４ 

改善によって見込まれる効果 

【対応方針の目的・意図】 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 参加者数の増加が図られ、平和思想の普及啓発が推進される。 

② 成果指標については、世界平和に向けた市民レベルでの取組の実

態が把握できる。業績評価指標については、事業の周知、認識が浸

透し、着実に平和思想が市民の間に広がる。 
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No. 項 目 内 容 

５ 
令和元年度当初予算へ反映し

た内容 

市民にとって魅力ある事業を実施し、平和思想普及啓発を推進するため、

約 80 万円増額した。 

平成３０年度

当初予算 
2,015 千円 

令 和 元 年 度

当初予算 
2,831 千円 

 

■改善工程表 

No. 項 目 内 容 

１ 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

 
第１四半期 

【H31.1 月～3 月】 

第２四半期 

【H31.4 月～R1.6 月】 

第３四半期 

【R1.1.7 月～9 月】 

第４四半期 

【R1.10 月～12 月】 

①

31 年度事業の検

討、講師・会場の

確保 

事業開催に向け

た調整、周知方

法の検討 

事業の周知・実

施 

 

②

次期総合計画の

成果指標等の検

討 

   

２ 

対 応 方 針 及 び 改 善 工 程  

スケジュールの評価 

※記載欄内の番号は「対応方針１」

の番号と一致している 

取組結果に対する分析・評価（第２四半期までの取組状況） 

①「市民平和のつどい」の実施に当たり、集客の見込める夏休み
に「映画上映会」として著名作品の上映を企画した。また、講演
会については、東京オリンピック・パラリンピックの開催を目前
に控え、従前にはない視点で企画することとし、陸上競技スプリ
ント種目の世界大会で日本人として初めてメダルを獲得した為末
大氏による講演(同氏の世界での経験を交えつつ、スポーツを通じ
て平和を考え、また、平和な世界を築いていく「スポーツの力」
などについてお話しいただくもの)の実施を予定している。 
②次期総合計画の取組成果を図ることができるよう、また、事業
の周知、認識が浸透し、着実に平和思想が市民の間に広がるよう
に、指標を検討した。 

取組結果により得られた具体的な成果及び第４四半期終了時点で見込まれる効果 

①新たな視点での事業の実施及び周知により、平和に関する取組
を実施する 

市民を増やすことができる。 
 ②適切な成果指標の設定により、次期総合計画に基づく事業とし
て適切に進行管理を行いながら取り組むことができる。 

３ 
（ ２ に 対 す る ） 総 合 計 画  

審議会のモニタリング評価 

① 成果指標「世界平和の実現に向けた取組に参加している市民
の割合」は５年連続Ｃ評価であるが、業績評価指標「市民平和
のつどい」における市民の参加者数」はＣ評価からＢ評価へと
改善されている。成果指標を中心に改善工程表を見直し、目標
達成を図られたい。 

 ② 世界平和意識の啓発活動は今後も継続的に推進されたい。 
③ 成果指標「世界平和の実現に向けた取組に参加している市民

の割合」の増加では、実態を把握しづらい面があるため、「市民
平和のつどいの満足度」、「参加した年齢別の人数」など、指標
の見直しを検討されたい。 

④ 民間活力を生かした取組について、相互主体で行う「協働性」
を前面に出した表現に改められたい。 
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No. 項 目 内 容 

４ 
３（総合計画審議会からの

評価）を受けての改善策 

① 「市民平和のつどい」において実施するアンケートの設問を
工夫することにより、具体的にどのような「世界平和の実現に
向けた取組」に市民が参加しているのかについて、より正確な
実態の把握に努めていく。また、「市民平和のつどい」の内容の
更なる充実を図ることにより、参加者数の増加及び満足度の向
上、継続して世界平和の実現に向けて市民個人が取り組むとい
う意識の醸成に努めていく。 

② 令和元年度は、陸上競技スプリント種目の世界大会で日本人
として初めてメダルを獲得した為末大氏による講演(同氏の世
界での経験談を交えつつ、平和な世界を築いていく「スポーツ
の力」などについてお話しいただくもの)を「市民平和のつどい」
の事業の１つとして実施し、世界平和意識の啓発を図る取組を
行うことができた。今後も世界平和意識の醸成を図る取組を検
討し、継続していく。 

③ 次期総合計画の策定に合わせ、具体的に実態を把握すること
ができるよう、調査方法などの見直しを行い、成果指標を設定
した。 

④ 令和元年度「市民平和のつどい」においては、株式会社イト
ーヨーカ堂に協力をいただき、市内店舗内に平和ポスターコン
テストの受賞作品を展示した。今後においても、市民団体選出
や公募市民の方々で組織した市民平和のつどい実行委員会によ
り企画立案を行う体制を継続しつつ、民間活力の導入及び民間
との協働で行う事業の検討を重ねていく。 
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基本目標Ⅲ やすらぎと潤いがあふれる環境共生都市         

施策名 No．２４ 地球温暖化対策の推進 所管局 環境経済局 局長名 岡 正彦 

 

■平成２９年度実績データ 

指標 No. 指標名 
目標値 

（ａ） 

実績値 

（ｂ） 

達成率（％） 

（b/a 又は a/b） 
評価 

成果指標１ 市全体の温室効果ガス総排出量 389 416 93.5％ Ｂ 

業績評価指標１ 
市が独自に取り組む施策によるＣＯ２削減

見込量 
6.7 5.7 85.1％ Ｂ 

業績評価指標２ 
再生可能エネルギー等によるＣＯ２削減見

込量 
0.9 1.0 111.1％ Ａ 

１・２次評価 

（所管局・企画政策課による内部評価） 
Ｂ 

３次評価 

（総合計画審議会による外部評価） 
Ｂ 

 

■対応方針  

No. 項 目 内 容 

１ 
建議書における総合計画  

審議会からの意見 

① 市民と達成を約束した成果指標「市全体の温室効果ガス総
排出量」、業績評価指標「市が独自に取り組む施策によるＣ
Ｏ２削減見込量」が目標未達成であり、再生エネルギーの普
及啓発を図るとともに、具体的な達成方策を実施されたい。 

② 燃料電池自動車の普及啓発と併せて水素供給設備整備事
業を引き続き推進されたい。 

③ 相模原市の大きな資源である森林を生かした木質バイオ
マス発電事業で、市外に流出していた電力使用料を市内に再
投資して循環させる地域内経済循環を図る再生エネルギー
構想を検討されたい。 

２ 

課題の分析 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 基準年度（平成１８年度）と比較して、ＣＯ２排出量の増
減率が最も高い民生家庭部門の更なる削減に向け、住宅用太
陽光発電設備の導入促進や市内全域及び全世代に向けた温
暖化対策の普及啓発が必要である。 

② 水素供給設備の整備は、通常のガソリンスタンド建設経費
の４倍程度と高額なため、整備費用にかかる支援が課題であ
る。 

③ 市の自然的特性を活かした効果的な再生可能エネルギー
の導入を促進していく必要がある。 
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No. 項 目 内 容 

３ 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 住宅用太陽光発電設備の導入奨励制度を継続するととも
に、国・県等と連携しながら、効果的な事業となるよう見直
しを行っていく。また、ＣＯ２排出削減に向け、市民向けに
は、国の補助事業を活用した啓発事業を市内各地で実施す
る。 

② イベント等を通じた燃料電池自動車の見学会の実施や購
入補助制度を継続し普及促進を図る。また、水素エネルギー
普及促進ビジョンに掲げる定置式水素供給設備の市内設置
に向け、平成３０年度に創設した補助制度を継続するととも
に、九都県市と連携し国の補助制度の継続や水素供給設備設
置にかかる規制緩和等について要望活動を行い事業の推進
を図る。 

③ 次期地球温暖化対策計画策定作業の中で、本市の自然的特
性を活かした再生可能エネルギーの効果的な利活用や導入
手法等を検討していく。 

４ 

改善によって見込まれる効果 

【対応方針の目的・意図】 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 住宅用太陽光発電設備導入奨励制度の普及及びイベント
等を通じた市民一人ひとりへの温暖化対策への意識向上を
図ることにより、同設備導入の促進や創エネ、省エネ対策な
ど、市民の具体的な行動につながり、家庭部門の更なる削減
効果が見込まれる。 

② 燃料電池自動車の補助制度をＰＲすることで、導入促進が
図られる。また、水素供給設備の整備については、補助事業
のＰＲ及び立地情報の提供等を行うことで、本市への同設備
設置促進が図られる。 

③ 新たな再生可能エネルギーの導入について、次期計画の中
に位置付けていくことで、計画的に導入が図られることにな
る。 

５ 
平成３１年度当初予算へ反映

した内容 

省エネルギー対策普及促進事業 

再生可能エネルギー等導入促進事業 

水素供給設備整備補助事業 

脱温暖化まちづくり推進事業 

平成３０年度

当初予算 
６７，４８２千円 

平 成３１年 度

当初予算 
６１，８２２千円 

 

■改善工程表 

No. 項 目 内 容 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

 

 

 

 
第１四半期 

【H31.1 月～3 月】 

第２四半期 

【H31.4 月～6 月】 

第３四半期 

【H31.7 月～9 月】 

第４四半期 

【H31.10 月～12 月】 

① 

普及啓発活動の

実施 

再エネ設備導入

補助事業実施 

九都県市等、広

域連携事業の検

討 

国補助事業への

申請 

同設備導入補助

事業のＰＲ実施 

広域連携事業の

実施 

同事業を活用し

た普及啓発実施 

 

 

 

 

 

同設備導入補助

事業実施 
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No. 項 目 内 容 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

② 

 

 

 

 

 

 

 

規制緩和等にか

かる要望書作成 

燃料電池自動車

の見学会実施 

燃料電池自動車

の購入補助事業

実施 

水素供給設備整

備補助事業実施 

国への要望活動

の実施 

 

 

 

 

 

 

 

次年度における

要望内容の検討 

 

 

 

 

 

 

 

要望書（案）の作

成 

③ 

再生可能エネル

ギ ー 導 入 施 策

（既存施策）の評

価・検証 

既存施策の課題

整理及び新たな

施策の検討（庁

内検討及び審議

会等からの意見

聴取） 

 次期計画案策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 応 方 針 及 び 改 善 工 程  

スケジュールの評価 

※記載欄内の番号は「対応方針１」

の番号と一致している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果に対する分析・評価（第２四半期までの取組状況） 

① ２月で終了した平成３０年度のＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ普及
啓発事業では、バスの車内や地域情報番組などでのＣＭ放映や
複数の市内イベント等への啓発ブースの出展を行ったほか、さ
がみはら地球温暖化防止フォーラム等を開催した。その中で、
個人・団体等に対して、ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥへの賛同を呼
びかけ、当初目標の６４０件に対し、９３８件の賛同を得るこ
とができた。それらの結果を踏まえ、引き続き地球温暖化対策
のための国民運動「COOL CHOICE」の取組の普及啓発を行うにあ
たり、準備作業として４月にプロポーザル方式により業務委託
業者を選定し、普及啓発事業の具体的な検討を行い、国へ補助
金を申請した。 

再エネ設備導入補助事業については、平成３１年２月から３
月に平成３０年度第２期の募集を行い、太陽光発電設備２４１
件、太陽熱利用設備１２件に対して奨励金を交付決定した。４
月には令和元年１０月から始まる第１期の募集に向けて、広報
紙やホームページへ今年度の募集内容を掲載するとともに、５
月に開催したかんきょうフェアにおいて、奨励金制度のチラシ
を配布した。再生可能エネルギーの固定価格買取制度における
買取価格の低下等により太陽光発電設備の年間導入件数は３９
件減少したため、再生可能エネルギーの普及に関する普及啓発
の取組を充実させるとともに、設備導入に関しては、国・県等
と連携しながら、効果的な補助メニューを検討する必要がある。 

広域連携事業については、九都県市で連携して「エコなライ
フスタイルの実践・行動」キャンペーンを実施して、市民・事
業者に対して省エネ・節電を呼びかけるとともに、市内公共施
設や事業者にキャンペーンポスターを送付した。また、町田市
と連携してライトダウンイベントを実施した。 

② ５月に開催したかんきょうフェアにおいて、公用車として導
入している燃料電池自動車を展示し、パネル展示やパンフレッ
トの配布等を通じて、利用段階では二酸化炭素を排出しない水
素エネルギーの有用性・安全性に関する理解促進を図った。 

燃料電池自動車の購入補助事業については、広報紙やホーム
ページへの今年度の募集内容を掲載するとともに、５月に開催
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No. 項 目 内 容 
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対 応 方 針 及 び 改 善 工 程  

スケジュールの評価 

※記載欄内の番号は「対応方針１」

の番号と一致している 

したかんきょうフェアにおいて、奨励金制度のチラシを配布し
た。また、水素供給設備補助事業については、４月に募集を行
い、１件に対して補助金の交付決定を行った。 

国への要望活動については、平２７年度から九都県市で実施
している。その結果として、水素ステーションの整備に対する
国の補助制度の継続や一部の規制緩和につながっていると考え
られることから、今年も九都県市で要望内容を検討し、５月２
２日に九都県市の連名で経済産業省、国土交通省及び環境省に
対して水素ステーションの設置・運営に対する財政支援や規制
緩和を要望した。今後も、水素社会の実現に向け、国に対して
要望活動を行う必要がある。 

③ 地球温暖化対策実行計画に位置付けた各取組の進捗状況や課
題等について、庁内関係各課へ意見照会を行った。また、本市
の附属機関である地球温暖化対策推進会議において、既存施策
の取組状況や新たな施策について意見聴取を行った。５月１４
日に庁内関係各課の担当者会議を開催し、次期計画の施策体系
や関連計画との整合について検討を進めた。昨年実施した市
民・事業者アンケートでは、再生可能エネルギーの導入に関す
る課題として、「設置に必要な経費が高い」が最も多くあげられ
たことから、効果的な補助メニューを検討する必要がある。 

取組結果により得られた具体的な成果及び第４四半期終了時点で見込まれる効果 

① 省エネ機器の買い換え促進、エコドライブの推進、照明機器
の効果的な利用促進、低炭素物流の普及促進など、地球温暖化
対策につながる国民運動「COOL CHOICE」の取組の普及啓発、再
エネ設備導入補助事業などを通じて、市民一人ひとりの環境配
慮行動への意識や認知度が高まる。 

② 補助事業の実施により、市内で新たに１０台の燃料電池自動
車が導入されるとともに、定置式水素ステーションが整備され
ることにより、水素エネルギーの利活用が進む。 

③ 新たな再生可能エネルギーの導入について、次期計画の中に
位置付けていくことにより、計画的に導入が図られる。 

３ 
（ ２ に 対 す る ） 総 合 計 画  

審議会のモニタリング評価 

① 施策の最終的な成果を示す成果指標「市全体の温室効果ガス
総排出量」はＢ評価からＡ評価に移行しており、また業績評価
指標「再生可能エネルギー等による CO2 削減見込量」も引き続
きＡ評価であり、改善工程表での取組は有効あった。ただし、
業績評価指標「市が独自に取り組む施策による CO2 削減量」で
は４年連続Ｂ評価で目標未達成であり、一層の改善を進められ
たい。 

② 全般に「実施したこと（アウトプット）」に留まる記述が多い。
市全体の温室効果ガス排出量のうち、どこからどのような形で
排出されているガスの量がどれくらいなのか、定量化されたい。
その上で、量の多いところから削減するような、施策の優先順
位を明らかにし、具体的な取組を検討されたい。 

③ 全体的に、「再生可能エネルギー」との記載にとどまる記述が
多く、具体的にどのエネルギーを指すのかが明確化されていな
い。「新たな再生可能エネルギー」については、木質バイオマス
資源利用について検討されたい。 

④ 改善工程表において「新たな再生可能エネルギーの導入につ
いて、次期計画の中に位置付けていくことにより、計画的に導
入が図られる」とあるが、どのようなエネルギーがどのレベル
で導入が図られるのか、見通しが得られておらず、具体性に欠
けている。 

⑤ 水素供給設備整備補助事業について、水素を日常生活や産業
活動で利活用する社会の実現に向け、水素技術の社会的意義を
更に明確にしていく必要がある。 

⑥ 多様な再生エネルギーを活用した電力の地域内循環や、それ
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に伴う経済の地域内循環を図られたい。 
⑦ 公共交通の促進と併せて、カーシェアやシェアサイクルの促

進も検討されたい。 
⑧ 市民への普及啓発の対応が多いが、企業とも連携し、街区・

地区レベルでのエネルギー効率の低減に向けた取組を推進され
たい。 

４ 
３（総合計画審議会からの

評価）を受けての改善策 

① 温室効果ガスの排出削減は喫緊の課題であることから、次期
地球温暖化対策計画に基づき、住宅用太陽光発電設備や次世代
クリーンエネルギー自動車の導入促進、中小規模事業者向けの
省エネルギー対策、森林の整備等による吸収源対策など市独自
の取組をより一層進めていく。 

② 総合計画の部門別計画である環境基本計画やそのアクション
プランである地球温暖化対策実行計画においては、市全体の温
室効果ガス排出量に加えて、部門別排出量についても推計し、
その増減要因分析を踏まえて取組を進めている。中でも民生家
庭部門と民生業務部門における排出量は基準年度と比べて増加
傾向にあることから、引き続き家庭や事業所における設備及び
機器並びに建築物の省エネ化などを促進していく。 

③ 再生可能エネルギーについては、太陽エネルギーの導入促進
のほか、自然的特性を活かしたエネルギー資源の利活用策の検
討を進めていく。また、木質バイオマス資源利用については、
木質バイオマスエネルギーの公共施設への導入等について検討
していく。 

④ 次期地球温暖化対策計画においては、新たな温室効果ガスの
削減目標を設定し、引き続き本市における温室効果ガス排出量
の推移や削減目標の達成状況を分析するとともに、計画の達成
状況については、住宅用太陽光発電設備の導入状況等を新たに
進行管理指標として設定し、削減効果の把握・分析を行う。 

⑤ 水素は、多種多様なエネルギー源から製造が可能であり、利
用段階では二酸化炭素を排出しない「究極のクリーンエネルギ
ー」として幅広い利用が期待されるとともに、災害時の非常用
電源としても活用可能な次世代エネルギーである。水素社会の
実現を目指し、水素エネルギー普及促進ビジョンに基づき、水
素エネルギーの有用性・安全性の理解促進を図り、また、水素
エネルギーを身近に感じていただくことを目的としたイベント
の開催、水素ステーションの整備促進、燃料電池自動車や家庭
用及び業務・産業用燃料電池等の普及促進を図っていく。 

⑥ 次期地球温暖化対策計画に基づき、本市の自然的特性を生か
したエネルギー資源の利活用を促進するとともに、自家消費型
の太陽光発電設備や蓄電池の普及促進により、エネルギーの地
産地消を図っていく。 

⑦ 民間事業者との連携によるシェアサイクル導入の検討やカー
シェアリングの普及促進等を図ることにより、低炭素型まちづ
くりの推進を図っていく。 

⑧ 将来を見据えた大規模なまちづくりの検討に併せて、企業等
と連携しスマートシティ、エネルギーの地産地消など、効率的
なエネルギーシステムについて検討する。また、電気自動車を
活用した災害連携協定など企業等と連携した取組についても検
討する。 
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施策名 No．２８ 水源環境の保全・再生 所管局 環境経済局 局長名 岡 正彦 

 

■平成２９年度実績データ 

指標 No. 指標名 
目標値 

（ａ） 

実績値 

（ｂ） 

達成率（％） 

（b/a 又は a/b） 
評価 

成果指標１ 
管理された森林面積の割合（水源の森林づ

くり事業） 
75.3 69.0 91.6％ Ｂ 

成果指標２ 
市域から津久井湖に流入するチッソ・リンの

削減量 （チッソ） 
233 119 51.1％ Ｄ 

成果指標３ 
市域から津久井湖に流入するチッソ・リンの

削減量 （リン） 
29 14.7 50.7％ Ｄ 

１・２次評価 

（所管局・企画政策課による内部評価） 
Ｂ 

３次評価 

（総合計画審議会による外部評価） 
Ｂ 

 

■対応方針 

No. 項 目 内 容 

１ 
建議書における総合計画  

審議会からの意見 

① 市民と達成を約束した成果指標「管理された森林面積の割
合」、「市域から津久井湖に流入するチッソ・リンの削減量」
が、いずれも目標未達成であり、具体的な達成方策を実施さ
れたい。特に「市域から津久井湖に流入するチッソ・リンの
削減量」がＤ評価であり、その原因分析を行い、具体的方策
を実施されたい。 

② チッソ・リンの削減量の目標値の達成のため、浄化槽設置
数を業績評価指標として設定するなど、有効な方策を実施さ
れたい。 

③ ２０２４年度から市民税に上乗せした森林環境税が徴収
されるが、国、県の方針を待つだけでなく、来年度から交付
される森林環境譲与税も含めて相模原市としての独自の有
効利用方策を十分に検討されたい。 

２ 

課題の分析 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 「管理された森林面積の割合」については、森林整備の必
要性などが所有者に十分に普及していないと考えられる。チ
ッソ・リンの削減に有効である公共下水道の整備率が低い。 

② 高度処理型浄化槽については、県生活排水処理施設整備構
想や市一般廃棄物処理基本計画の改訂に伴う目標値の再設
定が必要である。 

また、法的強制力が無い中での個人宅地内への設置になる
ため、その費用負担や継続的に支払う使用料金などについ
て、市民の理解と合意が必要で、計画的な整備が難しい状況
である。 

③ これまでは、県の水源の森林づくり事業を活用した森林整
備に取り組んできたが、従来の施策では整備困難な森林や里
地里山などの小規模な森林の整備、人材育成・担い手の確保
などについては、対応ができていない。 
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３ 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 森林整備については、森林組合・林業事業者と連携しなが
ら森林所有者への普及啓発に努め、新規整備箇所の確保を図
ってまいります。 

② チッソ・リンの削減に有効である公共下水道については、
平成 29 年度に７件の事業の繰越があったため、評価への反
映は行えなかったが、工事自体は、今後計画的に整備するこ
とにより、実績値の向上が見込めるため、適切な工事発注に
努めます。 

チッソ・リンの削減に当たっては、市が把握する個人浄化
槽管理状況データの中から、定期的維持管理を業者委託して
いる個人を抽出し、登録業者が営業から施工までを行う工事
店制度により、高度処理型浄化槽の設置を促すことが有効で
あることから、年間目標を立てた上で、その設置促進を図っ
ていく。（営業目標年間約 80 軒該当） 

③ 森林環境税の趣旨を踏まえ、森林整備や木材利用促進・普
及啓発、人材育成・担い手確保について、現在、検討を進め
ている（仮称）さがみはら森林ビジョン後期実施計画におい
て、適切な取組を位置づけてまいります。 

４ 

改善によって見込まれる効果 

【対応方針の目的・意図】 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 適切な水源環境の保全につながる。 
② 高度処理型浄化槽設置基数の増加が見込まれ、チッソ・リ

ン削減量に効果がある。 
③ さがみはら森林ビジョンがめざす、森林の保全・再生に向

けた多角的な取組が可能となり、その着実な実現を図ること
ができる。 

５ 
平成３１年度当初予算へ反映

した内容 

・公共下水道整備  

・高度処理型合併浄化槽整備 

・森林整備（水源の森林づくり事業）   

平成３０年度

当初予算 
2,435,763 千円 

平 成３１年 度

当初予算 
2,599,405 千円 

 

■改善工程表 

No. 項 目 内 容 

１ 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

 
第１四半期 

【H31.1 月～3 月】 

第２四半期 

【H31.4 月～6 月】 

第３四半期 

【H31.7 月～9 月】 

第４四半期 

【H31.10 月～12 月】 

① 

 ・当年度森林整

備計画書を県へ

提 出 ( 整 備 区 域

の確定) 

・次年度の森林

整備規模を取り

まとめ県へ提出 

 

公共下水道整備

工事設計・積算

準 備 ( １ ３ 件 、

L=6,145.0ｍ) 

全１３工事中、 

１２工事発注 

予定(工期：H３２

年３月) 

全１３工事中、 

1 工事発注予定

(工期：H３２年３

月)  

現場施工管理 

次年度施工予定

工事精査 

通年で森林組合、事業者と新規整備要望確保の調整 
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② 

上水道使用や浄

化槽の維持管理

状 況 を 勘 案 し 、

設置促進の優先

度を決定 

登録業者と連携

し、 高度 処理型

浄化槽の設置に

ついて住民へ説

明を行う(月間１０

軒) 

【牧野地区】 

登録業者と連携

し、 高度 処理型

浄化槽の設置に

ついて住民へ説

明を行う(月間１０

軒) 

【鳥屋地区】 

登録業者と連携

し、 高度 処理型

浄化槽の設置に

ついて住民へ説

明を行う(月間１０

軒) 

【青野原地区】 

③ 
後期実施計画の

検討 

後期実施計画の

答申受領 

後 期 実 施 計 画

（案）の検討 

後 期 実 施 計 画

（案）の作成及び

パブリックコメント

の実施 

２ 

対 応 方 針 及 び 改 善 工 程  

スケジュールの評価 

※記載欄内の番号は「対応方針１」

の番号と一致している 

取組結果に対する分析・評価（第２四半期までの取組状況） 

① 公共下水道整備工事については、第 2 四半期までに 10 工事の
発注を見込んでいる。改善工程より多少の遅れが発生している
が、７月までに全工事の発注を行ない、適切な事業進捗を図る。 

② 高度処理型浄化槽の住民説明について、第２四半期の目標を
上回る４４軒の営業活動を実施している。 

③ 森林環境譲与税の使途として定められている、森林整備、人
材育成・担い手確保、木材利用の促進や普及啓発の取組を後期
実施計画へ位置づけることについて、検討を進めることができ
た。後期実施計画策定に係る審議会からの答申については、７
月に受けることとなった。 

取組結果により得られた具体的な成果及び第４四半期終了時点で見込まれる効果 

① ７月までに全１３工事の発注が完了する見込みであり、年度内の工事

完了が見込まれる。 

② 住民に対する継続的な営業活動を行なうことで、浄化槽設置数の増加

が見込まれる。 

③ 森林ビジョン審議会及び庁内検討会議等で後期実施計画の策定に向

けた検討を行うことで、森林環境譲与税の活用について、共通認識を図

ることができた。引き続き、実施計画の策定を進めるなかで、さがみは

ら森林ビジョンがめざす森林の保全・再生に向け、本市における森林環

境譲与税の有効活用について、さらに検討を進めていく。 

３ 
（ ２ に 対 す る ） 総 合 計 画  

審議会のモニタリング評価 

① 成果指標「管理された森林面積の割合」は４年連続Ｂ評価、
成果指標「市域から津久井湖に流入するチッソの削減量」及び
成果指標「市域から津久井湖に流入するリンの削減量」は６年
連続Ｄ評価であり、いずれも目標未達成であり、改善工程表を
抜本的に見直されたい。 

② 成果指標「市域から津久井湖に流入するチッソ・リンの削減
量」については、工事店制度の創設によっても高度処理型槽設
置申請件数が低迷しており、目標達成に至っていない。改善に
向けては、住民が高度処理型浄化槽の設置をする気になるか、
メーカー側の技術革新により浄化槽の値段が各段に下がるか、
市が投資をするか、以外に進展はないと思われる。普及啓発は
引き続き、粘り強く実施しつつ、新たな行政的措置を検討する
など、津久井湖の水質改善の受益者が誰であるかという点も考
慮しながら、手法を根本から変える必要がある。 

③ 「水源の森林づくり事業」、「地域水源林保全・再生事業」、「市
有林整備事業の推進」については、新規担い手の誘致等も含め
た林業事業者の継続的確保に向けた取組の実施状況を把握し、
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No. 項 目 内 容 

進行管理を行うべきである。 
④ 「水源の森林づくり事業」における協力協約締結について、

新規での森林整備要望が少なくなった要因に対する対策が必要
である。私有林に関する管理実態、営林可能性の実態把握を行
い、具体的に協約対象の特定を実施されたい。 

⑤ 森林環境譲与税の活用に関して検討されている木材利用の促
進は、再生可能エネルギー関連施策と連携して検討する必要が
あるため、横断的な取組について検討されたい。 

４ 
３（総合計画審議会からの

評価）を受けての改善策 

① 水源の森林づくり事業については、県との連携により実施し
ている事業であることから、県との協議会等を通じ、支援制度
の課題について検討する。 

①② 総合計画の当初において、平成３１年度までに公共下水道
と高度処理型浄化槽を整備完了する目標値として設定・評価
していただいているが、期間内に完了させることが困難な状
況であることから、次期総合計画においては目標値を再設定
する予定。今後も高度処理型槽については、営業活動を行う
などして、浄化槽の設置数向上に努めていく。 

③ 森林環境譲与税を活用した林業の人材育成・担い手の確保事
業等の実施による、林業事業者の継続的確保に向けた取組の進
行管理について検討する。 

④ 令和元年度から運用を開始した林地台帳を活用し、森林組合
および林業事業体との連携により、森林整備に係る支援制度に
ついて周知を図り、事業地の確保に努めていく。 

⑤ 森林環境譲与税を活用した取組による「木材の利用促進」を
図るため、教育委員会による児童机の天板交換事業の実施や民
間事業者が行う公共性の高い建築物の木質化への支援等につい
て検討するとともに、木質バイオマスエネルギーの公共施設へ
の導入等について検討する。 
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施策名 No．３３ 
地域経済を支える産業基盤の確

立 
所管局 環境経済局 局長名 岡 正彦 

 

■平成２９年度実績データ 

指標 No. 指標名 
目標値 

（ａ） 

実績値 

（ｂ） 

達成率（％） 

（b/a 又は a/b） 
評価 

成果指標１ 製造品出荷額等 1,486,800 - - - 

業績評価指標１ 企業立地に係る事業計画認定数 10 8 80.0％ Ｂ 

業績評価指標２ 
中小製造業技術者育成支援事業等により

支援した人数 
111 10７ 96.4％ Ｂ 

１・２次評価 

（所管局・企画政策課による内部評価） 
Ｂ 

３次評価 

（総合計画審議会による外部評価） 
Ｂ 

 

■対応方針 

No. 項 目 内 容 

１ 
建議書における総合計画  

審議会からの意見 

① 総合計画の進行管理は毎年度の目標値達成により当該課
の成績評価をするものであり、３年に１回の成果指標「製
造品出荷額等」は業績評価指標に位置づけ、次期総合計画
では毎年度評価できる成果指標を設定されたい。 

② 市民と達成を約束した業績評価指標「企業立地に係る事
業計画認定数」及び「中小製造業技術者育成支援事業等に
より支援した人数」が、いずれも目標未達成であり、具体
的な達成方策を実施されたい。 

③ 地域経済の担い手の安定的な確保に向けて小学校でのプ
ログラミング教育の推進など他部局との連携により、若者
がものづくりに触れる機会の創出に努められたい。 

④ 安定した雇用の確保に向けて製造業の立地促進ととも
に、第３次産業の誘致など多様で厚みのある産業集積を図
られたい。 

⑤ 地域経済の活力維持に向けて企業誘致とともに、高齢化
に伴う中小事業者の廃業を食い止め、持続的経営を可能と
する方策を実施されたい。 

⑥ さがみはら産業集積促進方策 （ＳＴＥＰ５０）のフォロ
ーアップ調査とともに、その制度見直しを行う際には自然
環境も視野に入れた景観形成の取組とも連携して多様な人
や企業を引き付ける魅力的な都市形成を実施されたい。 

２ 

課題の分析 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 統計データの公表時期、指標の妥当性等を考慮した成果
指標の設定 

②「企業立地に係る事業計画認定数」 
 ・工場立地に繋がる投資案件の把握 
 ・工場立地可能な用地情報の収集 
 「中小製造業技術者育成支援事業」 

・周知不足による制度の認知度の低さ 
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No. 項 目 内 容 

③ 若者がものづくりに触れる機会の充実 
④ 多様で厚みのある産業集積を目的とした企業誘致推進戦

略のあり方の検討 
⑤ 高齢経営者の事業承継に関する知識・事前準備不足 
⑥ 地域の景観特性を踏まえた企業誘致推進戦略のあり方の

検討 

３ 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 次期総合計画の進行管理において、毎年度の進行管理評
価が適切に実施できるよう統計データの公表時期、指標の
妥当性等を考慮しつつ、成果指標について検討いたします。 

② 「企業立地に係る事業計画認定数」の目標達成に向け、
過去にＳＴＥＰ５０を活用した企業や、平成２７年度に実
施した企業立地動向調査の対象企業の近況や投資意欲を把
握すべく、企業訪問・電話連絡などを行うフォローアップ
調査を実施するとともに、神奈川県や日本貿易振興機構、
産業支援機関、金融機関等との連携を強化し、本市への工
場立地に繋がる投資案件の掘り起こしや工場立地可能な用
地情報の収集を積極的に行ってまいります。 

「中小製造業技術者育成支援事業」につきましては、目
標値には達成しておりませんが、実績値は少しずつ伸びて
おります。周知不足が目標未達成の原因と考えられるた
め、今後はこれまでの周知手段である相模原商工会議所の
ホームページやメルマガに加え、企業訪問等での周知を市
内産業支援機関と連携しながら、積極的に行ってまいりま
す。 

③ 現在、市内小学生を対象としたロボットプログラミング
教室を開催しているほか、小学校５、６年生を対象に起業
プロセスを疑似体験する「子どもアントレプレナー体験事
業」を実施しております。 

将来のものづくり産業の担い手や起業家精神あふれる
人材の育成・確保に寄与するため、他部局との連携を図り
ながら、地域の若者がものづくりにふれる機会のさらなる
創出を検討してまいります。 

④ 少子高齢化の進行、経済のグローバル化など、本市を取
り巻く社会経済環境の変化や、広域的な交通ネットワーク
の充実により首都圏南西部の広域交流拠点都市としての本
市のポテンシャルを生かし、多様な産業の集積を図るとと
もに、人材、企業及び情報の集積・交流・連携によりビジ
ネスチャンスの創出を目指した「新たな相模原の経済成長
のための企業誘致推進戦略」を検討してまいります。 

⑤ 高齢化等に伴う事業継承につきましては、公益財団法人
相模原市産業振興財団が実施する年間約５００件の企業ヒ
アリングにおいて、事業承継に関する相談を受け、事業引
継ぎ支援センターへの御案内を行うなど、持続的経営を可
能とするよう支援を行っております。今後も適宜、支援機
関との連携を図りながら、円滑に支援を行ってまいります。 

⑥ ＳＴＥＰ５０の制度見直しの際には、フォローアップ調
査等を実施し、現行のＳＴＥＰ５０の効果検証及びこれか
らの企業誘致施策に必要な支援内容等について検討を進め
るとともに、地域の景観特性と調和した工場建設を誘導す
るなど、市の景観形成の取組との連携のあり方についても
検討いたします。 
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４ 

改善によって見込まれる効

果 

【対応方針の目的・意図】 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 次期総合計画における適切な進行管理評価が実施でき
る。 
② 「企業立地に係る事業計画認定数」 
   投資案件と用地情報の迅速なマッチングによる企業立

地に係る事業計画認定数の増加が見込める。 
  「中小製造業技術者育成支援事業」 

周知を広く行うことにより制度の認知度が向上し、支援
対象者の増加を見込む。 

③ 若者がものづくりに触れる機会の充実を図ることで、市
内ものづくり産業への興味の醸成を行い、地域経済の担い
手の安定的な確保につなげる。 

④ 多様な産業の集積により、本市産業集積基盤の強化につ
ながる。 
⑤ 事業承継に関する知識・関心を得ることで、持続的経営

を可能とする支援を行うことが出来る。 
⑥ 多様な人や企業を引き付ける魅力的な都市形成に寄与す

ることができる。 

５ 
平成３１年度当初予算へ反映

した内容 

 

平成３０年度

当初予算 

企業誘致等推進事業 

1,249,677 千円 

中小製造業技術者育

成支援事業 

1,000 千円 

平 成 ３ １ 年

度当初予算 

企業誘致等推進事業 

957,788 千円 

中小製造業技術者育

成支援事業 

1,019 千円 

 

■改善工程表 

No. 項 目 内 容 

１ 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

 
第１四半期 

【H31.1 月～3 月】 

第２四半期 

【H31.4 月～6 月】 

第３四半期 

【H31.7 月～9 月】 

第４四半期 

【H31.10 月～12 月】 

① 

 

   

② 

 

 

 

 

 

 

   

フォローアップ調査、他機関との情報交換等 

セミナーの開催、産業支援機関等と連携しながら周知活動実施 

統計データの公表時期、指標の妥当性等を考慮した成果指標の

設定 

企業立地に係る事業計画認定数 

中小製造業技術者育成支援事業 
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③ 

 

 

  

④ 

 

 

 

 

⑤ 

 

   

⑥ 

 

 

   

２ 

対 応 方 針 及 び 改 善 工 程  

スケジュールの評価 

※記載欄内の番号は「対応方針１」

の番号と一致している 

取組結果に対する分析・評価（第２四半期までの取組状況） 

① 毎年度の進行管理評価が適切に実施できるよう統計データの
公表時期、指標の妥当性等を考慮しつつ、成果指標について検
討を進めている。 

② 市外から相模原市に立地した企業を中心に訪問によるフォロ
ーアップ調査を実施した。また、神奈川県や日本貿易振興機構、
産業支援機関、金融機関とも連携し、現在立地に繋がる案件を
複数調整中である。 

③ 小学生向けに、ドローンの組立やロボットのプログラミング
に関する教室、アントレプレナー体験のイベントについて、企
画・調整中である。加えて、ロボットの実証実験を一堂に会し
たイベントを計画している。 

④ 庁内ワーキングや有識者との意見交換、フォーラムへの参加、
先進地視察を実施し、情報収集や内容の整理を進めることがで
きた。 

⑤ 企業訪問において１７件の事業承継等の相談が寄せられてい
るところ、他の専門機関を案内するなど、当該課題を持つ企業
の解決に向けて、ハンズオン支援を行っている。 

⑥ ＳＴＥＰ５０の見直しについては、フォローアップ調査の結
果やこれまでの費用対効果を十分に検証し、昨今の社会情勢に
即応した制度設計を行う。 

取組結果により得られた具体的な成果及び第４四半期終了時点で見込まれる効果 

① 指標の妥当性から、現段階では、現行以上に適切な成果指標
を見い出せていないため、今後も継続して検討を進めていく。 

② 本年度中に認定する立地相談案件を複数調整中。第４四半期
終了時点で８件の立地件数を見込んでいる。 

③ 企画している各種のイベント等は、若者に対して本市ものづ
くり産業への興味醸成を図っていくものとなっている。これら
により、延べ 100 人を超える子供達に、ものづくりに触れる機

産業支援機関等と連携し、企業訪問を通じてヒアリング 

毎月 4 回事業承継等に関する相談窓口を設置（商工会議所内） 

教育委員会等と連携しながら既存事業の周知活動を行う。 

若者を対象としたものづくり

産業への興味醸成に資する

取組を実施 

新たな企業誘致戦略の検討 

若者を対象としたものづくり

産業への興味醸成に資する

取組を検討 

現ＳＴＥＰ５０
の効果検証

及び 
次期ＳＴＥＰ５

０の検討 

現ＳＴＥＰ５０
の効果検証

及び 
次期ＳＴＥＰ５

０の検討 

 
 

庁内調整 

 
 

パブリック
コメント 

 
 

議会上程 

 
庁内調整 

 
パブリックコ

メント 

 
議会上程 
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No. 項 目 内 容 

会を提供できる。 
④ 収集した情報を基に「新たな企業誘致戦略」に繋がる、本市

が目指す産業のコンセプトの整理が進んだ。今後は、庁内ワー
キングや有識者等からの意見聴取などを通して、検討が進んで
いくことが見込まれる。 

⑤  事業承継等については、企業の新陳代謝が重要であることか
ら、今後も継続した取組を実施し、これにより経営者の高齢化
による事業廃止を食い止めていく。 

⑥ これまでのＳＴＥＰ５０より経費を削減するとともに、企業
の立地ニーズに対応し、昨今の経済情勢に即応したより効果の
高い戦略的な企業誘致施策を検討中。 

３ 
（ ２ に 対 す る ） 総 合 計 画  

審議会のモニタリング評価 

① 業績評価指標「企業立地に係る事業計画認定数」は前年度の
Ｂ評価からＡ評価に移行しており、改善効果がみられる。業績
評価指標「中小製造業技術者育成支援事業等により支援した人
数」は５年連続Ｂ評価以下であり、一層の改善が求められる。
なお、毎年評価可能な指標の設定が重要であり、成果指標「製
造品出荷額等」については参考指標として調査年度に合わせて
公表するようにされたい。 

② 製造業中心の施策であるが、情報産業やサービス業の振興が
必要である。産業振興財団、商工会議所、さがみはら産業創造
センターなどとともに、起業促進に力を入れるべきである。ま
た、職住近接の実現によるワークライフバランスの改善に向け
て、サテライトオフィス整備やテレワークの促進とともに、市
内事業所での雇用増加に一層取り組まれたい。 

③ 企業の立地計画達成率 100％を獲得した理由は、問い合わせの
ワンストップ受け入れ化によるものか、あるいは、他に何らか
の要因があるのか、明確に分析されたい。 

④ 政令指定都市として、自立的な経済運営が求められるという
前提に立てば、地域経済としてどのような産業クラスタが存在
しているかという点を把握しておく必要がある。正確な統計数
値や経済推計を行う必要はないが、手法の工夫により簡易的に
市内ＧＤＰの傾向を把握するよう取り組まれたい。 

４ 
３（総合計画審議会からの
評価）を受けての改善策 

① 「中小製造業技術者育成支援事業等により支援した人数」に
ついては、制度の認知度向上による支援対象者の増加を見込み、
今後も市内産業支援機関と連携しながら、相模原商工会議所の
ホームページやメルマガに加え、企業訪問等での周知を広く積
極的に行っていく。 

成果指標については、毎年度の進行管理評価が適切に実施で
きるよう、現行以上に適切な成果指標や公表時期の検討を今後
も継続して進めていく。 

② 情報産業やサービス業等の様々な産業の連携・交流の活性化
を図るため、首都圏南西地域連携サポート事業や、新技術実用
化コンソーシアム形成支援事業等に取り組んでおり、今後も関
係支援機関等と連携し進めていく。 

市内事業所での雇用増加については、仕事と家庭両立支援事
業等の事業を推進しながら、ワークスタイルやライフスタイル
の多様化に対応できるよう取り組んでいく。 

③ 産業政策課では立地企業や不動産情報の動向を常に注視する
とともに、日頃から相模原市への立地を希望している企業の
様々な要望に対してきめ細やかに対応しており、その結果が、
立地計画達成率１００％を獲得したことに結び付いたと分析し
ている。 

④ 市内の GDP の傾向の把握については、現在、本市で入手でき
るデータだけでは推計することができず、また、推計作業には
多くの人員と時間を要するため、既存のデータの活用や市内の
産業支援機関や企業との情報交換により、市内の経済動向を把
握するよう取り組んでいく。 
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施策名 No．３６ 都市農業の振興 所管局 環境経済局 局長名 岡 正彦 

 

■平成２９年度実績データ 

指標 No. 指標名 
目標値 

（ａ） 

実績値 

（ｂ） 

達成率（％） 

（b/a 又は a/b） 
評価 

成果指標１ 農用地区域内における耕作地面積の割合 99.0 94.6 95.5％ Ｂ 

成果指標２ 市内農業生産量 27,380 18,975 69.3％ Ｃ 

業績評価指標１ 新規就農者の人数（人/累計） 61 66 108.2％ Ａ 

業績評価指標２ JA 農産物直売所の来客者数 275 337 122.5％ Ａ 

１・２次評価 

（所管局・企画政策課による内部評価） 
Ｂ 

３次評価 

（総合計画審議会による外部評価） 
Ｂ 

 

■対応方針 

No. 項 目 内 容 

１ 
建議書における総合計画  

審議会からの意見 

① 市民と達成を約束した成果指標「農用地区域内における耕
作地面積の割合」及び「市内農業生産量」が、いずれも目標
未達成であり、具体的な達成方策を実施されたい。 

② 業績評価指標「ＪＡ農産物直売所の来客者数」の実績値が、
最終年度の平成３１年度目標値を大きく上回り推移してお
り、市民からすると次年度以降も実績値より低い目標値が設
定されていることは疑問であり、次期総合計画では適切な目
標値を設定されたい。 

③ 営農者の高齢化や耕作放棄地の増加が見込まれる状況に
あり、ＪＡや民間企業と連携した農業振興方策を早急に進め
られたい。 

④ 地産地消に加えてＳＮＳを活用した新鮮な農作物の情報
発信など産品のブランド化を図る販売方法や消費者の健康
志向、安全志向に応える市場づくりなど、消費者ニーズに即
した農畜産物の販売方策を実施されたい。 

⑤ 直売所は車がないと行けないところもあり、駅のコンコー
スや桜まつり等のイベント時に野菜販売をしながら、相模原
野菜やその直売所をＰＲし、認知度を上げる方策を実施され
たい。 

⑥ 市民の生活満足やコミュニティ形成、さらに潤いのあるま
ちの形成に大いに役立つ都市農園を、今後増加の見込まれる
空き地、空き家の活用により整備されたい。 

⑦ 都市環境と自然環境の調和した魅力的なまちづくりにお
いて農業の担う役割は大きく、農業の多面的効果を視野に入
れたまちづくり方策を実施されたい。 
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No. 項 目 内 容 

２ 

課題の分析 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 農用地区域内の耕作放棄地に関する耕作が放棄された時
期・状況、当該耕作放棄地を借り受けたい者がいるか等の情
報収集が不十分。 

② 年間来客者数実績値が目標を上回っている。 
③ 農業の担い手の高齢化が進んでいる。また、鳥獣被害によ

り営農意欲が減退してしまう。 
④ HP に掲載しているが、SNS による情報発信を行っていな
い。 
⑤ 各種イベントへの出展、直売所マップ作成・配布等を行っ

ているが、十分に認知されていない。 
⑥ 市として空き地、空き家の有効的な活用に向けた検討が必

要である。 
⑦ 都市農地の位置付けが転換されたことについて対応が必
要。 

３ 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 農業委員会との連携により耕作放棄地の情報を得るとと
もに、規模拡大を図りたいと考えている農家の情報収集も行
い、随時に対応する。 

② ５年間の来客数実績等から、次期総合計画における目標値
を設定する。 

③ 人・農地プランの積極的な活用を行う上で、市内両農協な
どとの連携は欠かせないため、今後も連携を密にしながら規
模拡大を図る農家への農地の集積や、法人や新規就農者の参
入を推進することにより農業振興を図っていく。 

④ PR 販売や協議会 HP 等を通じ、消費者ニーズにも十分配慮
しながら、市内産農畜産物の販売促進を引き続き図ってい
く。また、SNS による情報発信についても検討する。 

⑤ 市民朝市の開催、桜まつり等各種イベントへ出展や、直売
所マップの作成・配布、また、市 HP への掲載などを通じて、
引き続き PR に努めていく。 

⑥ 市民農園が多いという本市の優位性をいかしつつ、空き
地、空き家その他の地域資源を活用することで、市民の生活
満足度の向上や、潤いのあるまちづくりに役立てる。 

⑦ 農業体験の場や緑地空間の提供、災害対策機能など農地が
多面的機能を有すること、また都市農地が保全すべき農地で
あることを明確に位置付けるため、市内農家等の意見を聞い
た上で、都市農業振興計画を策定する。計画に基づき、農地
の多面的機能を都市環境においても発揮する農業振興施策
を展開していく。 

４ 

改善によって見込まれる効果 

【対応方針の目的・意図】 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 時機を逃すことによりまとまらなかった利用権の設定が
まとまることにより、農用地内の耕作地面積が拡がる。 

② 適切な目標による進行管理が可能となる。 
③ 耕作放棄地の増加を抑制する。 
④ 市内産農産物のブランド化が推進される。 
⑤ 市内産農産物及び直売所の認知度が上昇する。 
⑥ 市民が直接「農」にふれあい、農業に対する理解を深める

ことができ、生活満足度の向上やコミュニティの形成につな
がる。 

⑦ 生活により身近な都市部においても、農と触れ合うことの
できる環境が整う。都市環境における農業への理解が醸成さ
れることで営農環境が改善し、都市農地の保全が図られる。 

５ 
平成３１年度当初予算へ反映

した内容 

（仮称）新・都市農業振興指針策定事業 

平成３０年度

当初予算 
 0 千円 

平 成３１年 度

当初予算 
440 千円 
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■改善工程表 

No. 項 目 内 容 

１ 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

 
第１四半期 

【H31.1 月～3 月】 

第２四半期 

【H31.4 月～6 月】 

第３四半期 

【H31.7 月～9 月】 

第４四半期 

【H31.10 月～12 月】 

① 

農業委員会等か

ら 耕 作 放 棄 ・ 規

模拡大について

の 情 報 収 集 ( 随

時) 

 

  

② 目標値の検討 
新たな指標の検

討 

 

 

② 

法人や新規就農

者の就農相談や

規模拡大を図る

農家への情報提

供(随時) 

 

  

④ ＨＰの作成 
SNS による情報

発信の検討 

 

 

⑤ 

市 民 朝 市 の 開

催、桜まつり等各

種 イ ベ ン ト へ 出

展、直売所マップ

の配布、市 HP 掲

載による PR 

 

  

⑥ 

次年度市民農園

利用者の申し込

み受付、決定 

レクリエーション

農園の利用者説

明会 

  

⑦ 
計画策定に向け

た情報収集 

 

 
計画策定に向け

た協議会の設置 

２ 

対 応 方 針 及 び 改 善 工 程  

スケジュールの評価 

※記載欄内の番号は「対応方針１」

の番号と一致している 

取組結果に対する分析・評価（第２四半期までの取組状況） 

① 耕作放棄地の発生や規模拡大を志向する耕作者を早期に発見
するだけでは不十分。当該耕作放棄地の耕作者の円滑な交代の
ための取組が必要。 

② 年度別の実績値の推移から、次期総合計画時の目標値素案を
作成。計画最終年度である今年度の実績値を随時集計し、最終
的な目標値を設定する。 

③ 法人や新規就農者の就農相談を随時で受け付けた。また、経
営管理の知見や農業技術の向上のため、新規就農者向けの研修
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No. 項 目 内 容 

会を実施する等、新規就農者の定着・規模拡大に向けた取組を
実施した。 

④ 協議会ＨＰの更新を行った。また、ＳＮＳによる情報発信の検
討を行った。 

⑤ 市民朝市の開催、さがみはらのめぐみ あぐりツアーの実施、
市民まつりへの出店を行った。また、機会を捉えて直売所マッ
プの配布を行った。 

⑥ 次年度市民農園利用者の申し込み受付、決定を行った。 
⑦ 計画策定に向けた情報収集を行うとともに、法令解釈の整理

を行った。 

取組結果により得られた具体的な成果及び第４四半期終了時点で見込まれる効果 

① 耕作放棄地の解消に資することが見込まれる。 
② 次期総合計画において、実績値から導き出したより適切な目

標値の設定が行える。 
③ 規模拡大を図る農家への農地の集積や、法人や新規就農者の

参入を推進することにより、耕作放棄地の増加の抑制が見込ま
れる。 

④ ＨＰのほかＳＮＳにより地場農畜産物のＰＲを図ることがで
きる。 

⑤ 地場農畜産物や直売所の認知度を向上することができる。 
⑥ 市民の生活満足やコミュニティ形成等を図ることができる。 
⑦ 引き続き、情報収集と協議会設置準備を行う。協議会設置後

には、協議会での議論を始めることができる。 

３ 
（ ２ に 対 す る ） 総 合 計 画  

審議会のモニタリング評価 

① 施策の最終的な成果を示す成果指標「農用地区内における耕
作面積の割合」は９年連続Ｂ評価であり面積の減少速度も速く、
農地保全・農業振興の総合的指標と考えられる成果指標「市内
農業生産量」も５年連続Ｃ評価と改善がみられない。業績評価
指標「JA 農産物直売所の来客数」は引き続きＡ評価であるが、
業績評価指標「新規就農者の人数」はＡ評価からＢ評価に落ち
ている。平成３０年度実績に基づく総合評価もＣ評価とするこ
とが妥当な程度の達成度であり、改善工程表を抜本的な見直し、
目標達成を図られたい。 

② 高齢化が進展する中、耕作地面積のみにこだわらず、農業生
産量の増加や作物に付加価値を高めるために、人工知能やロボ
ットなどの技術革新による取組を研究し、農業全体を活性化さ
せる取組を推進されたい。 

③ 耕作地面積の割合について、「明確な上昇トレンド」とあるが、
耕作放棄地の営農可能性に関する情報が洗い出された効果など
も考えられる。割合だけでなく、実際の面積として把握する必
要がある。 

④ 直売所への来客が増えている点は評価できる。引き続き、地
産地消の推進に向けた取組を推進されたい。健康、食べること、
調理することに関心が高まらなければ、地産地消の促進にはつ
ながらないように思えるため、中高年男性や若者を対象にした
取組を検討されたい。また、市民朝市は南区と中央区では行っ
ているが、緑区では実施されていないため、市民が行きやすい
場所で開催し、市内農産物等の認知度を上げる取組を実施され
たい。 

⑤ 市街化区域内の生産緑地の減少問題に対する取組を検討され
たい。 

⑥ 農地の保全・活用については、都市計画分野と連携した取組
について早急に具体化されたい。 

４ 
３（総合計画審議会からの

評価）を受けての改善策 

① 「農用地区内における耕作面積の割合」については、農業委
員会等からの情報収集を行い、耕作放棄地面積等の把握に努め
るとともに、耕作放棄地解消に向けて連携を図っていく。「市内
農業生産量」については、農業従事者の高齢化や離農等のマイ
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No. 項 目 内 容 

ナス要素を補うべく、新規就農者の確保や農作業の効率化を図
る取組について研究し、少しでも改善できるよう努める。また、
「新規就農者の人数」については、県農業アカデミーの学生に
本市の魅力を PR するなど、就農に結び付くような取組を行う。 

② 農作業の効率化に資する技術等の研究に努めるとともに、付
加価値を高める取組として、６次産業化の促進を図る。 

③ 農業委員会等と連携し、耕作放棄地面積等の把握に努める。 
④ 地産地消の推進に向けた取組については、食育をテーマにし

たイベントの開催等を新たに検討していく。また、緑区の朝市
については、民間主体の野菜市が定期的に開催されており、市
内産農産物の認知度を上げる取組としては、直売イベントの実
施主体に対する支援などを行っていく。 

⑤ 平成３０年９月に始まった生産緑地の貸借制度について、令
和２年度策定予定の都市農業振興計画の中で取り上げることを
検討する。 

⑥ 都市農業振興計画の策定に向けて市内農家等との意見交換を
行い、具体策を検討したい。 
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基本目標Ⅴ 市民とともに創る自立分権都市                  

施策名 No．４８ 皆で担うまちづくりの推進 所管局 市民局 局長名 齋藤 憲司 

 

■平成２９年度実績データ 

指標 No. 指標名 
目標値 

（ａ） 

実績値 

（ｂ） 

達成率（％） 

（b/a 又は a/b） 
評価 

成果指標１ 地域活動への参加率 36.2 27.9 77.1％ Ｃ 

成果指標２ 市民活動への参加率 33.3 31.6 94.9％ Ｂ 

成果指標３ 市内のＮＰＯ法人数 250 273 109.2％ Ａ 

業績評価指標１ 街美化アダプト制度の実施団体数 503 494 98.2％ Ｂ 

業績評価指標２ 
さがみはら市民活動サポートセンターの利

用登録団体数 
400 383 95.8％ Ｂ 

業績評価指標３ 
地域活動・市民活動ボランティア認定制度に

おける活動認定者数 
80 120 150.0％ Ａ 

１・２次評価 

（所管局・企画政策課による内部評価） 
Ｂ 

３次評価 

（総合計画審議会による外部評価） 
Ｂ 

 

■対応方針 

No. 項 目 内 容 

１ 
建議書における総合計画  

審議会からの意見 

① 市民と達成を約束した成果指標「地域活動への参加率」、
「市民活動への参加率」、業績評価指標「街美化アダプト制
度の実施団体数」、「さがみはら市民活動サポートセンターの
利用登録団体数」が、いずれも目標未達成であり、具体的な
達成方策を実施されたい。 

② 市全体でのボランティア数等について把握されてないが、
全般的なボランティアの現況把握こそ市民と連携して共に
担うまちづくりの出発点であり、そうした基礎情報を蓄積
し、部局の枠を超えてボランティアの抱える問題、課題を踏
まえた市民活動政策を積極的に実施されたい。 

③ 非営利団体を対象とした事業推進ということであるが、今
日、子どもの福祉や認知症事業等で金銭的利益と社会的利益
を両立させる社会的企業を育成する「社会的インパクト投
資」が進められており、ＮＰＯやボランティア団体の範囲に
とどまらず、より広い視野で各部局と連携して市民活動方策
の充実に取り組まれたい。 
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No. 項 目 内 容 

④ 地域づくり大学、あじさい大学、市民大学と３つの大学が
開講しており、市民にとって学習の場がたくさんあることは
良いことだが、同時に地域の大学が実施する公開講座や講義
の地域開放の活用も含め、講義内容等の重複を避けた効率的
な運営やそれらの統廃合、連携も視野に入れた方策を進めら
れたい。 

２ 

課題の分析 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 地域活動、市民活動団体等が行う公益的な活動の必要性、
重要性の認識が薄い市民が増加しており、活動を知り更に理
解してもらう必要がある。 

自治会活動について、その根底にある、旧来型の社会貢献
意識をもっている人が少なくなっている。 

街美化アダプト制度については、新規活動団体が増加した
一方で、高齢化などで活動の継続が困難になっている団体が
ある。 

サポートセンターの登録団体数については、相談会の機会
等を活用して利用登録を促すことで新規登録団体は一定数
あるが、リーダー及び実働部隊双方の担い手不足により解散
する団体もあるため目標を達成するまでには至っていない。 

② これまでは主に団体への支援が中心となっており、個人で
活動をしている方については着目していなかった。 

③ 今まではＮＰＯ、ボランティア団体への支援にとどまって
おり、企業への働きかけについては行ってこなかった。 

④ 大学修了後に担い手として活動につなげる効果的な仕組
みとなっていない。 

地域づくりの担い手育成を目的とする地域づくり大学と、
生涯学習系講座の区別をせずに受講する方がいる。 

３ 

対応方針（改善内容） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

一致している 

① 目的や活動の公益性、重要性、必要性などを市民に周知す
るため、対象者、周知方法や時期等を含め、効果的な情報発
信の方法等について検討する。 

団体等への加入や活動への参加などに対し、やりがいやメ
リットを感じてもらえるよう、魅力向上を検討する。 

また、街美化アダプト制度については制度の周知の強化を
図るとともに、活動しやすい制度となるよう制度の運用方法
を検討し、団体数の増加を図る。 

市民活動サポートセンターについては、市民・大学交流セ
ンターとの連携を図る仕組みや、団体の活動継続を支援する
方法について検討する。 

② 市民活動団体や個人として様々な事業に参加している方
が抱える課題等について、市民活動サポートセンターとも連
携して把握を行う。 

抱える課題を分析し、庁内の横断的な組織である市民協働
推進会議等において情報の共有を図るとともに、対応等につ
いて検討する。 

③ 様々な主体が市民活動を行っていくためＮＰＯやボラン
ティア団体のほかに、企業が関心を持つような市民活動を紹
介し、活動に関わり、担い手となることを目指した仕組みづ
くりについて検討を行う。 

④ 地域づくり大学の運営については、これまでの実績を踏ま
えてターゲットやカリキュラム等の検証を行い、担い手育成
という目的に沿った講座を実施する。 

また、あじさい大学、市民大学と重複する講座等がある場
合は関係課及び関係機関と検討・調整を行うとともに、効果
的な連携型情報提供について検討する。 

４ 

改善によって見込まれる効果 

【対応方針の目的・意図】 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「 １ 」 の 番 号 と   

① 地域活動、市民活動団体等の公益的な活動の魅力が向上
し、理解が進むことで、活動への参加する人の増加が期待で
き、地域の活性化につながる。 

街美化アダプト制度の実施団体が増えることで、団体の活
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No. 項 目 内 容 

一致している 動が活発化するとともに、地域への愛着心や責任感が生まれ
る。 

団体の活動継続のための支援を行うことで解散に至る団
体数が減少し、団体の継続的な活動につながる。 

② 団体に加え個人で活動する方の現状や課題を把握するこ
とで、活動を支援する対象が広がり、更なる担い手の確保の
効果が期待できる。 

③ 企業が市民活動に関わることで、市民活動団体との連携や
財政的な支援につながることが期待できる。 

④ 講座終了後の活動につなげる方策が充実することで担い
手の確保が期待できる。 

５ 
平成３１年度当初予算へ反映

した内容 

 

平成３０年度

当初予算 
４０４，３４６千円 

平 成３１年 度

当初予算 
４０９，７３０千円 

 

■改善工程表 

No. 項 目 内 容 

１ 

スケジュール（工程） 

※ 記 載 欄 内 の 番 号 は 「対 応 

方針１」の番号と一致している 

 
第１四半期 

【H31.1 月～3 月】 

第２四半期 

【H31.4 月～6 月】 

第３四半期 

【H31.7 月～9 月】 

第４四半期 

【H31.10 月～12 月】 

① 

活動の周知方法

の検討 

 

 

地域活動ポイン

ト制度の周知及

びマイナンバー

カード取得促進 

 

 

 

活動の周知 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動ポイン

ト制度導入によ

る効果等の検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

アダプト制度周

知方法の検討 

 

担当課へのアン

ケート等による

現状把握 

 

アダプト制度周

知 

 

団体数増加に向

けた検討及び担

当課との調整 

   

団体からの相談

時にサポートセ

ンターへの登録

を勧奨 

 

サポートセンタ

ーと市民・大学

交流センターと

の連携方法の検

討 

 

団体活動の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サポートセンタ

ーと市民・大学

交流センターと

の連携の実施 

 

 

 

団体活動の継続

支援方法の検討 
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No. 項 目 内 容 

② 
活動団体等の把

握方法等につい

ての検討 

把握の実施及び

結果の分析 

 
推進会議等での

情報共有 

③ 

企業と関わる仕

組みづくりにつ

いて検討 

 

 

市民活動フェス

タでの企業との

連携を検討 

 

市民活動フェス

タの実施 

 

サポートセンタ

ー利用者懇談会

での企業との連

携を検討 

④ 

地域づくり大学

事業実施に向け

た準備 

 

 

関係各課機関と

の検討・調整 

 

 

 

地域づくり大学

事業の実施 

 

 

２ 

対 応 方 針 及 び 改 善 工 程  

スケジュールの評価 

※記載欄内の番号は「対応方針１」

の番号と一致している 

取組結果に対する分析・評価（第２四半期までの取組状況） 

① 地域活動をけん引する方にポイントを付与する「地域活動ポ
イント」制度について、市ホームページ等で周知するほか、必
要に応じて各地区に出向いて制度の周知及びマイナンバーカー
ドの申請補助説明会を行った。 

  麻布大学主催の環境カフェにおいて、街美化アダプト制度の
周知を行った。 

  サポートセンター利用者懇談会において、団体運営の基盤強
化を目的とした講演及びワークショップを行う等、団体の活動
支援を行った。 

② 市民活動サポートセンターで実施しているたすかるバンク
等、各課・機関で所管している人材の登録制度についての情報
共有を行った。 

③ 次期市民協働推進基本計画の策定作業において、企業等と関
わる体制の構築について検討を行った。 

④ さがみはら地域づくり大学運営委員会での意見を踏まえ、平
成31年度以降に指定管理者が実施する事業への反映について検
討を行い、順次対応することとした。 また、コース修了者の
受講後の受け皿として「まちづくりモデル事業」を活用するこ
ととした。 

取組結果により得られた具体的な成果及び第４四半期終了時点で見込まれる効果 

① 制度の周知により、地域活動ポイント付与事業への理解が深
まった。マイナンバーカードの普及促進事業により、平成 31 年
4 月末までに 182 人の方に 57,600 ポイント付与ができた。今後、
制度導入による効果等の検証を行うことで、更なる活動者の増
加につながることが見込まれる。環境カフェに参加したことに
より、アダプト制度の周知が図れ、活動に興味を持つ団体と意
見交換を行い、担当課とつなぐことができた。サポートセンタ
ーにおいて、団体の基盤強化支援を行うことで、活動の継続に
寄与することが期待できる。 

② 各種の人材バンクが連携することで、それぞれが登録してい
る人材の情報を共有することができ、担い手の確保につながる。 

③ 企業等との連携を検討することで、市民活動団体と新たな交
流が生まれ、団体への支援につながる。 

④ 市民・大学交流センターが行う「まちづくりモデル事業」等
を活用することで、活動の担い手確保につなげることができる。 
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No. 項 目 内 容 

３ 
（ ２ に 対 す る ） 総 合 計 画  

審議会のモニタリング評価 

① 施策の最終的な成果を示す成果指標「地域活動への参加率」
は２年連続Ｃ評価であり、成果指標「市民活動への参加率」も
２年連続Ｂ評価で、業績評価指標「街美化アダプト制度の実施
団体数」及び業績評価指標「さがみはら市民活動サポートセン
ターの利用団体数」は、いずれも４年連続Ｂ評価であり、改善
がみられない。一方、成果指標「市内の NPO 法人数」は９年連
続Ａ評価で、業績評価指標「地域活動・市民活動ボランティア
認定制度における活動認定者数」は５年連続Ａ評価であり、改
善効果がみられる。今後、Ｃ評価、Ｂ評価の指標を中心に改善
工程表の見直しを図られたい。 

② まちづくりにおける重要な事業（協働事業提案制度、サポー
トセンター事業、市民・大学交流センター事業、地域づくり大
学事業、街美化アダプト事業、NPO 法人支援など）について、今
後も継続した改善活動を期待する。 

③ 市民活動サポートセンターについて、その強みや特徴が活か
されるよう、市全体の視点から、各分野の中間支援組織との役
割分担や位置づけを明確にしたうえで、それを具現化する連携
強化の仕組みづくりなどに取り組まれたい。 

④ 市民協働推進大学事業については、他の事業と重複する内容
を整理し、効率的な運営方策を進められたい。 

⑤ 昨今、企業も社会貢献しなければ投資家から資金獲得ができ
ず、また顧客から選ばれないという時代となっており、ＳＤＧ
ｓを重視するＥＳＧ投資を意識した企業経営に変わってきてい
る。社会・経済の仕組み自体が変わりつつあり、市民活動でも
金銭的利益と社会的利益を両立させるまちづくりの担い手の活
動が活発化する時代にある。「社会的企業（Social Enterprise）」
や企業の地域貢献活動の取り込みを積極的に検討されたい。 

４ 
３（総合計画審議会からの
評価）を受けての改善策 

① 地域活動をけん引する方にポイントを付与する「地域活動ポ
イント制度」の対象事業の拡大に向けて、田名地区をモデル地
区として実証実験を行い、更なる検討を行う。 

地域活動への参加率については、自治会加入率の低下もあり、
直ちに参加率が上昇するとは考えにくく、長期的な取り組みが
必要と考える。 

このため、第２次市民協働推進基本計画において、新たに自
治会運営への支援の在り方等の検討を位置付けて取り組んでい
く。 

街美化アダプト制度については、更なる制度の周知を行うと
ともに、団体数の増加に向けた制度運用や課題の整理について
担当課と調整検討を行う。 

市民活動サポートセンターについては、団体が活動を継続す
るための基盤強化につながる講座等の充実や、団体の活動を紹
介するガイドブックを作成するなど、団体の活動を継続する支
援を行う。また、引き続き市民・大学交流センターでの相談業
務を実施する。 

② 協働事業提案制度の効果的な運用の検証や検討など、市民と
の協働によるまちづくりに向けた主要な事業の改善充実につい
て、第２次計画に位置付け継続的に検討を行う。 

③ 市民活動サポートセンターについては、その機能強化や新た
な活動の場の設置等について検討するとともに、市民と大学等
との連携により、地域課題の解決等を図る拠点であるユニコム
プラザさがみはらや公民館等の多様な主体が連携できる仕組み
について検討する。 

④ 地域づくり大学事業については、その設置目的を明確に周知
するとともに、受講内容やカリキュラム等の検討を行うなど充
実を図り、協働の担い手づくりに取り組む。 

⑤ 企業の SDGs の達成に向けた取組や「社会的企業」など、企業
が行う地域貢献に対する社会・経済の仕組みの変化を踏まえつ
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No. 項 目 内 容 

つ、企業の地域貢献活動等についての事例を収集するとともに、
地域活動や市民活動の情報を企業へ紹介するなど、企業が地域
活動の担い手となる仕組みづくりの検討を行う。 
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（４） 地方創生推進交付金活用事業を含む施策に係る意見に対する対応方針 
 

施策番号 ３４ 施策名 新産業の創出と中小企業の育成・支援 

施策所管局 環境経済局 局・区長名 岡 正彦 

 

Ｎｏ． 意見（check） 対応方針（act） 

１ 

産業用ロボットだけではなく、サービス

業向けロボットにも注目し、事業を推進さ

れたい。また、新産業の創出に向けては、

ビッグデータやＡＩまで範囲を広げた取

組を推進されたい。 

介護施設等における生活支援ロボットの

活用に関する実証実験や市内中小企業等に

より開発する掃除ロボットのＰＲ等、サービ

ス業向けロボットについても様々取り組ん

でおり、また、ビッグデータを用いるＩｏＴ

やＡＩ等に関する講座や研究会については、

随時開催している。 

引き続き、継続して取組を推進していく。 

２ 
ＳＤＧｓに貢献するような新産業創出

を検討されたい。 

現在、実施するロボット産業の振興は、地

域における新たなビジネス機会の創出につ

ながることから、ＳＤＧｓのゴール「８.働

きがいも経済成長も」、「９.産業と技術革新

の基盤をつくろう」に貢献するものと考えて

いる。 

引き続き、ＳＤＧｓに貢献する新産業創出

に努めてまいりたい。 

３ 

新規開設事業所数の大幅な増加は、相談

のワンストップ化環境を設けたことが理

由かどうか、分析を明確にすべきである。 

新規開設事業所数の増加は、コワーキング

スペースの増加やネット環境の充実など社

会情勢の変動により、起業しやすい条件が整

ってきたことが大いに関係するものと考え

ている。こうした中、創業相談会等への参加

者は確実に増加していることに加え、ワンス

トップ窓口を含む創業支援に関する取組が、

その増加に寄与したものと考えている。 

４ 
創業相談会への参加者数の増加や企業

支援事業の相談数の増加は評価に値する。 
引き続き産業支援機関等と連携しながら、

創業者や創業希望者のニーズに応えていく。 
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２ 総括評価等に対する対応方針 
 
（１） 成果指標に係る主要な意見 
 
■ 成果指標及び業績評価指標に係る主要な意見は４点あり、その意見の内容と本

市の対応方針は次のとおりです。  
No. 評価に係る意見 対応方針 

１ 

 市民と達成を約束した成果目標・指標は、

達成した程度ではなく目標を達成したか否

かという結果を重視する成果志向の視点の

下、施策・事業の生み出す成果について市

民への説明責任を果たすべきものである。

実施する様々な事務事業は、成果達成のた

めの手段という位置づけであり、施策・事

務事業を実施した結果として、どれだけ成

果を達成したかが問われるということを十

分留意されたい。 

目標の達成に向けては、事務事業実施

結果と施策目標達成度を的確に分析し、

分析に基づく改善策の検討・反映を行う

ＰＤＣＡサイクルを確実に実施すること

が重要である。ＥＢＰＭ（証拠に基づく

政策立案）の観点からも、目標を達成し

ていない施策については、その原因分析

や改善策の検討に注力するよう、次期総

合計画の進行管理手法の仕組みの検討を

行うとともに、職員の意識改革に向けた

検討を行う。 

２ 

 毎年度実績を測れない成果指標について

は、施策・事業の達成状況を市民へ説明で

きないだけでなく、十分な評価、改善活動

を行うことが困難となるため、次期総合計

画においては、毎年度実績を捕捉すること

が可能な指標を設定するよう努められた

い。また、社会経済情勢の変化などの外的

要因の影響を完全に排除できないことを理

由にアウトカム指標が設定されない傾向が

みられる。行政活動の多くは、外部環境の

影響を受けざるを得ないという面をもって

いる。出生率の向上にしても経済力の向上

にしても暮らしやすい都市の実現は市民の

代表機関である自治体に基本的責任があ

り、またその政策努力次第で長期的に大き

く変わりえるものであることから、単に実

現可能性で判断するのではなく、発想を切

り替えて意欲的に取り組まれたい。 

次期総合計画においては、毎年度実績

を捕捉することが可能な指標を設定し、

かつ、原則、アウトカム指標を設定する

こととしている。また、目標値の設定に

当たっては、実現可能性から判断するの

ではなく、バックキャスティング的思考

のもと、基本構想に掲げた概ね 20 年後

の「目指す姿」を数値化し、その数値を

達成するため、基本計画の最終年度であ

る令和９年度の理想的な水準を勘案して

目標値を設定することとしている。 
市民が暮らしやすい都市の実現に向

け、次期総合計画に掲げる施策を確実に

推進するよう、上記の考え方に基づき設

定した成果指標の達成度の確認による進

行管理を確実に行っていく。 
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No. 評価に係る意見 対応方針 

３ 

 各指標の最終目標値を既に達成している

指標が見受けられるが、市民からすると次

年度以降も実績値より低い目標値を設定し

ていることは疑問に感じるはずである。次

期総合計画では適切な水準の目標値を設定

されたい。 

次期総合計画においては、目標値設定

の基本的な考え方を整理し、適切な水準

の目標値を設定するとともに、目標を早

期に達成した場合には、事務事業の効率

化を図りながら目標値を維持する方向で

取組を推進していく。 

４ 

 各指標の目標設定の考え方が適切でない

ものが散見される。次期総合計画において

は、市民にとって取組の成果がより分かり

やすい適切な指標を設定されたい。 

次期総合計画においては、施策を推進

することによる成果を適切に測るため、

原則、アウトカム指標を設定することと

している。また、目標値の設定に当たっ

ては、基本構想に掲げた概ね 20 年後の

「目指す姿」を数値化し、その数値を達

成するため、基本計画の最終年度である

令和９年度の理想的な水準を勘案して目

標値を設定する。 
 
（２） 施策の総合評価の結果 
 
■ 施策の総合評価に係る主要な意見は６点あり、その意見の内容と本市の対応方

針は次のとおりです。 
No. 評価に係る意見 対応方針 

１ 

事務事業の実施にあたっては、漫然と前

例踏襲するのではなく、各施策の実現しよ

うとするまちの姿、つまり成果指標の達成

に向けて、どのような効果を見込んでいる

のかを常に意識しながら事業の改善を図る

「成果重視」の都市経営を展開されたい。 

「成果重視」の都市経営に向けて、次

期総合計画においては、ＥＢＰＭの観点

も踏まえ、事務事業実施結果と施策目標

達成度の関係性を的確に分析し、より有

効性の高い事業を選択できるよう進行管

理手法の仕組みを検討する。 

２ 

 施策・事業の立案において、国や県が示

す基準を満たした取組を実施すれば十分で

あるという意識が感じられる。しかし、国

や県が示す基準は最低限度のものであり、

地域特性を踏まえた市独自の政策に基づく

施策・事業の立案が政策運営の基本である

と、発想を転換することが求められる。地

域の実態の把握・分析を踏まえた上で、創

意工夫により地域特性を生かした独自の価

値を付加した施策・事業の推進に努められ

たい。 

次期総合計画においては、分野横断的

に取り組む重点テーマを設定しており、

重点テーマの目標の達成に向けては、国

や県が示す基準に依ることなく、地域の

実情に則した取組を分野横断的に推進す

る必要があることから、地域の実態把

握・分析に基づき本市の特性や地域の資

源を生かした事業を推進していく。 
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No. 評価に係る意見 対応方針 

３ 

 部局横断的な連携や多様な民間活力の活

用については、これまでの指摘を踏まえた

改善が徐々に進んできているように感じら

れるが、未だ十分とは言い難い状況である。

引き続き、各部局のスキルや資源等を互い

に生かし合いながら、施策のめざす姿の実

現に向けて事業を推進されたい。 

引き続き、施策進行管理シートへの庁

内横断的な取組や民間活力を活用した取

組の記載などを通じて、庁内の意識付け

を進めながら、更なる連携・協働を図っ

ていく。 

４ 

 急激な高齢化を伴う人口減少や、ICT 技術

の急速な進展など、今後も社会情勢が変化

していくことが想定される中、単に法令に

従って事業実施を行うだけではなく、基礎

自治体として地域の実情に則した創意工夫

のもと、課題解決に向けた主体的な政策立

案を進め、市民の支払った税金に見合った

価値あるサービスを提供し続けられる持続

可能な都市経営を展開されたい。 

今後、予測困難な時代を迎える中、一

層、地域の実情に則した政策立案が求め

られることから、ＥＢＰＭの観点に基づ

く取組を推進し、地域の実態把握・分析

に基づいた創意工夫による本市の特性や

地域の資源を生かした、費用対効果、市

民満足度の高い行政サービスを提供して

いく。 

５ 

本年度は、５０施策のうち３４施策は２

次評価を実施せず、当審議会からの意見を

付していないが、改善は絶えず必要とされ

ることから、施策所管局が本年度の１次評

価において記載した改善策を着実に実施さ

れたい。 

 また、本年度の建議において指摘した総

括的な改善を要する事項については、全庁

において十分に配慮し事業に取り組まれた

い。 

本年度の建議における総括評価につい

て、対応方針を作成するに当たり全庁に

周知しているところであるが、来年度の

評価に当たっても再度周知し、意識付け

の徹底を図るとともに、本年度２次評価

を実施しなかった施策を含む全５０施策

の改善策の実施状況についても検証して

いく。 

６ 

審議会における評価は、効率的に作業を

進めるため、基本計画に掲載されている全

５０施策のうち、毎年１６～１７施策を抽

出して実施してきており、新・相模原市総

合計画の計画期間内では、各施策３回の２

次評価を受けることとなっている。これに

加えて、各施策の２次評価結果の推移を確

かめることで、改善活動の進捗度が明らか

になるとともに、課題の洗い出しが可能と

なることから、施策・事務事業の選択と集

中を推進するため、各施策の評価結果の経

年比較が可能となるよう対応されたい。 

来年度の進行管理においては、新・相

模原市総合計画の最終年度の評価を行う

ことから、総括的な意味合いからも、各

施策の評価結果の経年比較が可能となる

よう対応する。 
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（３） 総合戦略の評価の結果 
 
■ 施策の総合評価のうち、総合戦略に係る主要な意見は次の４点であり、総合計

画の施策の総合評価等で指摘された意見とほぼ共通したものとなりました。そ

の意見の内容と本市の対応方針は次のとおりです。 
No. 評価に係る意見 対応方針 

１ 

 部局横断的な連携や多様な民間活力の活

用については、これまでの指摘を踏まえた

改善が徐々に進んできているように感じら

れるが、未だ十分とは言い難い状況である。

引き続き、各部局のスキルや資源等を互い

に生かし合いながら、施策のめざす姿の実

現に向けて事業を推進されたい。（再掲） 

引き続き、施策進行管理シートへの庁内

横断的な取組や民間活力を活用した取組

の記載などを通じて、庁内の意識付けを

進めながら、更なる連携・協働を図って

いく。（再掲） 

２ 

 急激な高齢化を伴う人口減少や、ICT 技術

の急速な進展など、今後も社会情勢が変化

していくことが想定される中、単に法令に

従って事業実施を行うだけではなく、基礎

自治体として地域の実情に則した創意工夫

のもと、課題解決に向けた主体的な政策立

案を進め、市民の支払った税金に見合った

価値あるサービスを提供し続けられる持続

可能な都市経営を展開されたい。（再掲） 

今後、予測困難な時代を迎える中、一

層、地域の実情に則した政策立案が求め

られることから、ＥＢＰＭの観点に基づ

く取組を推進し、地域の実態把握・分析

に基づいた創意工夫による本市の特性や

地域の資源を生かした、費用対効果、市

民満足度の高い行政サービスを提供して

いく。（再掲） 

３ 

総合戦略に基づく地方創生推進交付金を

活用した事業は、ＫＰＩ（重要業績評価指

標）を概ね達成しており、評価できる。今

後も引き続き目標達成に向けて事業を推進

されたい。 

地方創生関連交付金を活用した事業に

ついては、引き続きその着実な推進を図

るとともに、設定したＫＰＩの達成状況

などを十分に分析した上で、交付金支給

期間後における事業のあり方について、

検討していく。 

４ 

総合戦略におけるＫＰＩ（重要業績評価

指標）は、総合計画の進行管理に合わせて

把握し、個別施策の改善活動には生かされ

てきたが、分野横断的に取り組んだ重点プ

ロジェクトに掲げる課題が、施策推進の成

果として、どの程度改善されたかを明確に

することも重要である。 

複数の施策を束ねた重点プロジェクトの

進捗状況を把握することで、選択と集中を

すべき項目が明らかになることから、第２

第２期総合戦略の進行管理において

は、重点テーマを構成する施策を体系化

して示すことなどにより、各施策の取組

結果がどのように重点テーマの目標達成

に貢献したかが把握できるような仕組み

とするよう手法の検討を行う。 
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No. 評価に係る意見 対応方針 
期の総合戦略においては、重点プロジェク

トの目標ごとに進捗状況が把握できるよう

な仕組みを構築されたい。 

 
（４） 改善工程表モニタリングの結果及び評価 
 
■ 改善工程表に関する主要な意見は次の３点であり、その意見の内容と本市の対

応方針は次のとおりです。 

 

No. 評価に係る意見 対応方針 

１ 

指標及び総合評価のいずれにおいても昨年

度より評価が向上しているものもあるが、

いまだ十分な改善がなされているとは言い

難い状況である。引き続き原因分析を進め、

改善工程表を抜本的に見直すなどし、目標

達成方策を検討、実施されたい。 

改善を要する施策・事業については、

目標達成に向けて再度課題の分析と改善

方策の検討を進め、また、既に一定の改

善効果を得ている施策・事業についても、

より良い効果が得られるよう、事業改善

に取り組んでいく。 

２ 

改善に当たっては、部局を超えた横断的な

取組や民間活力の活用など、多様な主体と

の連携も意識しながら、創意工夫した取組

を進められたい。 

目標達成に向けては、既成概念にとら

われることなく、他部局や民間との連携

による事業実施など、柔軟な発想により

改善方策を検討し、その実現に向けて取

り組んでいく。 

３ 

今回の改善工程表のモニタリング評価にお

いて指摘のあった事項については、早急に

その具体的な対応策を検討し、改善プロセ

スを重ねられたい。 

指摘事項のうち、直ちに取り組むこと

が可能な項目については、早急に対応を

図り、改善まで時間を要する項目につい

ては、審議会からの指摘に十分に留意し

ながら継続的に改善に取り組む。 
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相模原市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進行管理について 
 

１ 相模原市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進行管理について 
平成２７年度に策定した相模原市まち・ひと・しごと創生総合戦略は、総合計画

の進行管理において、一体的に進行管理を実施しています。本市総合戦略において

は、３つの重点プロジェクトを設定しており、この重点プロジェクトについて、

「新・相模原市総合計画 施策の実施状況に関する建議書」を踏まえ、令和元年度

の取組を取りまとめました。 

 

 
２ 各重点プロジェクトの進行管理について 
 

（１） 少子化対策プロジェクト 
 

検討部会名 子どもを生み育てやすい環境の充実検討部会 

施策所管局 こども・若者未来局 施策所管局 こども・若者未来局 

 

○基本的視点 

・安心と喜びを感じながら、子どもを生み育てることができる社会の実現に向け、出産・子育て

に関する様々な支援等に取り組みます。 

・結婚・出産・子育ての希望をかなえる社会の実現に向け、安定した雇用の確保や、仕事と生活

の調和(ワーク・ライフ・バランス)等に取り組みます。 

 

○進捗度と主な取組事項 

進捗度 順調に進行 

本年度取り組んだ主な事項  

 安心して子どもを生み育てることができる社会の実現に向けた取組として、妊婦と胎児の健康

管理の充実を図る妊婦健康診査事業、乳児がいる全家庭を訪問し育児等に関する相談や支援を行

うこんにちは赤ちゃん事業、保育所や児童クラブにおける待機児童対策に関する事業など、妊娠

期から子育て期にわたる切れ目のない支援を推進し、子育て環境の充実を図った。 

 また、若年世代の地域定着を促進させるため、地元企業へ就職を希望する学生等の就労支援

を行うとともに市内企業への就業促進を図った。 
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○主な実施事業と取組結果 

Ｎｏ． 事業名 連携に取り組んだ結果 結果の評価と分析 

１ 
保育所待機児童対策推進事

業 

認可保育所等の新規整備や

認定保育室の認可化により

受入枠の拡大を図った。 

待機児童数を減少させるこ

とができたが、保育需要の

増加傾向は、当分の間、続

くものと考えられることか

ら、引き続き地域毎のニー

ズを踏まえた受入枠の拡大

を行っていく。 

２ 子ども・若者未来基金 

多くの市民や企業から基金

への寄付をいただいき、そ

の基金を教育委員会で実施

している給付型奨学金な

ど、子どもの貧困対策や学

力保障などの取組に活用

し、支援の充実を図った。 

多くの市民や企業から基金

の趣旨に賛同いただいてお

り、今後も効果的な周知を

行い、寄附を募っていく。 

また、今後も基金の活用に

よる子どもに関する取組の

より一層の充実を図ってい

く。 

３ 就労支援事業 

採用活動を行う市内企業と

市内で働きたい学生等をマ

ッチングすることができ

た。 

市内企業と連携したこと

で、若年世代の地域定着の

促進に寄与した。 

 

○重点プロジェクトの今後の課題等 

 平成２９年度から子育てに関する支援の拠点として各区に子育て支援センターを開設し、関係

機関と連携しながら、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を推進しているところであ

る。今後はＳＤＧｓの視点も加え、多様な主体がそれぞれの能力を発揮しつつ連携することで更

に子どもを生み育てやすい環境となるよう、引き続き施策を推進していく必要がある。 

また、生産年齢人口の減少が社会問題となっている中、地元企業の採用活動支援とともに、学

生等の若年者や就労意欲を持ちつつも就職に困難を抱える方に対する就労支援に取り組む必要が

ある。 

 

○次年度以降の連携推進の検討（考え方） 

Ｎｏ． 事業名 事業概要 期待する効果（改善内容） 

１ 
保育所待機児童対策推進

事業 

待機児童の解消を図るた

め、保育ニーズの高い地域

を重点に、既存資源の活用

や必要な施設の整備などに

取り組み、受入枠の拡大を

図るもの。 

都市建設局等と連携し、大規

模な共同住宅の建築予定の情

報把握等を行い、地域ごとの

保育需要の傾向を把握しつ

つ、民間事業者と連携して受

入枠を拡大することにより、

待機児童の解消を図り、仕事

と子育ての両立を支援し、子

育てがしやすい環境づくりを

推進することができる。 
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２ 子ども・若者未来基金 

市民・企業・団体からの寄

附を「子ども・若者未来基

金」へ積み立て、子どもの

貧困対策や学力保障のほ

か、子育て支援や若者の自

立支援などの事業に活用す

るもの。 

総合教育会議を活用した教育

委員会との連携をはじめとす

る庁内横断的な施策により、

基金の効果的な活用を図り、

子育てがしやすい環境づくり

を推進することができる。 

３ 就労支援事業 

・魅力ある市内企業の求人

情報の発信や、就職活動中

の学生とのマッチングを行

う。 

・総合就職支援センターに

おいて、就労支援を行う。 

・地元企業、大学等との連携

により、市内での雇用機会を

確保することができる。 

・ハローワークや市の就労支

援機関等が連携することによ

り、きめ細かな就労支援を行

うことができる。 
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（２） 雇用促進プロジェクト 

 

検討部会名 雇用促進プロジェクト 

施策所管局 環境経済局（経済部） 局・区長名 岡 正彦 

 

○基本的視点 

企業立地の促進による雇用の創出や就労支援などにより、安定した雇用の確保を 図り、就職・

住宅購入世代の地域定着を促進します。 

 

○進捗度と主な取組事項 

進捗度 順調に進行 

本年度取り組んだ主な事項  

雇用の創出のためには、地域経済を支える産業基盤の確立が必要である。そのため、重点的に

立地の促進を強化する産業として位置づけたロボット関連企業に対する誘致など、戦略的な企業

誘致を促進した。また、国や業界団体、産業支援機関等と連携を図りながら、産業用ロボット導

入や国内外の販路開拓などを支援し、市内ものづくり企業の更なる競争力強化に取り組んだ。 

併せて、若年世代の地域定着を促進させるため、地元企業へ就職を希望する学生等の就労支援

を行うとともに市内企業への就業促進を図った。 

 

○主な実施事業と取組結果 

Ｎｏ． 事業名 連携に取り組んだ結果 結果の評価と分析 

１ 就労支援事業 

採用活動を行う市内企業と

市内で働きたい学生等をマ

ッチングすることができ

た。 

市内企業と連携したこと

で、若年世代の地域定着の

促進に寄与した。 

２ 
産業用ロボット導入支援事

業 

企業の生産性向上のための

支援について、実施体制の

拡充をはかることができ

た。 

国や業界団体等とも連動し

た取組となっており、市内

ものづくり基盤のより一層

の強化につながった。 

３ グローバル展開事業 

現地産業支援機関や大学等

との連携により、海外での

販路開拓や外国人材の確保

に関する支援体制を構築で

きた。 

特に外国人材の確保につい

ては、今後の事業のベース

となることが期待される。 
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○重点プロジェクトの今後の課題等 

安定した雇用の確保を図るため、より強固な産業集積基盤を形成し、製造業及び業務系企業等

の立地の促進に取り組むとともに、企業へのロボットの導入や国内外の販路開拓などを支援し、

引き続き、ものづくり企業の競争力強化を促進していく。 

また、生産年齢人口の減少も社会問題となっている中、地元企業の採用活動支援とともに、学

生等の若年者や就労意欲を持ちつつも就職に困難を抱える方に対する就労支援に取り組む必要が

ある。 

 

○次年度以降の連携推進の検討（考え方） 

Ｎｏ． 事業名 事業概要 期待する効果（改善内容） 

１ 就労支援事業 

・魅力ある市内企業の求人

情報の発信や、就職活動中

の学生とのマッチングを行

う。 

・総合就職支援センターに

おいて、就労支援を行う。 

・地元企業、大学等との連携

により、市内での雇用機会を

確保することができる。 

・ハローワークや市の就労支

援機関等が連携することによ

り、きめ細かな就労支援を行

うことができる。 

２ 
産業用ロボット導入支援

事業 

産学金官の連携を強め、実

効性の高い支援手法を検討

しながら、さがみはらロボ

ット導入支援センターにお

ける相談対応等を行う。 

連携密度を高めることで、地

域ものづくり企業の生産性向

上と競争力の更なる強化につ

ながる。 

３ グローバル展開事業 

これまで培ったネットワー

クを活用し、現地での商談

会やマッチング等により、

海外販路開拓や外国人材確

保等の支援を行う。 

現地の産業支援機関や大学等

との連携により、確度の高い

海外販路開拓と外国人材の確

保等が可能となる。 
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（３） 中山間地域対策プロジェクト 
 

検討部会名 津久井地域の高齢化・過疎対策に資する施策検討部会 

施策所管局 
緑区役所 

都市建設局 
局・区長名 

中島 伸幸 

田雜 隆昌 

 

○基本的視点 

・首都圏内の中山間地域を含む津久井地域の特性や多様な地域資源等を活用し、地域の維持・活

性化を図るため、生活・福祉サービス機能(医療・介護、福祉、教育、買物、公共交通等)を一定

のエリア内に集め、各地域を交通ネットワーク等で有機的に結ぶ「小さな拠点(コンパクトビレッ

ジ)」(新規)の形成について検討します。 

・津久井地域において、地域コミュニティの維持のため、地域の実情に応じた土地利用の誘導に

ついて検討します。 

・高齢化などにより地域活動や地域団体の担い手が不足している状況がある中、若い世代などの

担い手の育成・確保に取り組むとともに、人と人の「つながり」を生かした支え合いなど、地域

住民による創意工夫を生かした協働による地域づくりを目指します。 

 

○進捗度と主な取組事項 

進捗度 順調に進行 

本年度取り組んだ主な事項  

〇人口減少下における新たな都市計画制度の検討 

今後の人口減少や少子高齢化を踏まえた持続可能なまちづくりを進めるため、「社会情勢等の変

化に柔軟に適応した集約連携型のまち」を本市の基本方針とし、次期都市計画マスタープラン及

び立地適正化計画の策定を進めた。 

具体的には、市民、事業者、近隣都市の意見を聴取したほか、都市計画審議会からの答申を受け、

次期都市計画マスタープランについては全体構想、区別構想をとりまとめ、立地適正化計画につ

いては災害が想定される区域なども加味して分析を行い、都市機能誘導区域、誘導施設、居住誘

導区域についてとりまとめ、両計画の策定に至った。 

○中山間地域対策や地域振興策の検討 

 緑区区民会議における議論を踏まえ、台風第１９号による災害からの復興と災害対策の強化、

中山間地域における人口減少や少子高齢化を大きな課題と捉え、中山間地域対策として、地域資

源や交通ネットワークを生かした交流人口や関係人口の拡大、移住・定住の推進、新たなビジネ

ススタイルの創出による人や企業の誘因を柱とする緑区基本計画の策定を進めた。 

また、中山間地域の人口減少への対策や地域振興を推進し、持続可能なまちづくりを進める基

礎資料として、中山間地域の実態や課題及びまちづくりの取り組みを把握するため、市民意識調

査を実施し、方針（案）及び方策の検討を行う。 
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○地域活性化事業交付金の実施 

 市民参加と協働による地域づくりを図るため、地域活性化事業交付金を交付した。また、地域

活性化の取組をまとめた事例集を市ホームページへ掲載し周知を図っている。 

○民間活動の支援 

 相模原市緑区地域既存住宅リフォーム・改築推進協議会における中古住宅の活用に向けた取り

組みの支援を行っている。 

○津久井地域里山体験ツアーの実施（協働事業提案制度事業） 

 地域資源を活用した体験型ツアーの充実と、観光交流の促進と地域活性化を図るため、実施団

体（地域団体等）の意見交換や交流を目的とした組織の立ち上げとともに専用ホームページ「リ

トリト」を開設した。 

○広報活動 

 緑区特設サイトをはじめ、ＳＮＳを活用し、緑区の地域資源や情報など緑区の魅力発信を行っ

ている。 

 

○主な実施事業と取組結果 

Ｎｏ． 事業名 連携に取り組んだ結果 結果の評価と分析 

１ 

都市計画マスタープラン等

の策定に向けた検討 
庁内検討部会や都市計画

審議会小委員会での検討を

進め、都市計画審議会からの

答申を受けて原案を作成し

た。 
区民会議、まちづくり会

議、各種団体等への個別説明

を経て計画に対する意見を

聴取した。 

 都市計画マスタープラン

の全体構想、区別構想及び

立地適正化計画の都市機能

誘導区域、誘導施設、居住

誘導区域の説明を通して市

民、関係団体との連携が図

れた。 

２ 
緑区基本計画の策定に向け

た検討 

緑区区民会議からの答申

を受けて、関係各課との検討

を進め原案を作成した。 

 区民会議を中心として、各

種団体等から意見を聴取し

た。 

緑区の目指す姿・取組目標、

中山間地域の振興に関する

説明を通して市民、関係団

体との連携が図られた。 

３ 
緑区内の大規模プロジェク

ト等に係る合同説明会 

津久井地域の資源等を活用

した大規模プロジェクトに

ついて、庁内各局と連携し、

地域との情報の共有を図っ

た。 

情報を共有する場を設けた

ことで、地域の課題や取り

組みについても意見交換が

でき、地域の活性化につな

がることが期待できる。 
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４ 緑区のＰＲ事業 

移住者や観光客の増加を図

るとともに定住意識の醸成

を図るため、転入者向けのフ

ァイルバックや市外でのＰ

Ｒグッズを作成し、各課・機

関と連携し配布した。 

目的にあった各課・機関等

と連携を図ることで、効果

的な啓発につながった。 

５ 津久井地域里山体験ツアー 

地域住民や地域活動団体と

協働することで、ニーズに対

応した、より詳しい情報発信

ができた。 

協働により事業を実施する

ことで、効果的な情報発信

ができた。また、地域住民

による創意工夫のまちづく

りにもつながることが期待

できる。 

 
 

○重点プロジェクトの今後の課題等 

〇 都市部と中山間地域という２つの異なる地域特性を有する本市において、非線引き都市計画

区域（相模湖津久井都市計画区域）における集落と拠点の連携、災害想定区域を踏まえた安全・

安心の取組が課題である。 

○ 少子高齢化・人口減少が進む津久井地域においては、地域住民との協働により交流人口や転

入者の増加につながるような取組を進めていく必要があるが、どうやって地域を巻き込んでい

くかが課題である。 

○ 台風第 19 号による災害からの復旧・復興に最優先に取り組み、地域住民の安全安心を確保す

る必要がある。 

○ 少子高齢化・人口減少が進む中山間地域においては、特に地域住民との協働による様々な取

り組みが不可欠となるため、定住人口を確保し、地域コミュニティの維持・強化を図るととも

に、関係人口の拡大などにより、新たな担い手の育成・確保に取り組む必要がある。 

 

○次年度以降の連携推進の検討（考え方） 

Ｎｏ． 事業名 事業概要 期待する効果（改善内容） 

１ 

都市計画マスタープラン

等の実現に向けた取組 

次期都市計画マスタープ

ラン及び立地適正化計画の

実現に向け、中山間地域に

おける台風第 19号の被害状

況も踏まえ、継続すべき施

策、新規・拡充を検討すべ

き施策を庁内連携して取り

組んでいく。 

進行管理上の各種指標の達

成に向け、継続的に取り組む。 

 

２ 情報発信の強化 

緑区特設サイト「すもうよ

緑区」やＳＮＳを活用する

とともに、津久井地域里山

様々な連携により、情報発信

をすることで、多様なニーズ

への対応と認知度の向上につ



138 

体験ツアー実施団体の専用

サイト「リトリト」など関

係団体と連携し、魅力的な

情報発信に取り組む。 

ながり、関係人口及び交流人

口の拡大を図ることができ

る。 

３ 
移住促進に向けた民間団

体等との連携 

「ふるさと回帰支援センタ

ー」や「相模原市緑区地域

既存住宅リフォーム・改築

推進協議会」等の民間団体

と連携し、移住促進に取り

組む。 

移住希望者への相談対応や、

住宅の紹介など、移住促進に

向けた具体的かつ適切な対応

を図ることができる。 

４ 

復旧・復興ビジョンを踏ま

えた中山間地域対策及び

地域振興策の検討 

災害からの復旧・復興を含

め、中山間地域の住民や地

域団体と連携し、地域の課

題や地域振興の方針・方策

について検討する。 

中山間地域の課題を整理する

とともに、地域の特性を生か

した地域振興策を検討するこ

とができる。 
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【付属資料】相模原市総合計画審議会の開催経過（令和元年度進行管理） 

月 日 議  事 

７月３０日 
○令和元年度の総合計画等進行管理について 

○１次評価の結果等について 

８月２３日 

○２次評価について 

（２次評価：施策 3、10、12、14、17、19、20、49） 

（モニタリング：施策 1、9、22、23、48） 

９月１０日 

○２次評価について 

（２次評価：施策 29、30、32、37、39、40、45、46） 

（モニタリング：施策 24、28、33、36） 

（地方創生推進交付金関連：施策 34） 

１０月２９日 ○施策の実施状況に関する建議書（案）について 

 


